
平成28年2月18日開会

平成28年2月徳島県議会定例会議案

初校

平成28年2月議案



平成28年2月議案



目 次

第 1 号 平成28年度徳島県一般会計予算………………………………………………………………………………… 1頁
第 2 号 平成28年度徳島県用度事業特別会計予算………………………………………………………………………15
第 3 号 平成28年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計予算………………………………………………………17
第 4 号 平成28年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計予算………………………………………………………19
第 5 号 平成28年度徳島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算………………………………………………21
第 6 号 平成28年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計予算……………………………………………………23
第 7 号 平成28年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計予算…………………………………………………25
第 8 号 平成28年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計予算……………………………………………………………27
第 9 号 平成28年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計予算…………………………………………………………29
第 10 号 平成28年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計予算…………………………………………………………31
第 11 号 平成28年度徳島県県有林県行造林事業特別会計予算…………………………………………………………33
第 12 号 平成28年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算……………………………………………………35
第 13 号 平成28年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計予算……………………………………………………37
第 14 号 平成28年度徳島県流域下水道事業特別会計予算………………………………………………………………39
第 15 号 平成28年度徳島県港湾等整備事業特別会計予算………………………………………………………………41
第 16 号 平成28年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計予算…………………………………………………………43
第 17 号 平成28年度徳島県奨学金貸付金特別会計予算…………………………………………………………………45
第 18 号 平成28年度徳島県証紙収入特別会計予算………………………………………………………………………47
第 19 号 平成28年度徳島県公債管理特別会計予算………………………………………………………………………49
第 20 号 平成28年度徳島県給与集中管理特別会計予算…………………………………………………………………51
第 21 号 平成28年度徳島県病院事業会計予算……………………………………………………………………………53

①再校

平成28年2月議案



第 22 号 平成28年度徳島県電気事業会計予算……………………………………………………………………………57頁
第 23 号 平成28年度徳島県工業用水道事業会計予算……………………………………………………………………61
第 24 号 平成28年度徳島県土地造成事業会計予算………………………………………………………………………65
第 25 号 平成28年度徳島県駐車場事業会計予算…………………………………………………………………………67
第 26 号 興行場法施行条例の一部改正について…………………………………………………………………………69
第 27 号 徳島県自転車の安全で適正な利用に関する条例の制定について……………………………………………71
第 28 号 徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例の一部改正について………………75
第 29 号 職員の退職管理に関する条例の制定について…………………………………………………………………77
第 30 号 職員の給与に関する条例の一部改正について…………………………………………………………………79
第 31 号 知事等の給与に関する条例の一部改正について………………………………………………………………89
第 32 号 職員の勤務時間，休日及び休暇に関する条例等の一部改正について………………………………………91
第 33 号 行政不服審査法施行条例の制定について………………………………………………………………………93
第 34 号 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定について…………………………………………………………………97
第 35 号 徳島県の事務処理の特例に関する条例の一部改正について…………………………………………………107
第 36 号 徳島県吏員恩給条例の一部改正について………………………………………………………………………111
第 37 号 徳島県保健福祉関係手数料条例の一部改正について…………………………………………………………113
第 38 号 徳島県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部改正について……………………………………………115
第 39 号 徳島県保健師，助産師，看護師及び准看護師修学資金貸与条例の一部改正について……………………117
第 40 号 徳島県立障がい者交流プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正について…………………………119
第 41 号 徳島県商工労働観光関係手数料条例の一部改正について……………………………………………………121
第 42 号 職業能力開発促進法施行条例の一部改正について……………………………………………………………123

②再校

平成28年2月議案



第 43 号 徳島県立大鳴門橋架橋記念館の設置及び管理に関する条例及び徳島県立美馬野外交流の郷の設置
及び管理に関する条例の一部改正について……………………………………………………………………125

第 44 号 徳島県農林水産業未来創造基金条例の制定について…………………………………………………………127
第 45 号 徳島県農林水産関係手数料条例の一部改正について…………………………………………………………129
第 46 号 徳島県県土整備関係手数料条例の一部改正について…………………………………………………………131
第 47 号 徳島県都市公園条例の一部改正について………………………………………………………………………135
第 48 号 徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部改正について………………………………137
第 49 号 徳島県建築審査会条例の一部改正について……………………………………………………………………139
第 50 号 建築基準法施行条例の一部改正について………………………………………………………………………141
第 51 号 徳島県学校職員定数条例の一部改正について…………………………………………………………………143
第 52 号 徳島県学校職員給与条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する

条例の一部改正について…………………………………………………………………………………………145
第 53 号 徳島県立学校設置条例の一部改正について……………………………………………………………………163
第 54 号 徳島県立牟岐少年自然の家の設置及び管理に関する条例及び徳島県文化の森総合公園

文化施設条例の一部改正について………………………………………………………………………………165
第 55 号 徳島県地方警察職員定員条例の一部改正について……………………………………………………………167
第 56 号 徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正について………………………………………………169
第 57 号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例及び徳島県迷惑行為防止条例の

一部改正について…………………………………………………………………………………………………177
第 58 号 徳島県警察関係手数料条例の一部改正について………………………………………………………………181
第 59 号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について…………………………………………185
第 60 号 徳島県病院事業の設置等に関する条例の一部改正について…………………………………………………187
第 61 号 病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について……………………………………189

③再校

平成28年2月議案



第 62 号 国営那賀川総合農地防災事業費に対する受益市負担金について……………………………………………191頁
第 63 号 平成27年度県単独砂防事業費等に対する受益市町村負担金の追加について………………………………193
第 64 号 権利の放棄について………………………………………………………………………………………………195
第 65 号 権利の放棄について………………………………………………………………………………………………197
第 66 号 包括外部監査契約について………………………………………………………………………………………199
第 67 号 関西広域連合規約の一部変更に関する協議について…………………………………………………………201
第 68 号 県営電気事業の売電料金等について……………………………………………………………………………203
報 告 第 1 号 訴えの提起に係る専決処分の報告について……………………………………………………………………205
報 告 第 2 号 損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について………………………………207
報 告 第 3 号 損害賠償（道路事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について………………………………209

④再校

平成28年2月議案



第 1 号 平 成28年 度 徳 島 県 一 般 会 計 予 算

平成28年度徳島県一般会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ485，102，000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第2表債務負担行為」に

よる。

（地方債）

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第3表地方債」に

よる。

（一時借入金）

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，90，000，000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

()1 各項に計上した給料，職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項

の間の流用

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1号 平成28年度徳島県一般会計予算
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款 項 金 額

1 県 税 77，500，000

1 県 民 税 28，154，718

2 事 業 税 17，355，073

3 地 方 消 費 税 12，913，049

4 不 動 産 取 得 税 1，464，944

5 県 た ば こ 税 852，237

6 ゴ ル フ 場 利 用 税 266，994

7 自 動 車 取 得 税 663，948

8 軽 油 引 取 税 5，775，165

9 自 動 車 税 10，035，958

10 鉱 区 税 1，361

11 狩 猟 税 16，373

12 旧 法 に よ る 税 180

2 地 方 消 費 税 清 算 金 27，610，407

初校

第1表 歳入歳出予算

歳 入

千円
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1 地 方 消 費 税 清 算 金 27，610，407

3 地 方 譲 与 税 12，500，000

1 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 10，788，000

2 地 方 揮 発 油 譲 与 税 1，613，000

3 石 油 ガ ス 譲 与 税 95，000

4 航 空 機 燃 料 譲 与 税 4，000

4 地 方 特 例 交 付 金 135，000

1 地 方 特 例 交 付 金 135，000

5 地 方 交 付 税 143，200，000

1 地 方 交 付 税 143，200，000

6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 290，000

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 290，000

7 分 担 金 及 び 負 担 金 759，072

1 分 担 金 269，205

2 負 担 金 489，867

8 使 用 料 及 び 手 数 料 6，313，746

1 使 用 料 4，668，189

初校
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2 手 数 料 1，645，557

9 国 庫 支 出 金 58，483，240

1 国 庫 負 担 金 30，777，890

2 国 庫 補 助 金 26，026，572

3 委 託 金 1，678，778

10 財 産 収 入 1，715，488

1 財 産 運 用 収 入 592，645

2 財 産 売 払 収 入 1，122，843

11 寄 附 金 103，650

1 寄 附 金 103，650

12 繰 入 金 82，085，103

1 特 別 会 計 繰 入 金 64，299，552

2 基 金 繰 入 金 17，785，551

13 繰 越 金 1，000，000

1 繰 越 金 1，000，000

14 諸 収 入 16，520，294

1 延 滞 金，加 算 金 及 び 過 料 等 100，710

初校
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款 項 金 額

1 議 会 費 977，578

1 議 会 費 977，578

2 総 務 費 25，854，946

1 総 務 管 理 費 12，620，352

2 県 預 金 利 子 13，177

3 公 営 企 業 貸 付 金 元 利 収 入 4，050，000

4 貸 付 金 元 利 収 入 4，492，569

5 受 託 事 業 収 入 941，329

6 収 益 事 業 収 入 3，185，702

7 利 子 割 精 算 金 収 入 1，989

8 雑 入 3，734，818

15 県 債 56，886，000

1 県 債 56，886，000

歳 入 合 計 485，102，000

歳 出

千円

初校
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2 企 画 費 4，058，993

3 徴 税 費 2，414，885

4 市 町 村 振 興 費 2，012，666

5 選 挙 費 498，117

6 防 災 費 3，623，043

7 統 計 調 査 費 314，388

8 人 事 委 員 会 費 132，010

9 監 査 委 員 費 180，492

3 民 生 費 61，229，043

1 社 会 福 祉 費 44，699，043

2 児 童 福 祉 費 11，175，022

3 生 活 保 護 費 5，354，978

4 衛 生 費 23，524，413

1 公 衆 衛 生 費 6，002，592

2 環 境 衛 生 費 3，034，578

3 保 健 所 費 1，319，209

4 医 薬 費 5，505，932

初校
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5 病 院 事 業 費 7，662，102

5 労 働 費 5，281，829

1 労 政 費 3，891，474

2 職 業 訓 練 費 1，279，478

3 労 働 委 員 会 費 110，877

6 農 林 水 産 業 費 32，080，047

1 農 業 費 5，086，195

2 園 芸 費 740，053

3 畜 産 業 費 1，416，100

4 農 地 費 10，524，340

5 林 業 費 11，810，037

6 水 産 業 費 2，503，322

7 商 工 費 63，694，003

1 商 業 費 58，818，630

2 工 鉱 業 費 3，433，212

3 観 光 費 1，442，161

8 土 木 費 47，041，134

初校
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1 土 木 管 理 費 4，218，320

2 道 路 橋 り ょ う 費 22，172，207

3 河 川 海 岸 費 12，787，420

4 港 湾 費 3，339，004

5 都 市 計 画 費 3，451，906

6 住 宅 費 1，072，277

9 警 察 費 21，212，362

1 警 察 管 理 費 18，859，835

2 警 察 活 動 費 2，352，527

10 教 育 費 86，535，285

1 教 育 総 務 費 14，325，927

2 小 学 校 費 25，904，127

3 中 学 校 費 15，814，277

4 高 等 学 校 費 19，678，717

5 特 別 支 援 学 校 費 7，210，039

6 社 会 教 育 費 2，380，501

7 保 健 体 育 費 1，221，697

初校
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11 災 害 復 旧 費 10，357，588

1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 1，532，393

2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 8，725，195

3 公 用 公 共 用 施 設 災 害 復 旧 費 100，000

12 公 債 費 78，063，348

1 公 債 費 78，063，348

13 諸 支 出 金 29，100，424

1 地 方 消 費 税 清 算 金 12，705，385

2 利 子 割 交 付 金 66，133

3 配 当 割 交 付 金 1，125，956

4 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 732，438

5 地 方 消 費 税 交 付 金 13，841，751

6 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 187，041

7 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金 100

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 441，554

9 利 子 割 精 算 金 66

14 予 備 費 150，000

初校
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1 予 備 費 150，000

歳 出 合 計 485，102，000

事 項 期 間 限 度 額

奨学金返還支援費に係る補助金 自 平成28年度
至 平成46年度 200，000千円

ホームページ構築事業業務委託契約 平 成 29 年 度 29，500千円

地方債証券の共同発行により生ずる連帯債務（共同発行市場公募地方債） 自 平成28年度
至 平成38年度

元金
1，179，000，000千円
及びこれに対する利
子相当額

自動車税納税通知書等作成業務委託契約 平 成 29 年 度 10，000千円

燃料電池自動車賃貸借契約 自 平成29年度
至 平成33年度 27，000千円

公益財団法人とくしま産業振興機構の中小企業・雇用対策推進費造成事業融資損失補償契約 平 成 29 年 度

融資額
36，800，000千円

及び金利3％並びに
延滞金及び違約金年
10．95％の範囲内に
おける損失補償

公益財団法人とくしま産業振興機構のとくしま経済飛躍ファンド造成事業融資損失補償契約 平 成 29 年 度

融資額 960，000千円
及び金利3％並びに
延滞金及び違約金年
10．95％の範囲内に
おける損失補償

再校
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公益社団法人徳島森林づくり推進機構の株式会社日本政策金融公庫資金損失補償契約 自 平成28年度
至 平成84年度

融資額 239，662千円
に対するつぎにかか
げる損失補償
償還期限到来後10か
月の期間満了の日
（以下「損失確定
日」という。）にお
いて，株式会社日本
政策金融公庫が弁済
を受けなかった元利
金合計額（遅延損害
金を含む。）及び損
失確定日の翌日から
補償履行の日までの
利率年11％の割合に
よる金額

県営かんがい排水事業工事請負契約 平 成 29 年 度 20，000千円

広域営農団地農道整備事業工事請負契約 平 成 29 年 度 60，000千円

県営農道整備事業工事請負契約 平 成 29 年 度 10，000千円

老朽ため池等整備事業工事請負契約 平 成 29 年 度 230，000千円

公益財団法人徳島県農業開発公社の農地保有合理化事業等資金損失補償契約 自 平成29年度
至 平成39年度

融資額 50，000千円
並びに延滞金及び違
約金年10．95％の範
囲内における損失補
償

徳島県土地開発公社の開発事業資金債務保証 自 平成29年度
至 平成38年度

融資額
2，500，000千円

及び金利5％の範囲
内における債務保証

徳島県土地開発公社の用地取得等契約 自 平成29年度
至 平成38年度

用地費，補償費等
2，500，000千円

及び金利5％の範囲
内の金額

初校

１１
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道路維持作業用自動車売買契約 平 成 29 年 度 5，000千円

道路局部改良事業工事請負契約 平 成 29 年 度 30，000千円

道路改築事業工事請負契約 平 成 29 年 度 350，000千円

緊急地方道路整備事業工事請負契約 平 成 29 年 度 1，110，000千円

橋りょう修繕事業工事請負等契約 平 成 29 年 度 30，000千円

公園整備事業工事請負等契約 平 成 29 年 度 550，000千円

広域河川改修事業工事請負契約 平 成 29 年 度 120，000千円

総合流域防災事業工事請負契約 平 成 29 年 度 170，000千円

地震・高潮対策河川事業工事請負契約 平 成 29 年 度 100，000千円

堰堤改良事業工事請負契約 平 成 29 年 度 60，000千円

河川管理施設長寿命化事業工事請負契約 平 成 29 年 度 60，000千円

床上浸水対策特別緊急事業工事請負契約 平 成 29 年 度 240，000千円

海岸侵食対策事業工事請負契約 平 成 29 年 度 90，000千円

河川等災害関連事業工事請負契約 平 成 29 年 度 100，000千円

河川等施設災害復旧事業工事請負契約 平 成 29 年 度 1，000，000千円

県単独港湾整備事業工事請負契約 平 成 29 年 度 50，000千円

港湾施設災害復旧事業工事請負契約 平 成 29 年 度 300，000千円

再校

１２
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第3表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

総務管理事業 1，355，000 証書借入又は証券発
行（他の地方公共団
体との共同発行を含
む。）

年5％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。企画事業 580，000

市町村振興事業 800，000

防災事業 2，137，000

社会福祉事業 3，000

児童福祉事業 5，000

公衆衛生事業 10，000

環境衛生事業 101，000

職業訓練事業 16，000

農地事業 2，154，000

徳島阿波おどり空港機能強化事業工事請負等契約 平 成 29 年 度 1，052，000千円

高校施設整備事業工事請負等契約 平 成 29 年 度 1，706，834千円

警察署整備事業業務委託契約 平 成 29 年 度 17，000千円

放置駐車違反処理システム電子計算機等賃貸借契約 自 平成29年度
至 平成33年度 108，427千円

千円

再校
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林業治山事業 2，182，000

水産事業 695，000

観光事業 101，000

道路橋りょう事業 7，875，000

河川海岸事業 5，685，000

港湾事業 1，040，000

都市計画事業 1，241，000

住宅事業 57，000

警察関係事業 1，070，000

教育総務事業 2，500，000

高等学校整備事業 1，975，000

特別支援学校整備事業 14，000

社会教育事業 15，000

土木施設災害復旧事業 3，182，000

公用公共用施設災害復旧事業 93，000

臨時財政対策債 22，000，000

計 56，886，000

初校
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第 2 号 平成28年度徳島県用度事業特別会計予算

平成28年度徳島県用度事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ1，442，219千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 用 度 事 業 収 入 1，442，219

1 財 産 収 入 200

2 繰 越 金 146，519

3 諸 収 入 1，295，500

歳 入 合 計 1，442，219

千円

第2号 平成28年度徳島県用度事業特別会計予算

初校
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歳 出

款 項 金 額

1 用 度 事 業 費 1，442，219

1 用 度 事 業 費 1，442，219

歳 出 合 計 1，442，219

初校

千円

１６
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第 3 号 平成28年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計予算

平成28年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ2，555，906千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 市 町 村 振 興 資 金 収 入 2，555，906

1 繰 越 金 1，226，844

2 諸 収 入 1，329，062

歳 入 合 計 2，555，906

千円

第3号 平成28年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計予算

再校
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歳 出

款 項 金 額

1 市 町 村 振 興 資 金 貸 付 金 2，555，906

1 市 町 村 振 興 資 金 貸 付 金 2，555，906

歳 出 合 計 2，555，906

初校

千円
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第 4 号 平成28年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計予算

平成28年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ228，899千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 収 入 228，899

1 繰 入 金 194，817

2 諸 収 入 34，082

歳 入 合 計 228，899

千円

第4号 平成28年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計予算

初校
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歳 出

款 項 金 額

1 都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 228，899

1 早明浦ダム建設事業都市用水負担金 70，385

2 正木ダム建設事業都市用水負担金 18，914

3 旧吉野川河口堰建設事業都市用水負担金 139，600

歳 出 合 計 228，899

初校

千円

２０

平成28年2月議案



第 5 号 平成28年度徳島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

平成28年度徳島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ215，226千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 収 入 215，226

1 繰 越 金 108，741

2 諸 収 入 106，485

歳 入 合 計 215，226

千円

第5号 平成28年度徳島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

初校
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歳 出

款 項 金 額

1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 215，226

1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 215，226

歳 出 合 計 215，226

初校

千円

２２

平成28年2月議案



第 6 号 平成28年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計予算

平成28年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ124，157，597千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第2表債務負担行為」に

よる。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 収 入 124，157，597

1 使 用 料 及 び 手 数 料 3，000

2 財 産 収 入 500

3 繰 入 金 62，216，400

4 諸 収 入 61，937，697

千円

第6号 平成28年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計予算

初校
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歳 出

款 項 金 額

1 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 費 124，157，597

1 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 費 124，157，597

歳 出 合 計 124，157，597

第2表 債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

企業立地促進事業に係る補助金交付指令 自 平成29年度
至 平成36年度 2，000，000千円

歳 入 合 計 124，157，597

初校

千円

２４
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第 7 号 平成28年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計予算

平成28年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ3，133，469千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 中 小 企 業 近 代 化 資 金 収 入 3，133，469

1 繰 越 金 3，027，834

2 諸 収 入 105，635

歳 入 合 計 3，133，469

千円

第7号 平成28年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計予算

初校
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歳 出

款 項 金 額

1 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 3，133，469

1 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 3，133，469

歳 出 合 計 3，133，469

初校

千円

２６

平成28年2月議案



第 8 号 平成28年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計予算

平成28年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ109，087千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 収 入 109，087

1 財 産 収 入 21，995

2 繰 越 金 87，082

3 諸 収 入 10

歳 入 合 計 109，087

千円

第8号 平成28年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計予算

初校
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歳 出

款 項 金 額

1 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 費 109，087

1 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 費 109，087

歳 出 合 計 109，087

初校

千円

２８

平成28年2月議案



第 9 号 平成28年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計予算

平成28年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ27，404千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 農 業 改 良 資 金 収 入 27，404

1 繰 入 金 350

2 繰 越 金 23，782

3 諸 収 入 3，272

歳 入 合 計 27，404

千円

第9号 平成28年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計予算

初校
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歳 出

款 項 金 額

1 農 業 改 良 資 金 貸 付 金 27，404

1 農 業 改 良 資 金 貸 付 金 27，404

歳 出 合 計 27，404

初校

千円

３０

平成28年2月議案



第10号 平成28年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計予算

平成28年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ102，306千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 林 業 改 善 資 金 収 入 102，306

1 繰 入 金 2，303

2 繰 越 金 88，648

3 諸 収 入 11，355

歳 入 合 計 102，306

千円

第10号 平成28年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計予算

初校
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歳 出

款 項 金 額

1 林 業 改 善 資 金 貸 付 金 102，306

1 林 業 改 善 資 金 貸 付 金 102，306

歳 出 合 計 102，306

初校

千円

３２

平成28年2月議案



第11号 平成28年度徳島県県有林県行造林事業特別会計予算

平成28年度徳島県県有林県行造林事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ229，769千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 県 有 林 県 行 造 林 事 業 収 入 229，769

1 財 産 収 入 114，903

2 繰 入 金 114，551

3 繰 越 金 100

4 諸 収 入 215

歳 入 合 計 229，769

千円

第11号 平成28年度徳島県県有林県行造林事業特別会計予算

初校

３３
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歳 出

款 項 金 額

1 県 有 林 県 行 造 林 事 業 費 229，769

1 県 有 林 県 行 造 林 事 業 費 229，769

歳 出 合 計 229，769

初校

千円

３４

平成28年2月議案



第12号 平成28年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算

平成28年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ81，066千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 収 入 81，066

1 繰 入 金 1，064

2 繰 越 金 41，580

3 諸 収 入 38，422

歳 入 合 計 81，066

千円

第12号 平成28年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算

初校

３５

平成28年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金 81，066

1 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金 81，066

歳 出 合 計 81，066

初校

千円

３６

平成28年2月議案



第13号 平成28年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計予算

平成28年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ1，931，087千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 収 入 1，931，087

1 財 産 収 入 929，944

2 繰 入 金 700，000

3 繰 越 金 300，843

4 諸 収 入 300

歳 入 合 計 1，931，087

千円

第13号 平成28年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計予算

初校

３７

平成28年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 費 1，931，087

1 公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 費 1，915，916

2 土 地 開 発 基 金 積 立 金 15，171

歳 出 合 計 1，931，087

初校

千円

３８

平成28年2月議案



第14号 平成28年度徳島県流域下水道事業特別会計予算

平成28年度徳島県流域下水道事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ1，071，367千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法

は，「第2表地方債」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 流 域 下 水 道 事 業 収 入 1，071，367

1 分 担 金 及 び 負 担 金 289，949

2 国 庫 支 出 金 206，000

3 繰 入 金 390，418

4 県 債 185，000

千円

第14号 平成28年度徳島県流域下水道事業特別会計予算

初校

３９

平成28年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 流 域 下 水 道 事 業 費 1，071，367

1 旧 吉 野 川 流 域 下 水 道 事 業 費 1，071，367

歳 出 合 計 1，071，367

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

旧吉野川流域下水道事業 185，000 証書借入又は証券発
行

年5％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。

歳 入 合 計 1，071，367

初校

千円

千円

４０

平成28年2月議案



第15号 平成28年度徳島県港湾等整備事業特別会計予算

平成28年度徳島県港湾等整備事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ4，321，655千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法

は，「第2表地方債」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 港 湾 等 整 備 事 業 収 入 4，321，655

1 使 用 料 及 び 手 数 料 770，098

2 財 産 収 入 643，886

3 繰 入 金 950，000

4 諸 収 入 13，671

千円

第15号 平成28年度徳島県港湾等整備事業特別会計予算

初校

４１

平成28年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 港 湾 等 整 備 事 業 費 4，321，655

1 港 湾 等 整 備 事 業 費 3，665，938

2 徳島小松島港沖洲（外）地区整備事業費 373，374

3 徳島小松島港津田地区整備事業費 70，000

4 空 港 周 辺 整 備 事 業 費 212，343

歳 出 合 計 4，321，655

5 県 債 1，944，000

歳 入 合 計 4，321，655

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

港湾等整備事業 1，904，000 証書借入又は証券発
行

年5％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。徳島小松島港沖洲（外）地区

整備事業 40，000

計 1，944，000

三校

千円

千円

４２

平成28年2月議案



第16号 平成28年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計予算

平成28年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ80，785千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 県 営 住 宅 敷 金 等 収 入 80，785

1 財 産 収 入 621

2 繰 越 金 27，662

3 諸 収 入 52，502

歳 入 合 計 80，785

千円

第16号 平成28年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計予算

初校

４３

平成28年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 県 営 住 宅 敷 金 等 運 営 費 80，785

1 県 営 住 宅 敷 金 運 営 費 80，785

歳 出 合 計 80，785

初校

千円

４４

平成28年2月議案



第17号 平成28年度徳島県奨学金貸付金特別会計予算

平成28年度徳島県奨学金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ321，929千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 奨 学 金 収 入 321，929

1 財 産 収 入 923

2 繰 越 金 130，257

3 諸 収 入 190，749

歳 入 合 計 321，929

千円

第17号 平成28年度徳島県奨学金貸付金特別会計予算

初校

４５

平成28年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 奨 学 金 貸 付 金 321，929

1 奨 学 金 貸 付 金 321，929

歳 出 合 計 321，929

初校

千円

４６

平成28年2月議案



第18号 平成28年度徳島県証紙収入特別会計予算

平成28年度徳島県証紙収入特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ3，178，000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 証 紙 収 入 3，178，000

1 証 紙 収 入 2，471，077

2 繰 越 金 706，923

歳 入 合 計 3，178，000

千円

第18号 平成28年度徳島県証紙収入特別会計予算

初校

４７

平成28年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 繰 出 金 3，178，000

1 他 会 計 繰 出 金 3，178，000

歳 出 合 計 3，178，000

初校

千円

４８

平成28年2月議案



第19号 平成28年度徳島県公債管理特別会計予算

平成28年度徳島県公債管理特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ116，018，000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法

は，「第2表地方債」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 公 債 管 理 収 入 116，018，000

1 繰 入 金 67，876，000

2 県 債 48，142，000

歳 入 合 計 116，018，000

千円

第19号 平成28年度徳島県公債管理特別会計予算

初校

４９

平成28年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 公 債 費 116，018，000

1 公 債 費 116，018，000

歳 出 合 計 116，018，000

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

借換債 48，142，000 証書借入又は証券発行（他の地方公
共団体との共同発行を含む。）

年 5％以内 融資機関の融資条件による。ただし，必要
の生じた場合は全部若しくは一部繰上償還
し，又は借換えすることができる。

初校

千円

千円

５０

平成28年2月議案



第20号 平成28年度徳島県給与集中管理特別会計予算

平成28年度徳島県給与集中管理特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ30，480，249千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 給 与 振 替 収 入 30，480，249

1 給 与 振 替 収 入 30，480，249

歳 入 合 計 30，480，249

千円

第20号 平成28年度徳島県給与集中管理特別会計予算

初校

５１

平成28年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 給 与 費 30，480，249

1 給 与 費 30，480，249

歳 出 合 計 30，480，249

初校

千円

５２

平成28年2月議案



第21号 平成28年度徳島県病院事業会計予算

（総則）

第1条 平成28年度徳島県病院事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は，次のとおりとする。

()1 病 床 数 790床

()2 年 間 患 者 数

入 院 204，765人

外 来 266，571人

()3 1 日 平 均 患 者 数

入 院 561人

外 来 1，097人

()4 主要な建設改良事業

病院増改築工事費 3，769，446千円

医療器械及び備品購入費 813，525千円

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第1款 病 院 事 業 収 益 21，784，689千円

第1項 医 業 収 益 18，196，509千円

第2項 医 業 外 収 益 3，588，180千円

支 出

第1款 病 院 事 業 費 用 22，770，212千円

第1項 医 業 費 用 22，013，261千円

第21号 平成28年度徳島県病院事業会計予算

初校

５３

平成28年2月議案



第2項 医 業 外 費 用 756，951千円

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1，324，837千円は，当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額9，786千円及び過年度分損益勘定留保資金1，315，051千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資 本 的 収 入 9，239，071千円

第1項 企 業 債 4，511，000千円

第2項 負 担 金 727，302千円

第3項 他会計からの借入金 4，000，000千円

第4項 補 助 金 769千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出 10，563，908千円

第1項 建 設 改 良 費 4，635，305千円

第2項 企 業 債 償 還 金 1，645，526千円

第3項 他会計からの借入金償還金 4，283，077千円

（債務負担行為）

第5条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

県立病院電子カルテシステム整備支援業務委託契約 自 平成29年度
至 平成30年度 60，000千円

海部病院医療器械・備品整備事業業務委託等契約 自 平成29年度
至 平成34年度 290，000千円

（企業債）

第6条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

再校
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

病院整備事業 4，511，000 証書借入又は証券発
行

年5％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。

千円

（一時借入金）

第7条 一時借入金の限度額は，5，000，000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第8条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議

決を経なければならない。

()1 職 員 給 与 費 11，342，292千円

（たな卸資産の購入限度額）

第9条 たな卸資産の購入限度額は，4，820，000千円と定める。

（重要な資産の取得）

第10条 重要な資産の取得は，次のとおりとする。

種 類 名 称 数 量

()1 取得する資産 医療器械 Ｘ線ＣＴ装置 一 式

備 品 電子カルテシステム 一 式

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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第22号 平成28年度徳島県電気事業会計予算

（総則）

第1条 平成28年度徳島県電気事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は，次のとおりとする。

()1 供給電力量 水力発電所 326，100，000ｋＷｈ

太陽光発電所 4，636，000ｋＷｈ

()2 建設改良工事 既設設備改良工事 883，378千円

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第1款 事 業 収 益 3，321，494千円

第1項 営 業 収 益 3，292，824千円

第2項 財 務 収 益 21，177千円

第3項 事 業 外 収 益 7，493千円

支 出

第1款 事 業 費 用 3，033，796千円

第1項 営 業 費 用 2，917，933千円

第2項 財 務 費 用 12千円

第3項 事 業 外 費 用 110，851千円

第4項 特 別 損 失 2，000千円

第5項 予 備 費 3，000千円

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1，310，441千円は，当年度分消費税及び地方消費

第22号 平成28年度徳島県電気事業会計予算
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税資本的収支調整額65，380千円，中小水力発電開発改良積立金578，957千円及び過年度分損益勘定留保資金666，104千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資 本 的 収 入 472，937千円

第1項 固 定 資 産 売 却 代 783千円

第2項 他会計長期貸付金等返還金 472，154千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出 1，783，378千円

第1項 建 設 改 良 費 883，378千円

第2項 投 資 900，000千円

（債務負担行為）

第5条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

川口ダム案内誘導用ロボット賃貸借契約 自 平成29年度
至 平成31年度 4，290千円

燃料電池自動車賃貸借契約 自 平成29年度
至 平成33年度 9，000千円

（一時借入金）

第6条 一時借入金の限度額は，1，500，000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第7条 次に掲げる経費については，これらの経費の金額を，これらの経費のうち他の経費の金額に，若しくはこれら以外の経費の金額に流用し，又はこれら

以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

()1 職 員 給 与 費 1，058，246千円

()2 交 際 費 109千円

（たな卸資産の購入限度額）

第8条 たな卸資産の購入限度額は，10，000千円と定める。
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第23号 平成28年度徳島県工業用水道事業会計予算

（総則）

第1条 平成28年度徳島県工業用水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は，次のとおりとする。

()1 給水事業所数 33 吉野川北岸工業用水道 22

阿南工業用水道 11

()2 年間総給水量 66，546，800㎥ 吉野川北岸工業用水道 38，624，300㎥

阿南工業用水道 27，922，500㎥

()3 1日平均給水量 182，320㎥ 吉野川北岸工業用水道 105，820㎥

阿南工業用水道 76，500㎥

()4 建設改良工事 吉野川北岸工業用水道改良工事 726，600千円

阿南工業用水道改良工事 545，759千円

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第1款 事 業 収 益 1，208，510千円

第1項 営 業 収 益 1，145，399千円

第2項 営 業 外 収 益 63，111千円

支 出

第1款 事 業 費 用 1，110，161千円

第1項 営 業 費 用 1，039，336千円

第2項 営 業 外 費 用 70，825千円

（資本的収入及び支出）

第23号 平成28年度徳島県工業用水道事業会計予算
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第4条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額561，168千円は，当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額93，319千円及び過年度分損益勘定留保資金467，849千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資 本 的 収 入 900，003千円

第1項 固 定 資 産 売 却 代 3千円

第2項 他 会 計 長 期 借 入 金 900，000千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出 1，461，171千円

第1項 建 設 改 良 費 1，272，359千円

第2項 企 業 債 償 還 金 188，812千円

（債務負担行為）

第5条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

長岸水管橋撤去事業工事請負契約 平 成 29 年 度 51，000千円

鳴門配水本管（撫養）布設替事業工事請負契約 平 成 29 年 度 156，000千円

（一時借入金）

第6条 一時借入金の限度額は，500，000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第7条 次に掲げる経費については，これらの経費の金額を，これらの経費のうち他の経費の金額に，若しくはこれら以外の経費の金額に流用し，又はこれら

以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

()1 職 員 給 与 費 226，865千円

()2 交 際 費 15千円

（たな卸資産の購入限度額）
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第8条 たな卸資産の購入限度額は，20，000千円と定める。

平 成28年 2 月18日 提 出
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第24号 平成28年度徳島県土地造成事業会計予算

（総則）

第1条 平成28年度徳島県土地造成事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は，次のとおりとする。

()1 工業用地の管理事業 1，153千円

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第1款 事 業 収 益 9，221千円

第1項 営 業 収 益 7，740千円

第2項 営 業 外 収 益 1，481千円

支 出

第1款 事 業 費 用 1，516千円

第1項 営 業 費 用 1，515千円

第2項 営 業 外 費 用 1千円

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額36，923千円は，過年度分損益勘定留保資金36，923

千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資 本 的 収 入 33，077千円

第1項 他会計長期貸付金返還金 33，077千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出 70，000千円

第24号 平成28年度徳島県土地造成事業会計予算
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第1項 投 資 70，000千円

（一時借入金）

第5条 一時借入金の限度額は，30，000千円と定める。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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第25号 平成28年度徳島県駐車場事業会計予算

（総則）

第1条 平成28年度徳島県駐車場事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は，次のとおりとする。

()1 収 容 台 数 525台

()2 建 設 改 良 工 事 既設設備改良工事 5，619千円

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第1款 事 業 収 益 76，374千円

第1項 営 業 収 益 75，033千円

第2項 営 業 外 収 益 1，341千円

支 出

第1款 事 業 費 用 64，357千円

第1項 営 業 費 用 64，351千円

第2項 営 業 外 費 用 6千円

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5，619千円は，過年度分損益勘定留保資金5，619

千円で補てんするものとする。）。

支 出

第1款 資 本 的 支 出 5，619千円

第1項 建 設 改 良 費 5，619千円

（一時借入金）

第25号 平成28年度徳島県駐車場事業会計予算
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第5条 一時借入金の限度額は，300，000千円と定める。

（たな卸資産の購入限度額）

第6条 たな卸資産の購入限度額は，1，000千円と定める。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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興 行 場 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

興 行 場 法 施 行 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 三 号 中 「 入 場 者 が 利 用 し や す い 適 当 な 」 を 「 施 設 の 出 入 口 か ら 極 力 離 れ た 」 に 改 め 、 同 条 第 七 号 中 「 附 近 」 を 「 付 近 」 に 改 め る 。

第 五 条 中 「 客 席 に 流 入 し な い 」 を 「 喫 煙 室 の 外 に 流 れ 出 な い 」 に 改 め る 。

第 六 条 第 一 号 中 「 附 近 」 を 「 付 近 」 に 改 め 、 同 条 第 六 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

六 各 階 に お け る 便 所 （ 第 一 号 た だ し 書 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 便 器 の 数 は 、 次 の 要 件 を 備 え る こ と 。

イ 男 性 用 便 器 及 び 女 性 用 便 器 の 数 は 、 興 行 場 の 業 種 、 規 模 及 び 用 途 並 び に 男 女 別 の 入 場 者 数 等 を 考 慮 し 、 そ れ ら を 適 切 に 反 映 し た も の と す る と と も に 、

特 に 混 雑 が 予 想 さ れ る 施 設 に お い て は 、 で き る 限 り 待 ち 時 間 の 男 女 均 等 化 が 図 ら れ る よ う 努 め る こ と 。

ロ 男 性 用 便 器 及 び 女 性 用 便 器 の 数 の 合 計 数 は 、 次 の 表 の 各 号 の 上 欄 に 掲 げ る 客 席 の 床 面 積 （ 第 一 号 た だ し 書 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 に あ つ て は 、 入 場 者 の

便 所 ご と の 利 用 状 況 に 応 じ 、 各 階 の 客 席 の 床 面 積 を 便 所 ご と に 配 分 し た と き の 便 所 ご と の 客 席 の 床 面 積 。 以 下 こ の 号 ロ に お い て 同 じ 。 ） の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 の 下 欄 に 掲 げ る 数 以 上 で あ る こ と 。

一 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合 客 席 の 床 面 積 十 五 平 方 メ ー ト ル に つ き 一 と し て 計 算 し た 数

二 三 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 六 百 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合

二 十 に 三 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え る 客 席 の 床 面 積 二 十 平 方 メ ー ト ル に つ き 一 と し て 計 算 し

た 数 を 加 算 し た 数

三 六 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 九 百 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 場 合

三 十 五 に 六 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え る 客 席 の 床 面 積 三 十 平 方 メ ー ト ル に つ き 一 と し て 計 算

し た 数 を 加 算 し た 数

第 二 十 六 号
興 行 場 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

興 行 場 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 二 十 六 号 興 行 場 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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四 九 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え る 場 合

四 十 五 に 九 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え る 客 席 の 床 面 積 六 十 平 方 メ ー ト ル に つ き 一 と し て 計 算

し た 数 を 加 算 し た 数

ハ 男 性 用 の 大 便 器 の 数 は 、 男 性 用 の 小 便 器 の 数 を 五 で 除 し て 得 た 数 以 上 で あ る こ と 。

第 六 条 第 七 号 を 削 る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 法 第 二 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け て 興 行 場 を 経 営 し て い る 者 が そ の 営 業 の 用 に 供 し て い る 施 設 及 び 現 に 申 請 が な さ れ て い る 同 項 の 許 可

に 係 る 興 行 場 の 営 業 に 供 す る 施 設 に つ い て は 、 当 該 施 設 の 改 築 又 は 増 築 が 行 わ れ る ま で の 間 は 、 改 正 後 の 第 三 条 第 三 号 、 第 五 条 及 び 第 六 条 第 六 号 の 規 定 に か

か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

興 行 場 の 公 衆 衛 生 上 講 ず べ き 措 置 に つ い て 、 暮 ら し の 質 の 向 上 の た め の 取 組 の 必 要 性 等 に 鑑 み 、 興 行 場 に お け る 喫 煙 室 及 び 便 所 の 構 造 設 備 の 基 準 に つ い て 所

要 の 改 正 を 行 う 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 条 例

（ 目 的 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 し 、 県 、 自 転 車 を 利 用 す る 者 及 び 自 動 車 等 の 運 転 者 の 責 務 並 び に 県 民 、 事 業 者 及 び 関 係 団 体 の 役 割 を 明 ら

か に す る と と も に 、 県 が 実 施 す る 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し 、 並 び に

県 、 市 町 村 、 県 民 、 事 業 者 及 び 関 係 団 体 が 協 働 し て 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 運 動 を 展 開 し 、 も っ て 歩 行 者 、 自 転 車 及 び 自 動 車 等 が 共 に 安 全 に 通 行

し 、 か つ 、 県 民 が 安 心 し て 暮 ら す こ と が で き る 地 域 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 定 義 ）

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 自 転 車 道 路 交 通 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 五 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 項 第 十 一 号 の 二 に 規 定 す る 自 転 車 を い う 。

二 車 両 法 第 二 条 第 一 項 第 八 号 に 規 定 す る 車 両 を い う 。

三 自 動 車 等 法 第 二 条 第 一 項 第 九 号 に 規 定 す る 自 動 車 及 び 同 項 第 十 号 に 規 定 す る 原 動 機 付 自 転 車 を い う 。

四 道 路 法 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 道 路 を い う 。

五 歩 道 法 第 二 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 歩 道 を い う 。

六 事 業 者 事 業 を 行 う 法 人 そ の 他 の 団 体 又 は 事 業 を 行 う 場 合 に お け る 個 人 を い う 。

七 関 係 団 体 交 通 安 全 に 関 す る 活 動 を 行 う こ と を 主 な 目 的 と し て 組 織 さ れ た 団 体 及 び 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 活 動 を 行 う 団 体 を い う 。

（ 県 の 責 務 ）

第 二 十 七 号
徳 島 県 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て

徳 島 県 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 二 十 七 号 徳 島 県 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て
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第 三 条 県 は 、 国 、 市 町 村 、 県 民 、 事 業 者 及 び 関 係 団 体 と の 相 互 の 連 携 及 び 協 力 の 下 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 総 合 的 な 計 画 を 策 定 し 、 及 び 実 施 す

る 責 務 を 有 す る 。

2 県 は 、 市 町 村 、 県 民 、 事 業 者 及 び 関 係 団 体 が 実 施 す る 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 取 組 を 促 進 す る た め 、 情 報 の 提 供 、 助 言 そ の 他 の 必 要 な 支 援 を 行

う も の と す る 。

（ 自 転 車 利 用 者 の 責 務 ）

第 四 条 自 転 車 を 利 用 す る 者 は 、 車 両 の 運 転 者 と し て の 責 任 を 自 覚 し 、 法 そ の 他 の 関 係 法 令 （ 以 下 「 自 転 車 関 係 法 令 」 と い う 。 ） を 遵 守 し て 、 歩 行 者 及 び 自 動

車 等 の 通 行 に 十 分 配 慮 す る と と も に 、 自 転 車 を 安 全 で 適 正 に 利 用 し な け れ ば な ら な い 。

2 自 転 車 を 利 用 す る 者 は 、 自 転 車 が 関 係 す る 交 通 事 故 の 防 止 に 関 す る 知 識 の 習 得 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

3 前 二 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 自 転 車 を 利 用 す る 者 は 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 の た め 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 実 施 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

一 道 路 に お い て 自 転 車 に 乗 車 す る と き は 、 乗 車 用 ヘ ル メ ッ ト を 着 用 す る こ と 。

二 障 が い 者 、 高 齢 者 そ の 他 の 安 全 に 配 慮 が 必 要 と 認 め ら れ る 者 が 通 行 す る 歩 道 に お い て は 、 自 転 車 を 押 し て 歩 き 、 そ の 通 行 を 妨 げ な い よ う に す る こ と 。

三 自 転 車 に は 、 反 射 器 材 、 前 照 灯 そ の 他 の 安 全 な 通 行 を 確 保 す る た め に 必 要 と な る 器 具 を 備 え 付 け る こ と 。

（ 自 動 車 等 運 転 者 の 責 務 ）

第 五 条 自 動 車 等 の 運 転 者 は 、 自 転 車 が 車 両 で あ る こ と を 認 識 し 、 歩 行 者 、 自 転 車 及 び 自 動 車 等 が 共 に 道 路 を 安 全 に 通 行 す る こ と が で き る よ う に 配 慮 す る よ う

努 め な け れ ば な ら な い 。

2 自 動 車 等 の 運 転 者 は 、 自 転 車 の 側 方 を 通 過 す る と き は 、 こ れ と の 間 に 安 全 な 間 隔 を 保 ち 、 又 は 徐 行 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 県 民 の 役 割 ）

第 六 条 県 民 は 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 理 解 を 深 め 、 自 転 車 関 係 法 令 の 遵 守 、 自 転 車 の 利 用 に 関 す る 知 識 の 習 得 、 家 庭 、 職 場 、 学 校 、 地 域 等 に お

け る 自 転 車 の 安 全 な 利 用 の 啓 発 そ の 他 の 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 取 組 を 自 主 的 か つ 積 極 的 に 行 う よ う 努 め る も の と す る 。

2 県 民 は 、 国 、 県 及 び 市 町 村 が 実 施 す る 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 事 業 者 の 役 割 ）

第 七 条 事 業 者 は 、 そ の 従 業 員 に 対 し 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 啓 発 及 び 指 導 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 。

2 事 業 者 は 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 理 解 を 深 め 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 取 組 を 自 主 的 か つ 積 極 的 に 行 う よ う 努 め る も の と す る 。

3 事 業 者 は 、 国 、 県 及 び 市 町 村 が 実 施 す る 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 関 係 団 体 の 役 割 ）
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第 八 条 関 係 団 体 は 、 自 転 車 関 係 法 令 の 遵 守 に 関 す る 啓 発 そ の 他 の 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 取 組 を 企 画 し 、 県 民 の 参 画 を 得 て 、 積 極 的 に 推 進 す る よ

う 努 め る も の と す る 。

（ 自 転 車 安 全 適 正 利 用 推 進 計 画 ）

第 九 条 知 事 は 、 県 が 実 施 す る 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 施 策 及 び 県 民 等 の 取 組 を 総 合 的 に 推 進 す る た め の 計 画 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 自 転 車 安 全 適

正 利 用 推 進 計 画 」 と い う 。 ） を 定 め る も の と す る 。

2 知 事 は 、 自 転 車 安 全 適 正 利 用 推 進 計 画 を 定 め る に 当 た っ て は 、 県 民 等 の 意 見 を 反 映 す る こ と が で き る よ う 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

3 知 事 は 、 自 転 車 安 全 適 正 利 用 推 進 計 画 を 定 め た と き は 、 遅 滞 な く 、 こ れ を 公 表 す る も の と す る 。

4 前 二 項 の 規 定 は 、 自 転 車 安 全 適 正 利 用 推 進 計 画 の 変 更 に つ い て 準 用 す る 。

（ 県 民 に 対 す る 自 転 車 交 通 安 全 教 育 ）

第 十 条 県 は 、 県 民 に 対 し 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 交 通 安 全 教 育 を 行 う も の と す る 。

（ 学 校 等 に お け る 自 転 車 交 通 安 全 教 育 ）

第 十 一 条 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 学 校 （ 幼 稚 園 を 除 く 。 ） 及 び 同 法 第 百 二 十 四 条 に 規 定 す る 専 修 学 校 及 び 同 法 第 百 三 十

四 条 第 一 項 に 規 定 す る 各 種 学 校 の 長 は 、 そ の 児 童 、 生 徒 又 は 学 生 が 自 転 車 を 安 全 で 適 正 に 利 用 す る こ と が で き る よ う 、 必 要 な 教 育 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な

ら な い 。

2 事 業 者 は 、 そ の 従 業 員 に 対 し 、 自 転 車 関 係 法 令 の 遵 守 、 自 転 車 に 係 る 点 検 及 び 整 備 の 必 要 性 等 に つ い て 、 必 要 な 教 育 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 家 庭 に お け る 自 転 車 交 通 安 全 教 育 等 ）

第 十 二 条 保 護 者 （ 親 権 を 行 う 者 、 未 成 年 後 見 人 そ の 他 の 者 で 、 未 成 年 者 を 現 に 監 護 す る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 そ の 監 護 す る 未 成 年 者 が 自 転 車 を 安 全 で

適 正 に 利 用 す る こ と が で き る よ う 、 必 要 な 教 育 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

2 高 齢 者 の 同 居 者 等 は 、 高 齢 者 に 対 し 、 乗 車 用 ヘ ル メ ッ ト の 着 用 そ の 他 の 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 事 項 に つ い て 必 要 な 助 言 を す る よ う 努 め な け れ

ば な ら な い 。

（ 点 検 整 備 の 実 施 ）

第 十 三 条 自 転 車 を 利 用 す る 者 は 、 そ の 利 用 す る 自 転 車 に つ い て 、 自 転 車 関 係 法 令 に 規 定 す る 基 準 そ の 他 の 自 転 車 の 安 全 性 に 関 す る 基 準 に 適 合 す る よ う 、 自 転

車 の 点 検 及 び 整 備 を 業 と し て 行 う 者 に よ る 点 検 及 び 整 備 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

2 保 護 者 は 、 そ の 監 護 す る 未 成 年 者 が 利 用 す る 自 転 車 に つ い て 、 前 項 に 規 定 す る 点 検 及 び 整 備 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 へ の 加 入 ）
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第 十 四 条 自 転 車 を 利 用 す る 者 は 、 自 転 車 の 利 用 に よ っ て 生 じ た 他 人 の 生 命 、 身 体 又 は 財 産 の 損 害 を 賠 償 す る こ と が で き る よ う 、 当 該 損 害 を 塡 補 す る た め の 保

険 又 は 共 済 （ 次 条 第 二 項 に お い て 「 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 」 と い う 。 ） へ の 加 入 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

2 保 護 者 は 、 そ の 監 護 す る 未 成 年 者 が 自 転 車 を 利 用 す る と き は 、 前 項 に 規 定 す る 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 広 報 、 啓 発 等 ）

第 十 五 条 県 は 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 し 、 県 民 、 自 転 車 を 利 用 す る 者 及 び 事 業 者 の 理 解 と 協 力 を 得 ら れ る よ う 広 報 活 動 及 び 啓 発 活 動 を 行 う も の と す

る 。

2 県 は 、 自 転 車 を 利 用 す る 者 の 自 転 車 損 害 賠 償 保 険 等 へ の 加 入 を 促 進 す る た め 、 情 報 の 提 供 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。

（ 自 転 車 小 売 業 者 等 の 情 報 提 供 等 ）

第 十 六 条 自 転 車 の 小 売 を 業 と す る 者 及 び 自 転 車 の 貸 付 け を 業 と す る 者 は 、 自 転 車 を 購 入 し よ う と す る 者 及 び 自 転 車 を 借 り 受 け よ う と す る 者 に 対 し 、 自 転 車 の

安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 し て 必 要 な 情 報 の 提 供 及 び 助 言 を す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 自 転 車 に 係 る 利 用 環 境 の 向 上 ）

第 十 七 条 県 は 、 国 、 市 町 村 、 県 民 、 事 業 者 及 び 関 係 団 体 と 連 携 し 、 自 転 車 に 係 る 利 用 環 境 の 向 上 を 図 る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 財 政 上 の 措 置 ）

第 十 八 条 県 は 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 施 策 を 実 施 す る た め 、 必 要 な 財 政 上 の 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 委 任 ）

第 十 九 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 し 、 県 、 自 転 車 を 利 用 す る 者 及 び 自 動 車 等 の 運 転 者 の 責 務 並 び に 県 民 、 事 業 者 及 び 関 係 団 体 の 役 割 を 明 ら か に す る と と も に 、

県 が 実 施 す る 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し 、 並 び に 県 、 市 町 村 、 県 民 、 事

業 者 及 び 関 係 団 体 が 協 働 し て 自 転 車 の 安 全 で 適 正 な 利 用 に 関 す る 運 動 を 展 開 し 、 も っ て 歩 行 者 、 自 転 車 及 び 自 動 車 等 が 共 に 安 全 に 通 行 し 、 か つ 、 県 民 が 安 心 し

て 暮 ら す こ と が で き る 地 域 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 消 費 者 の 利 益 の 擁 護 及 び 増 進 の た め の 基 本 政 策 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 消 費 者 の 利 益 の 擁 護 及 び 増 進 の た め の 基 本 政 策 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 五 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中
「 第 六 章 徳 島 県 消 費 生 活 審 議 会 （ 第 四 十 二 条 ― 第 四 十 七 条 ）

第 七 章 雑 則 （ 第 四 十 八 条 ― 第 五 十 三 条 ）

第 八 章 罰 則 （ 第 五 十 四 条 ― 第 五 十 六 条 ） 」
を

「 第 六 章 徳 島 県 消 費 者 情 報 セ ン タ ー （ 第 四 十 二 条 ― 第 四 十 六 条 ）

第 七 章 徳 島 県 消 費 生 活 審 議 会 （ 第 四 十 七 条 ― 第 五 十 二 条 ）

第 八 章 雑 則 （ 第 五 十 三 条 ― 第 五 十 八 条 ）

第 九 章 罰 則 （ 第 五 十 九 条 ― 第 六 十 一 条 ） 」
に 改 め る 。

第 二 十 七 条 の 二 第 一 項 第 一 号 中 「 第 五 十 二 条 第 一 号 」 を 「 第 五 十 七 条 第 一 号 」 に 改 め る 。

第 五 十 六 条 を 第 六 十 一 条 と す る 。

第 五 十 五 条 中 「 第 五 十 条 第 一 項 」 を 「 第 五 十 五 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 六 十 条 と す る 。

第 五 十 四 条 を 第 五 十 九 条 と す る 。

第 八 章 を 第 九 章 と す る 。

第 七 章 中 第 五 十 三 条 を 第 五 十 八 条 と す る 。

第 五 十 二 条 第 三 号 及 び 第 四 号 中 「 第 五 十 条 第 一 項 」 を 「 第 五 十 五 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 五 十 七 条 と す る 。

第 五 十 一 条 を 第 五 十 六 条 と し 、 第 四 十 八 条 か ら 第 五 十 条 ま で を 五 条 ず つ 繰 り 下 げ る 。

第 七 章 を 第 八 章 と す る 。

第 六 章 中 第 四 十 七 条 を 第 五 十 二 条 と し 、 第 四 十 二 条 か ら 第 四 十 六 条 ま で を 五 条 ず つ 繰 り 下 げ る 。

第 二 十 八 号
徳 島 県 消 費 者 の 利 益 の 擁 護 及 び 増 進 の た め の 基 本 政 策 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 消 費 者 の 利 益 の 擁 護 及 び 増 進 の た め の 基 本 政 策 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 二 十 八 号 徳 島 県 消 費 者 の 利 益 の 擁 護 及 び 増 進 の た め の 基 本 政 策 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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第 六 章 を 第 七 章 と し 、 第 五 章 の 次 に 次 の 一 章 を 加 え る 。

第 六 章 徳 島 県 消 費 者 情 報 セ ン タ ー

（ 設 置 ）

第 四 十 二 条 消 費 者 安 全 法 （ 平 成 二 十 一 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 消 費 者 の 権 利 の 実 現 の 確 保 及 び そ の 自 立 の 支 援 を 図 る た め 、 徳 島 県 消

費 者 情 報 セ ン タ ー （ 以 下 「 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） を 徳 島 市 徳 島 町 に 設 置 す る 。

（ 業 務 ）

第 四 十 三 条 セ ン タ ー は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 業 務 を 行 う 。

一 消 費 者 安 全 法 第 八 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 務 を 行 う こ と 。

二 消 費 者 教 育 （ 消 費 者 教 育 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 六 十 一 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 消 費 者 教 育 を い う 。 ） に 関 す る こ と 。

三 そ の 他 セ ン タ ー の 設 置 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 業 を 実 施 す る こ と 。

（ 職 員 ）

第 四 十 四 条 セ ン タ ー に 、 所 長 そ の 他 必 要 な 職 員 を 置 く 。

（ 情 報 の 適 正 管 理 ）

第 四 十 五 条 知 事 は 、 第 四 十 三 条 各 号 に 掲 げ る 業 務 の 実 施 に よ り 得 ら れ た 情 報 （ 徳 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 三 号 ） 第 十 条 第 二 項 の

規 定 に よ り 措 置 が 講 じ ら れ て い る も の を 除 く 。 ） の 漏 え い 、 滅 失 又 は 毀 損 の 防 止 そ の 他 の 当 該 情 報 の 適 正 な 管 理 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

（ 補 則 ）

第 四 十 六 条 こ の 章 に 定 め る も の の ほ か 、 セ ン タ ー の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

消 費 者 安 全 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 徳 島 県 消 費 者 情 報 セ ン タ ー の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 事 項 等 に つ い て 条 例 で 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条

例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 三 十 八 条 の 二 第 八 項 及 び 第 三 十 八 条 の 六 第 二 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 職 員 の 退 職 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 再 就 職 者 に よ る 依 頼 等 の 規 制 ）

第 二 条 法 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 、 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ る も の の ほ か 、 再 就 職 者 （ 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 再 就 職 者 を い う 。 ） の う ち 、 同 条 第 八 項 の 国

家 行 政 組 織 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 号 ） 第 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 部 長 又 は 課 長 の 職 に 相 当 す る 職 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の に 離 職 し た 日

の 五 年 前 の 日 よ り 前 に 就 い て い た 者 は 、 当 該 職 に 就 い て い た 時 に 在 職 し て い た 執 行 機 関 の 組 織 等 （ 法 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体 の 執 行 機

関 の 組 織 等 を い う 。 ） の 役 職 員 （ 同 項 に 規 定 す る 役 職 員 を い う 。 ） 又 は 同 条 第 八 項 の 役 職 員 に 類 す る 者 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の に 対 し 、 契 約 等 事 務

（ 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 契 約 等 事 務 を い う 。 ） で あ っ て 離 職 し た 日 の 五 年 前 の 日 よ り 前 の 職 務 （ 当 該 職 に 就 い て い た と き の 職 務 に 限 る 。 ） に 属 す る も の に 関 し 、

離 職 後 二 年 間 、 職 務 上 の 行 為 を す る よ う に 、 又 は し な い よ う に 要 求 し 、 又 は 依 頼 し て は な ら な い 。

（ 任 命 権 者 へ の 届 出 ）

第 三 条 管 理 又 は 監 督 の 地 位 に あ る 職 員 の 職 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の に 就 い て い る 職 員 で あ っ た 者 （ 退 職 手 当 通 算 予 定 職 員 （ 法 第 三 十 八 条 の 二 第 三

項 に 規 定 す る 退 職 手 当 通 算 予 定 職 員 を い う 。 ） で あ っ た 者 で あ っ て 引 き 続 い て 退 職 手 当 通 算 法 人 （ 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 退 職 手 当 通 算 法 人 を い う 。 ） の 地 位 に

就 い て い る 者 及 び 公 益 的 法 人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 退 職 派 遣 者 を 除 く 。 ） は 、

離 職 後 二 年 間 、 営 利 企 業 以 外 の 法 人 （ 法 第 三 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 営 利 企 業 以 外 の 法 人 を い う 。 ） そ の 他 の 団 体 の 地 位 に 就 い た 場 合 （ 報 酬 を 得 る 場 合

第 二 十 九 号
職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て

職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 二 十 九 号 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て
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に 限 る 。 ） 又 は 営 利 企 業 （ 法 第 三 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 営 利 企 業 を い う 。 ） の 地 位 に 就 い た 場 合 は 、 日 々 雇 い 入 れ ら れ る 者 と な っ た 場 合 そ の 他 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 場 合 を 除 き 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 速 や か に 、 離 職 し た 職 又 は こ れ に 相 当 す る 職 の 任 命 権 者 に 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 項 を 届

け 出 な け れ ば な ら な い 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 方 公 務 員 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 退 職 管 理 に 関 す る 規 定 が 設 け ら れ た こ と に 伴 い 、 職 員 の 退 職 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例

案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 の 見 出 し を 「 （ 目 的 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 第 二 十 四 条 第 六 項 」 を 「 第 二 十 四 条 第 五 項 」 に 、 「 基 き 」 を 「 基 づ き 」 に 、 「 外 」 を 「 ほ か 」 に 改 め 、 同

条 第 二 項 を 削 る 。

第 四 条 の 見 出 し を 「 （ 給 料 表 及 び 等 級 別 基 準 職 務 表 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 左 に 」 を 「 次 に 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め 、 同 条 第

三 項 中 「 職 務 の 級 に 分 類 す る も の と し 」 を 「 職 務 の 等 級 に 分 類 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 」 に 改 め 、 「 標 準 的 な 」 を 削 り 、 「 人 事 委 員 会 が 任 命 権 者 と 協

議 し て 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 」 を 「 別 表 第 四 に 定 め る 等 級 別 基 準 職 務 表 に 定 め る と お り と し 、 同 表 に 掲 げ る 職 務 と そ の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 が 同 程 度 の

職 務 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の は 、 そ れ ぞ れ の 職 務 の 等 級 に 分 類 さ れ る も の と す る 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 、 「 職 務 の 級 」 を 「 職

務 の 等 級 」 に 改 め る 。

第 五 条 第 一 項 中 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 こ え て は 」 を 「 超 え て は 」 に 改 め る 。

第 五 条 の 二 第 二 項 中 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 第 二 項 中 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 「 職 務 の 級 が 」 を 「 職 務 の 等 級 が 」 に 、 「 職 務 の 級 等 」 を 「 職 務 の 等 級 等 」 に 改 め る 。

第 十 四 条 中 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 中 「職務の級 」 を 「職務の等級 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 中 「職務の級 」 を 「職務の等級 」 に 改 め 、 同 表 の 備 考 中 「試験場等 」 を 「試験研究機関等 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 中 「職務の級 」 を 「職務の等級 」 に 改 め 、 同 表 の 次 に 次 の 一 表 を 加 え る 。

第 三 十 号

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 号 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
職
務

3
級

主
任
の
職
務

4
級

1
主
査
の
職
務

2
係
長
の
職
務

5
級

課
長
補
佐
の
職
務

6
級

1
本
庁
等
の
課
長
，
総
合
県
民
局
の
副
部
長
又
は
本
庁
構
成
機
関
等
の
長
の
職
務

2
本
庁
等
の
担
当
室
長
若
し
く
は
総
合
県
民
局
の
次
長
の
職
務
又
は
本
庁
構
成
機
関
等
の
長
の
補

佐
の
職
務

3
副
課
長
又
は
総
合
県
民
局
若
し
く
は
本
庁
構
成
機
関
等
の
課
長
の
職
務

7
級

1
本
庁
等
の
次
長
，
総
合
県
民
局
の
部
長
又
は
困
難
な
業
務
を
行
う
本
庁
構
成
機
関
等
の
長
の
職

務

2
困
難
な
業
務
を
行
う
本
庁
等
の
課
長
の
職
務
又
は
困
難
な
業
務
を
行
う
本
庁
構
成
機
関
等
の
長

の
補
佐
の
職
務

8
級

1
本
庁
の
局
長
，
困
難
な
業
務
を
行
う
委
員
会
等
の
事
務
局
の
局
長
，
総
合
県
民
局
の
副
局
長
又

は
困
難
な
業
務
を
行
う
規
模
の
大
き
い
本
庁
構
成
機
関
等
の
長
の
職
務

2
本
庁
の
副
部
長
若
し
く
は
委
員
会
等
の
事
務
局
の
事
務
局
長
の
職
務
，
困
難
な
業
務
を
行
う
委

員
会
等
の
事
務
局
の
事
務
局
長
の
補
佐
の
職
務
又
は
困
難
な
業
務
を
行
う
規
模
の
大
き
い
本
庁
構

成
機
関
等
の
長
の
補
佐
の
職
務

9
級

1
本
庁
の
部
長
，
会
計
管
理
者
，
困
難
な
業
務
を
行
う
委
員
会
等
の
事
務
局
の
事
務
局
長
又
は
総

合
県
民
局
の
長
の
職
務

2
困
難
な
業
務
を
行
う
本
庁
の
局
長
，
困
難
な
業
務
を
行
う
規
模
の
大
き
い
委
員
会
等
の
事
務
局

の
局
長
又
は
特
に
困
難
な
業
務
を
行
う
規
模
の
大
き
い
本
庁
構
成
機
関
等
の
長
の
職
務

三校

８０

平成28年2月議案



ロ
研
究
職
給
料
表
等
級
別
基
準
職
務
表

職
務
の
等
級

基
準
と
な
る
職
務

1
級

定
型
的
な
業
務
を
行
う
職
務

2
級

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
職
務

3
級

1
上
席
研
究
員
の
職
務

2
専
門
研
究
員
の
職
務

3
研
究
係
長
の
職
務

4
主
任
の
職
務

4
級

試
験
研
究
機
関
又
は
教
育
機
関
の
課
長
の
職
務

5
級

研
究
部
長
又
は
教
育
機
関
の
長
の
職
務

初校

８１

平成28年2月議案



ハ
医
療
職
給
料
表
（
一
）
等
級
別
基
準
職
務
表

職
務
の
等
級

基
準
と
な
る
職
務

1
級

医
療
業
務
を
行
う
職
務

2
級

1
係
長
の
職
務

2
主
任
の
職
務

3
級

1
本
庁
の
課
長
，
総
合
県
民
局
の
副
部
長
又
は
本
庁
構
成
機
関
の
長
の
職
務

2
課
長
補
佐
の
職
務

4
級

1
本
庁
の
部
長
の
職
務

2
本
庁
の
副
部
長
の
職
務

3
本
庁
の
次
長
又
は
困
難
な
業
務
を
行
う
本
庁
構
成
機
関
の
長
の
職
務

初校

８２

平成28年2月議案



ニ
医
療
職
給
料
表
（
二
）
等
級
別
基
準
職
務
表

職
務
の
等
級

基
準
と
な
る
職
務

1
級

定
型
的
な
業
務
を
行
う
職
務

2
級

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
職
務

3
級

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
職
務

4
級

主
任
の
職
務

5
級

1
課
長
補
佐
の
職
務

2
主
査
の
職
務

3
係
長
の
職
務

6
級

1
本
庁
構
成
機
関
の
長
の
補
佐
の
職
務

2
総
合
県
民
局
又
は
本
庁
構
成
機
関
の
課
長
の
職
務

7
級

1
本
庁
構
成
機
関
の
長
の
職
務

2
困
難
な
業
務
を
行
う
本
庁
構
成
機
関
の
長
の
補
佐
の
職
務

8
級

困
難
な
業
務
を
行
う
本
庁
構
成
機
関
の
長
の
職
務

四校

８３

平成28年2月議案



ホ
医
療
職
給
料
表
（
三
）
等
級
別
基
準
職
務
表

職
務
の
等
級

基
準
と
な
る
職
務

1
級

定
型
的
な
業
務
を
行
う
職
務

2
級

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
職
務

3
級

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
職
務

4
級

主
任
の
職
務

5
級

1
課
長
補
佐
の
職
務

2
主
査
の
職
務

3
係
長
の
職
務

6
級

1
本
庁
構
成
機
関
の
長
の
職
務

2
総
合
県
民
局
の
次
長
の
職
務
又
は
本
庁
構
成
機
関
の
長
の
補
佐
の
職
務

3
総
合
県
民
局
又
は
本
庁
構
成
機
関
の
課
長
の
職
務

7
級

困
難
な
業
務
を
行
う
本
庁
構
成
機
関
の
長
の
職
務

備
考 1

こ
の
表
に
お
い
て
「
本
庁
」
と
は
，
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
15
8
条
第
1
項
の
規
定
に
基

づ
き
知
事
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
と
し
て
設
置
さ
れ
た
部
及
び
局
並
び
に
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
部
及
び

局
の
下
に
設
置
さ
れ
た
内
部
組
織
並
び
に
同
法
第
17
1
条
第
5
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
組
織
を
い
う
。

2
こ
の
表
に
お
い
て
「
委
員
会
等
の
事
務
局
」
と
は
，
地
方
自
治
法
第
13
8
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
議
会
に
置

か
れ
た
事
務
局
並
び
に
同
法
第
13
8
条
の
4
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
委
員
会
及
び
委
員
の
事
務
局
を
い

う
。

3
こ
の
表
に
お
い
て
「
本
庁
等
」
と
は
，
本
庁
及
び
委
員
会
等
の
事
務
局
を
い
う
。

4
こ
の
表
に
お
い
て
「
総
合
県
民
局
」
と
は
，
地
方
自
治
法
第
15
5
条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
方
事
務
所
と

し
て
設
置
さ
れ
た
徳
島
県
総
合
県
民
局
を
い
う
。

5
こ
の
表
に
お
い
て
「
本
庁
構
成
機
関
」
と
は
，
地
方
自
治
法
第
15
6
条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た

行
政
機
関
，
同
法
第
15
8
条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
機
関
及
び
同
法
第
24
4
条
第
1
項
の
規
定
に
基

づ
き
設
置
さ
れ
た
公
の
施
設
で
あ
つ
て
，
本
庁
を
構
成
す
る
も
の
を
い
う
。

6
こ
の
表
に
お
い
て
「
教
育
機
関
」
と
は
，
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
31
年
法
律

第
16
2
号
）
第
30
条
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
教
育
機
関
（
学
校
を
除
く
。）
を
い
う
。

7
こ
の
表
に
お
い
て
「
本
庁
構
成
機
関
等
」
と
は
，
本
庁
構
成
機
関
及
び
教
育
機
関
を
い
う
。

三校

８４

平成28年2月議案



附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 職 務 の 等 級 へ の 切 替 え ）

2 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前 日 か ら 引 き 続 き 在 職 す る 職 員 （ 次 項 か ら 附 則 第 五 項 ま で の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 及 び 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 職 員 を 除 く 。 ） の 施 行 日 に お け る 職 務 の 等 級 は 、 施 行 日 の 前 日 に お い て そ の 者 が 属 し て い た 職 務 の 級 に 相 当 す る 職 務 の 等 級 と す る 。

（ 等 級 別 基 準 職 務 表 に 掲 げ る 職 務 の 等 級 の 特 例 ）

3 施 行 日 の 前 日 に お け る 職 務 が 附 則 別 表 に 掲 げ ら れ て い る 職 務 （ 当 該 職 務 と そ の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 が 同 程 度 の 職 務 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の を 含

む 。 以 下 「 特 定 職 務 」 と い う 。 ） で あ っ た 職 員 で あ っ て 同 日 に お い て そ の 者 の 属 し て い た 職 務 の 級 （ 以 下 「 旧 級 」 と い う 。 ） が 同 表 に 掲 げ ら れ て い る 職 務 の 級

で あ っ た も の の 職 務 の 等 級 は 、 改 正 後 の 第 四 条 第 四 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 施 行 日 か ら 当 該 職 員 が 特 定 職 務 （ 施 行 日 の 前 日 に お け る そ の 者 の 職 務 と 同 表 に 掲

げ る 給 料 表 の 種 類 及 び 職 務 の 等 級 の 区 分 を 同 じ く す る も の に 限 る 。 ） 以 外 の 職 務 に 異 動 等 を す る 日 の 前 日 ま で の 間 、 旧 級 に 対 応 す る 同 表 の 職 務 の 等 級 欄 に 定

め る 職 務 の 等 級 と す る 。

4 施 行 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 前 項 に 規 定 す る 職 員 を 除 く 。 ） に つ い て 、 同 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と

認 め ら れ る と き は 、 当 該 職 員 の 職 務 の 等 級 は 、 人 事 委 員 会 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 同 項 の 規 定 に 準 じ て 、 決 定 す る こ と が で き る 。

5 施 行 日 以 降 に 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た 職 員 に つ い て 、 任 用 の 事 情 等 を 考 慮 し て 前 二 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と

認 め ら れ る と き は 、 当 該 職 員 の 職 務 の 等 級 は 、 人 事 委 員 会 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 二 項 の 規 定 に 準 じ て 、 決 定 す る こ と が で き る 。

6 前 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 の 職 務 の 等 級 は 、 人 事 委 員 会 規 則 の 定 め る と

こ ろ に よ り 、 前 三 項 の 規 定 に 準 じ て 、 決 定 す る こ と が で き る 。

（ 施 行 日 に お け る 号 俸 ）

7 附 則 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ り 施 行 日 に お け る 職 務 の 等 級 を 決 定 さ れ る 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条 の 四 第 一

項 又 は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 を 除 く 。 ） の 施 行 日 に お け る 号 俸 は 、 施 行 日 の 前 日 に お い て そ の 者 が 受 け て い た 号 俸 と す る 。

（ 人 事 委 員 会 へ の 委 任 ）

8 附 則 第 二 項 か ら 前 項 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 。

（ 職 員 の 旅 費 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 改 正 ）

9 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め る 。

再校

８５

平成28年2月議案



一 職 員 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 九 号 ） 第 十 二 条

二 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 三 号 ） 第 六 条 の 四 第 三 項

三 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 五 号 ） 第 六 条 及 び 第 十 六 条

再校

８６

平成28年2月議案



附
則
別
表
（
附
則
第
三
項
関
係
）

給
料
表
の
種
類

職
務
の
級

職
務
の
等
級

職
務

行
政
職
給
料
表

3
級

3
級

主
任
主
事
の
職
務

4
級

4
級

主
任
の
職
務

6
級

6
級

課
長
補
佐
の
職
務

研
究
職
給
料
表

4
級

4
級

上
席
研
究
員
の
職
務

医
療
職
給
料
表
（
二
）

5
級

5
級

主
任
の
職
務

医
療
職
給
料
表
（
三
）

4
級

4
級

主
任
主
事
の
職
務

5
級

5
級

主
任
の
職
務

初校

８７

平成28年2月議案



提 案 理 由

地 方 公 務 員 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 職 員 の 職 務 を 給 料 表 の 各 等 級 に 分 類 す る 際 の 基 準 と な る 等 級 別 基 準 職 務 表 を 定 め る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、

こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

再校

８８

平成28年2月議案



知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

第 一 条 知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 た だ し 書 中 「 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 七 ・ 五 」 に 改 め る 。

第 二 条 知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 た だ し 書 中 「 百 分 の 百 四 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 五 十 」 に 、 「 百 分 の 百 六 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 五 」 に 改 め る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 改 正 後 の 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 平 成 二 十 七 年 十 二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

3 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 平 成 二 十 七 年 十 二 月 一 日 か ら こ の 条 例 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 間 に 知 事 等 に 支 払

わ れ た 期 末 手 当 は 、 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に よ る 期 末 手 当 の 内 払 と み な す 。

提 案 理 由

特 別 職 の 国 家 公 務 員 の 期 末 手 当 が 改 定 さ れ た こ と に 鑑 み 、 知 事 等 の 期 末 手 当 に つ い て も 同 様 の 改 定 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で

あ る 。

第 三 十 一 号
知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 一 号 知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 二 十 四 条 第 六 項 」 を 「 第 二 十 四 条 第 五 項 」 に 改 め る 。

（ 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 徳 島 県 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 第 三 号 中 「 条 件 附 採 用 」 を 「 条 件 付 採 用 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 徳 島 県 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 中 第 九 号 を 第 十 一 号 と し 、 第 八 号 を 第 十 号 と し 、 同 条 第 七 号 中 「 及 び 勤 務 成 績 の 評 定 」 を 削 り 、 同 号 を 同 条 第 九 号 と し 、 同 号 の 前 に 次 の 一 号 を 加 え

る 。
八 職 員 の 退 職 管 理 の 状 況

第 三 条 中 第 六 号 を 第 七 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 五 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

二 職 員 の 人 事 評 価 の 状 況

（ 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 八 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 十 二 号
職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 改 正 に つ い て

職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 二 号 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 改 正 に つ い て
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第 一 条 中 「 第 二 十 四 条 第 六 項 」 を 「 第 二 十 四 条 第 五 項 」 に 改 め る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 徳 島 県 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 第 三 条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 八 年 度 以 後 の 各 年 度 に 係 る 人 事 行 政 の 運 営 の 状

況 に 関 す る 報 告 に つ い て 適 用 し 、 平 成 二 十 七 年 度 に 係 る 人 事 行 政 の 運 営 の 状 況 に 関 す る 報 告 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

地 方 公 務 員 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 関 係 条 例 に つ い て 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校

９２

平成28年2月議案



行 政 不 服 審 査 法 施 行 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 八 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 提 出 書 類 の 写 し 等 の 交 付 手 数 料 ）

第 二 条 法 第 三 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 交 付 を 受 け る 審 査 請 求 人 又 は 参 加 人 （ 以 下 「 審 査 請 求 人 等 」 と い う 。 ） は 、 手 数 料 を 納 め な け れ ば な ら な い 。

2 前 項 の 手 数 料 （ 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 手 数 料 」 と い う 。 ） の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 三 番 以 下 の 大 き さ の 用 紙 に 白 黒 で 複 写 し 、 又 は 出 力 し た も の を 交 付 す る 場 合 用 紙 一 枚 に つ き 十 円 （ 両 面 に 複 写 さ れ 、 又 は 出 力 さ れ た

用 紙 に あ っ て は 、 二 十 円 ）

二 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 三 番 以 下 の 大 き さ の 用 紙 に カ ラ ー で 複 写 し 、 又 は 出 力 し た も の を 交 付 す る 場 合 用 紙 一 枚 に つ き 五 十 円 （ 両 面 に 複 写 さ れ 、 又 は 出 力 さ

れ た 用 紙 に あ っ て は 、 百 円 ）

三 前 二 号 に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合 実 費 に 相 当 す る 額

3 手 数 料 の 納 付 の 時 期 及 び 方 法 に つ い て は 、 規 則 で 定 め る 。

4 既 納 の 手 数 料 は 、 還 付 し な い 。

（ 手 数 料 の 減 免 ）

第 三 条 審 理 員 （ 法 第 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 場 合 に あ っ て は 、 審 査 庁 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 法 第 三 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 交 付 を 受 け る 審 査 請 求 人 等 が 経 済 的

困 難 に よ り 手 数 料 を 納 付 す る 資 力 が な い と 認 め る と き は 、 同 項 の 規 定 に よ る 交 付 の 求 め 一 件 に つ き 二 千 円 を 限 度 と し て 、 手 数 料 を 減 額 し 、 又 は 免 除 す る こ と

第 三 十 三 号
行 政 不 服 審 査 法 施 行 条 例 の 制 定 に つ い て

行 政 不 服 審 査 法 施 行 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 三 号 行 政 不 服 審 査 法 施 行 条 例 の 制 定 に つ い て
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が で き る 。

2 手 数 料 の 減 額 又 は 免 除 を 受 け よ う と す る 審 査 請 求 人 等 は 、 法 第 三 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 交 付 を 求 め る 際 に 、 併 せ て 当 該 減 額 又 は 免 除 を 求 め る 旨 及 び そ

の 理 由 を 記 載 し た 書 面 を 審 理 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

3 前 項 の 書 面 に は 、 審 査 請 求 人 等 が 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 扶 助 を 受 け て い る こ と を 理 由 と す る 場 合 に あ

っ て は 当 該 扶 助 を 受 け て い る こ と を 証 明 す る 書 面 を 、 そ の 他 の 事 実 を 理 由 と す る 場 合 に あ っ て は 当 該 事 実 を 証 明 す る 書 面 を 、 そ れ ぞ れ 添 付 し な け れ ば な ら な

い 。
（ 再 審 査 請 求 ）

第 四 条 前 二 条 の 規 定 は 、 再 審 査 請 求 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に

掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る 。

第 二 条 第 一 項 法 法 第 六 十 六 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法

第 三 条 第 一 項 法 第 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 場 合 に あ っ て は 、 審 査 庁 再 審 査 庁 が 法 第 六 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 九 条 第 一

項 各 号 に 掲 げ る 機 関 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 再 審 査 庁

第 三 十 八 条 第 一 項 第 六 十 六 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 三 十 八 条 第

一 項

第 三 条 第 二 項 法 法 第 六 十 六 条 第 一 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法

（ 調 査 審 議 の 手 続 の 併 合 又 は 分 離 ）

第 五 条 徳 島 県 行 政 不 服 審 査 会 （ 以 下 「 審 査 会 」 と い う 。 ） は 、 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 に は 、 数 個 の 事 件 に 係 る 調 査 審 議 の 手 続 を 併 合 し 、 又 は 併 合 さ れ た 数

個 の 事 件 に 係 る 調 査 審 議 の 手 続 を 分 離 す る こ と が で き る 。

2 審 査 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 、 事 件 に 係 る 調 査 審 議 の 手 続 を 併 合 し 、 又 は 分 離 し た と き は 、 法 第 八 十 一 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 四 条 に 規 定 す る

審 査 関 係 人 に そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

（ 主 張 書 面 の 写 し 等 の 交 付 ）

第 六 条 法 第 八 十 一 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 交 付 の 求 め は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 審 査 会 に 提 出 し て し な け れ ば
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な ら な い 。

一 交 付 に 係 る 法 第 八 十 一 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 主 張 書 面 若 し く は 資 料 （ 以 下 「 対 象 主 張 書 面 等 」 と い う 。 ） 又 は 交 付 に

係 る 同 項 に 規 定 す る 電 磁 的 記 録 （ 以 下 「 対 象 電 磁 的 記 録 」 と い う 。 ） を 特 定 す る に 足 り る 事 項

二 対 象 主 張 書 面 等 又 は 対 象 電 磁 的 記 録 に つ い て 求 め る 交 付 の 方 法 （ 次 項 各 号 に 掲 げ る 交 付 の 方 法 を い う 。 ）

三 対 象 主 張 書 面 等 又 は 対 象 電 磁 的 記 録 に つ い て 第 八 条 に 規 定 す る 送 付 に よ る 交 付 を 求 め る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 旨

2 法 第 八 十 一 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 交 付 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か の 方 法 に よ っ て す る 。

一 対 象 主 張 書 面 等 の 写 し の 交 付 に あ っ て は 、 当 該 対 象 主 張 書 面 等 を 複 写 機 に よ り 用 紙 の 片 面 又 は 両 面 に 白 黒 又 は カ ラ ー で 複 写 し た も の の 交 付

二 対 象 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ た 事 項 を 記 載 し た 書 面 の 交 付 に あ っ て は 、 当 該 事 項 を 用 紙 の 片 面 又 は 両 面 に 白 黒 又 は カ ラ ー で 出 力 し た も の の 交 付

（ 主 張 書 面 の 写 し 等 の 交 付 手 数 料 ）

第 七 条 第 二 条 及 び 第 三 条 の 規 定 は 、 法 第 八 十 一 条 第 三 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 七 十 八 条 第 四 項 に 規 定 す る 手 数 料 （ 次 条 に お い て 「 手 数 料 」 と い う 。 ）

に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る 。

第 二 条 第 一 項 第 三 十 八 条 第 一 項 第 八 十 一 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 八 条 第 一 項

第 三 条 第 一 項 審 理 員 （ 法 第 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 場 合 に あ っ て は 、 審 査 庁 。

以 下 同 じ 。 ）

徳 島 県 行 政 不 服 審 査 会

第 三 十 八 条 第 一 項 第 八 十 一 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 八 条 第 一 項

第 三 条 第 二 項 第 三 十 八 条 第 一 項 第 八 十 一 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 八 条 第 一 項

審 理 員 徳 島 県 行 政 不 服 審 査 会

（ 送 付 に よ る 主 張 書 面 の 写 し 等 の 交 付 ）

第 八 条 法 第 八 十 一 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 交 付 を 受 け る 審 査 請 求 人 等 は 、 手 数 料 の ほ か 送 付 に 要 す る 費 用 を 納 付 し て 、 対

象 主 張 書 面 等 の 写 し 又 は 対 象 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ た 事 項 を 記 載 し た 書 面 の 送 付 を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 送 付 に 要 す る 費 用 は 、 規 則

で 定 め る 方 法 に よ り 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

附 則
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こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

行 政 不 服 審 査 法 が 施 行 さ れ る こ と に 伴 い 、 同 法 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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行 政 不 服 審 査 法 及 び 行 政 不 服 審 査 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例

（ 徳 島 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 徳 島 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 七 条 第 一 項 中 「 不 服 申 立 て 」 を 「 審 査 請 求 」 に 改 め る 。

（ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 一 条 の 三 第 二 項 中 「 行 政 不 服 審 査 法 （ 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 六 十 号 ） 第 十 四 条 又 は 第 四 十 五 条 」 を 「 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 八 号 ）

第 十 八 条 第 一 項 本 文 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 学 校 職 員 給 与 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 徳 島 県 学 校 職 員 給 与 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 五 条 の 二 の 二 第 二 項 中 「 行 政 不 服 審 査 法 （ 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 六 十 号 ） 第 十 四 条 又 は 第 四 十 五 条 」 を 「 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 八

号 ） 第 十 八 条 第 一 項 本 文 」 に 改 め る 。

（ 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 十 四 号
行 政 不 服 審 査 法 及 び 行 政 不 服 審 査 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例

の 整 備 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て

行 政 不 服 審 査 法 及 び 行 政 不 服 審 査 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に

関 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 四 号 行 政 不 服 審 査 法 及 び 行 政 不 服 審 査 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条

例 の 制 定 に つ い て
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第 四 条 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 三 条 第 四 項 中 「 行 政 不 服 審 査 法 （ 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 六 十 号 ） 第 十 四 条 第 一 項 又 は 第 四 十 五 条 」 を 「 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 八 号 ）

第 十 八 条 第 一 項 本 文 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 八 条 の 三 第 二 項 中 「 行 政 不 服 審 査 法 （ 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 六 十 号 ） 第 十 四 条 又 は 第 四 十 五 条 」 を 「 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 八 号 ）

第 十 八 条 第 一 項 本 文 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 農 林 水 産 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 徳 島 県 農 林 水 産 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 の 見 出 し を 「 （ 手 数 料 の 納 付 の 時 期 及 び 方 法 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「 手 数 料 は 」 を 「 手 数 料 （ 次 項 の 手 数 料 を 除 く 。 ） は 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加

え る 。

2 別 表 の 七 十 四 の 項 に 掲 げ る 事 務 に 係 る 手 数 料 の 納 付 の 時 期 及 び 方 法 に つ い て は 、 規 則 で 定 め る 。

第 四 条 中 「 手 数 料 は 」 を 「 手 数 料 （ 次 項 の 手 数 料 を 除 く 。 ） は 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

2 行 政 不 服 審 査 法 施 行 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 徳 島 県 条 例 第 号 ） 第 三 条 の 規 定 は 、 別 表 の 七 十 四 の 項 に 掲 げ る 事 務 に 係 る 手 数 料 に つ い て 準 用 す る 。

別 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

七 十 四 次 に 掲 げ る 法 律 の 規 定 に お い て 準 用 す る 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 八

号 ） 第 三 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 書 面 若 し く は 書 類 の 写 し 又 は 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ た

事 項 を 記 載 し た 書 面 の 交 付

イ 土 地 改 良 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 九 十 五 号 ） 第 九 条 第 三 項 （ 同 法 第 四 十 八 条 第 九 項 、

第 九 十 五 条 第 三 項 及 び 第 九 十 五 条 の 二 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

ロ 土 地 改 良 法 第 五 十 二 条 の 三 第 二 項 （ 同 法 第 五 十 三 条 の 四 第 二 項 （ 同 法 第 九 十 六 条 及 び 第

九 十 六 条 の 四 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 九 十 六 条 及 び 第 九 十 六 条 の 四 第 一

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に お い て 準 用 す る 同 法 第 九 条 第 三 項

ハ 土 地 改 良 法 第 九 十 八 条 第 七 項 （ 同 法 第 百 十 一 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

ニ 土 地 改 良 法 第 九 十 九 条 第 九 項 （ 同 法 第 百 条 第 二 項 （ 同 法 第 百 十 一 条 に お い て 準 用 す る 場

1 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 三 番 以 下 の 大 き さ の 用 紙 に 白 黒

で 複 写 し 、 又 は 出 力 し た も の を 交 付 す る 場 合 用 紙

一 枚 に つ き 十 円 （ 両 面 に 複 写 さ れ 、 又 は 出 力 さ れ た

用 紙 に あ っ て は 、 二 十 円 ）

2 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 三 番 以 下 の 大 き さ の 用 紙 に カ ラ

ー で 複 写 し 、 又 は 出 力 し た も の を 交 付 す る 場 合 用

紙 一 枚 に つ き 五 十 円 （ 両 面 に 複 写 さ れ 、 又 は 出 力 さ

れ た 用 紙 に あ っ て は 、 百 円 ）

3 1 及 び 2 に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合 実 費 に 相 当 す

る 額
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合 を 含 む 。 ） 、 第 百 条 の 二 第 二 項 （ 同 法 第 百 十 一 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第

百 十 一 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

ホ 入 会 林 野 等 に 係 る 権 利 関 係 の 近 代 化 の 助 長 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 一 年 法 律 第 百 二 十 六

号 ） 第 七 条 第 四 項

へ 農 業 振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 五 十 八 号 ） 第 十 一 条 第 七 項 （ 同

法 第 十 三 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

ト 農 業 振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律 第 十 三 条 の 五 に お い て 準 用 す る 土 地 改 良 法 第 九 十 九 条

第 九 項

チ 集 落 地 域 整 備 法 （ 昭 和 六 十 二 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 第 十 二 条 に お い て 準 用 す る 土 地 改 良 法

第 九 十 九 条 第 九 項

リ 市 民 農 園 整 備 促 進 法 （ 平 成 二 年 法 律 第 四 十 四 号 ） 第 六 条 に お い て 準 用 す る 土 地 改 良 法 第

九 十 九 条 第 九 項

（ 徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 の 見 出 し を 「 （ 手 数 料 の 納 付 の 時 期 及 び 方 法 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「 手 数 料 は 」 を 「 手 数 料 （ 次 項 の 手 数 料 を 除 く 。 ） は 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加

え る 。

2 別 表 第 一 の 百 五 の 項 に 掲 げ る 事 務 に 係 る 手 数 料 の 納 付 の 時 期 及 び 方 法 に つ い て は 、 規 則 で 定 め る 。

第 五 条 中 「 手 数 料 は 」 を 「 手 数 料 （ 次 項 の 手 数 料 を 除 く 。 ） は 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

2 行 政 不 服 審 査 法 施 行 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 徳 島 県 条 例 第 号 ） 第 三 条 の 規 定 は 、 別 表 第 一 の 百 五 の 項 に 掲 げ る 事 務 に 係 る 手 数 料 に つ い て 準 用 す る 。

別 表 第 一 に 次 の よ う に 加 え る 。

百 五 次 に 掲 げ る 法 律 の 規 定 に お い て 準 用 す る 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 八

号 ） 第 三 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 書 面 若 し く は 書 類 の 写 し 又 は 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ た

事 項 を 記 載 し た 書 面 の 交 付

イ 農 住 組 合 法 （ 昭 和 五 十 五 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 十 一 条 に お い て 準 用 す る 土 地 改 良 法 （ 昭

和 二 十 四 年 法 律 第 百 九 十 五 号 ） 第 九 十 九 条 第 九 項

1 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 三 番 以 下 の 大 き さ の 用 紙 に 白 黒

で 複 写 し 、 又 は 出 力 し た も の を 交 付 す る 場 合 用 紙

一 枚 に つ き 十 円 （ 両 面 に 複 写 さ れ 、 又 は 出 力 さ れ た

用 紙 に あ っ て は 、 二 十 円 ）

2 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 三 番 以 下 の 大 き さ の 用 紙 に カ ラ
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ロ 景 観 法 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 五 十 五 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 農 業 振 興 地 域 の

整 備 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 四 年 法 律 第 五 十 八 号 ） 第 十 一 条 第 七 項 （ 景 観 法 第 五 十 五 条 第

四 項 に お い て 準 用 す る 農 業 振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律 第 十 三 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ）

ー で 複 写 し 、 又 は 出 力 し た も の を 交 付 す る 場 合 用

紙 一 枚 に つ き 五 十 円 （ 両 面 に 複 写 さ れ 、 又 は 出 力 さ

れ た 用 紙 に あ っ て は 、 百 円 ）

3 1 及 び 2 に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合 実 費 に 相 当 す

る 額

（ 徳 島 県 情 報 公 開 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 徳 島 県 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 十 三 年 徳 島 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 「 不 服 申 立 て 等 」 を 「 審 査 請 求 等 」 に 改 め る 。

第 三 章 の 章 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 三 章 審 査 請 求 等

第 二 十 条 の 二 の 見 出 し を 「 （ 県 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 又 は 公 社 に 対 す る 審 査 請 求 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「 行 政 不 服 審 査 法 （ 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 六 十 号 ）

に 基 づ く 異 議 申 立 て 」 を 「 審 査 請 求 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 審 理 員 に よ る 審 理 手 続 に つ い て の 特 別 の 定 め ）

第 二 十 条 の 三 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 八 号 ） 第 九 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 条 例 に 基 づ く 処 分 に つ い て 条 例 に 特 別 の 定 め が あ る 場 合 は 、

公 開 決 定 等 又 は 公 開 請 求 に 係 る 不 作 為 に つ い て 審 査 請 求 が さ れ た 場 合 と す る 。

第 二 十 一 条 中 「 に つ い て 行 政 不 服 審 査 法 に よ る 不 服 申 立 て 」 を 「 又 は 公 開 請 求 に 係 る 不 作 為 に つ い て 審 査 請 求 」 に 、 「 不 服 申 立 て に 対 す る 裁 決 又 は 決 定 」

を 「 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 」 に 改 め 、 同 条 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 審 査 請 求 が 不 適 法 で あ り 、 却 下 す る 場 合

二 裁 決 で 、 審 査 請 求 の 全 部 を 認 容 し 、 当 該 審 査 請 求 に 係 る 公 文 書 の 全 部 を 公 開 す る こ と と す る 場 合 （ 当 該 公 文 書 の 公 開 に つ い て 反 対 意 見 書 が 提 出 さ れ て

い る 場 合 を 除 く 。 ）

第 二 十 一 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

2 前 項 の 規 定 に よ る 諮 問 は 、 審 査 請 求 書 、 弁 明 書 そ の 他 審 査 請 求 に 係 る 事 件 に 関 す る 書 類 そ の 他 の 物 件 の う ち 規 則 で 定 め る も の の 写 し を 添 え て し な け れ ば

な ら な い 。

第 二 十 二 条 の 見 出 し を 「 （ 第 三 者 か ら の 審 査 請 求 を 棄 却 す る 場 合 等 に お け る 手 続 ） 」 に 改 め 、 同 条 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 又 は 決 定 」 を 削 り 、 同 条 第 一 号 中

「 不 服 申 立 て 」 を 「 審 査 請 求 」 に 改 め 、 「 又 は 決 定 」 を 削 り 、 同 条 第 二 号 中 「 不 服 申 立 て に 係 る 公 開 決 定 等 」 を 「 審 査 請 求 に 係 る 公 開 決 定 等 （ 公 開 請 求 に 係
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る 公 文 書 の 全 部 を 公 開 す る 旨 の 決 定 を 除 く 。 ） 」 に 、 「 当 該 公 開 決 定 等 」 を 「 当 該 審 査 請 求 」 に 改 め 、 「 又 は 決 定 」 を 削 り 、 「 参 加 人 」 の 下 に 「 （ 行 政 不 服 審 査 法

第 十 三 条 第 四 項 に 規 定 す る 参 加 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。

第 二 十 三 条 第 一 項 中 「 第 二 十 一 条 」 を 「 第 二 十 一 条 第 一 項 」 に 、 「 不 服 申 立 て 」 を 「 審 査 請 求 」 に 改 め る 。

第 二 十 四 条 第 一 項 中 「 第 二 十 一 条 」 を 「 第 二 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 不 服 申 立 て 」 を 「 審 査 請 求 」 に 、 「 、 不 服 申 立 人 」 を 「 、 審 査 請 求 人 」

に 、 「 不 服 申 立 人 等 」 を 「 審 査 請 求 人 等 」 に 改 め る 。

第 二 十 五 条 中 「 不 服 申 立 人 等 」 を 「 審 査 請 求 人 等 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 提 出 資 料 の 写 し の 送 付 等 ）

第 二 十 五 条 の 二 審 査 会 は 、 第 二 十 四 条 第 三 項 若 し く は 第 四 項 又 は 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 意 見 書 又 は 資 料 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 意 見 書 若 し く は 資 料

の 写 し 又 は 当 該 意 見 書 若 し く は 資 料 （ 電 磁 的 記 録 で あ る 場 合 に 限 る 。 ） に 記 録 さ れ た 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 当 該 意 見 書 又 は 資 料 を 提 出 し た 審 査 請 求 人 等 以

外 の 審 査 請 求 人 等 に 送 付 す る も の と す る 。 た だ し 、 第 三 者 の 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 、 そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な

い 。

2 審 査 請 求 人 等 は 、 審 査 会 に 対 し 、 審 査 会 に 提 出 さ れ た 意 見 書 又 は 資 料 の 閲 覧 （ 電 磁 的 記 録 に あ っ て は 、 記 録 さ れ た 事 項 を 審 査 会 が 定 め る 方 法 に よ り 表 示

し た も の の 閲 覧 ） を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 審 査 会 は 、 第 三 者 の 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る と 認 め る と き 、 そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る と き

で な け れ ば 、 そ の 閲 覧 を 拒 む こ と が で き な い 。

3 審 査 会 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 送 付 を し 、 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 を さ せ よ う と す る と き は 、 当 該 送 付 又 は 閲 覧 に 係 る 意 見 書 又 は 資 料 を 提 出 し た 審 査

請 求 人 等 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 審 査 会 が 、 そ の 必 要 が な い と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

4 審 査 会 は 、 第 二 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 に つ い て 、 日 時 及 び 場 所 を 指 定 す る こ と が で き る 。

第 二 十 七 条 中 「 第 二 十 一 条 」 を 「 第 二 十 一 条 第 一 項 」 に 、 「 不 服 申 立 人 」 を 「 審 査 請 求 人 」 に 改 め る 。

第 三 十 七 条 中 「 三 万 円 」 を 「 五 十 万 円 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 九 条 徳 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 「 不 服 申 立 て 」 を 「 審 査 請 求 」 に 改 め る 。

第 二 十 五 条 第 二 項 中 「 に よ り 、 」 の 下 に 「 電 磁 的 記 録 （ 」 を 、 「 電 磁 的 記 録 」 の 下 に 「 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。

第 二 章 第 三 節 の 節 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 三 節 審 査 請 求
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第 四 十 一 条 の 二 の 見 出 し を 「 （ 県 が 設 立 し た 地 方 独 立 行 政 法 人 に 対 す る 審 査 請 求 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「 若 し く は 利 用 停 止 決 定 等 」 を 「 、 利 用 停 止 決 定 等 」 に 、

「 行 政 不 服 審 査 法 （ 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 六 十 号 ） に 基 づ く 異 議 申 立 て 」 を 「 審 査 請 求 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 審 理 員 に よ る 審 理 手 続 に つ い て の 特 別 の 定 め ）

第 四 十 一 条 の 三 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 八 号 ） 第 九 条 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 条 例 に 基 づ く 処 分 に つ い て 条 例 に 特 別 の 定 め が あ る 場 合

は 、 開 示 決 定 等 、 訂 正 決 定 等 、 利 用 停 止 決 定 等 又 は 開 示 請 求 、 訂 正 請 求 若 し く は 利 用 停 止 請 求 に 係 る 不 作 為 に つ い て 審 査 請 求 が さ れ た 場 合 と す る 。

第 四 十 二 条 中 「 又 は 利 用 停 止 決 定 等 に つ い て 行 政 不 服 審 査 法 に よ る 不 服 申 立 て 」 を 「 、 利 用 停 止 決 定 等 又 は 開 示 請 求 、 訂 正 請 求 若 し く は 利 用 停 止 請 求 に 係

る 不 作 為 に つ い て 審 査 請 求 」 に 、 「 不 服 申 立 て に 対 す る 裁 決 又 は 決 定 」 を 「 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 」 に 改 め 、 同 条 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 審 査 請 求 が 不 適 法 で あ り 、 却 下 す る 場 合

二 裁 決 で 、 審 査 請 求 の 全 部 を 認 容 し 、 当 該 審 査 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 全 部 を 開 示 す る こ と と す る 場 合 （ 当 該 保 有 個 人 情 報 の 開 示 に つ い て 反 対 意 見 書

が 提 出 さ れ て い る 場 合 を 除 く 。 ）

三 裁 決 で 、 審 査 請 求 の 全 部 を 認 容 し 、 当 該 審 査 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 訂 正 を す る こ と と す る 場 合

四 裁 決 で 、 審 査 請 求 の 全 部 を 認 容 し 、 当 該 審 査 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 利 用 停 止 を す る こ と と す る 場 合

第 四 十 二 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

2 前 項 の 規 定 に よ る 諮 問 は 、 審 査 請 求 書 、 弁 明 書 そ の 他 審 査 請 求 に 係 る 事 件 に 関 す る 書 類 そ の 他 の 物 件 の う ち 規 則 で 定 め る も の の 写 し を 添 え て し な け れ ば

な ら な い 。

第 四 十 三 条 の 見 出 し を 「 （ 第 三 者 か ら の 審 査 請 求 を 棄 却 す る 場 合 等 に お け る 手 続 ） 」 に 改 め 、 同 条 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 又 は 決 定 」 を 削 り 、 同 条 第 一 号 中

「 不 服 申 立 て 」 を 「 審 査 請 求 」 に 改 め 、 「 又 は 決 定 」 を 削 り 、 同 条 第 二 号 中 「 不 服 申 立 て に 係 る 開 示 決 定 等 」 を 「 審 査 請 求 に 係 る 開 示 決 定 等 （ 開 示 請 求 に 係

る 保 有 個 人 情 報 の 全 部 を 開 示 す る 旨 の 決 定 を 除 く 。 ） 」 に 、 「 当 該 開 示 決 定 等 」 を 「 当 該 審 査 請 求 」 に 改 め 、 「 又 は 決 定 」 を 削 り 、 「 参 加 人 」 の 下 に 「 （ 行 政 不 服

審 査 法 第 十 三 条 第 四 項 に 規 定 す る 参 加 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。

第 五 十 一 条 第 一 項 中 「 第 四 十 二 条 」 を 「 第 四 十 二 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 不 服 申 立 て 」 を 「 審 査 請 求 」 に 、 「 、 不 服 申 立 人 」 を 「 、 審 査 請 求 人 」

に 、 「 不 服 申 立 人 等 」 を 「 審 査 請 求 人 等 」 に 改 め る 。

第 五 十 二 条 中 「 不 服 申 立 人 等 」 を 「 審 査 請 求 人 等 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 提 出 資 料 の 写 し の 送 付 等 ）

第 五 十 二 条 の 二 審 査 会 は 、 第 五 十 一 条 第 三 項 若 し く は 第 四 項 又 は 前 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 意 見 書 又 は 資 料 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 意 見 書 若 し く は 資 料

の 写 し 又 は 当 該 意 見 書 若 し く は 資 料 （ 電 磁 的 記 録 で あ る 場 合 に 限 る 。 ） に 記 録 さ れ た 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 当 該 意 見 書 又 は 資 料 を 提 出 し た 審 査 請 求 人 等 以

初校

１０２

平成28年2月議案



外 の 審 査 請 求 人 等 に 送 付 す る も の と す る 。 た だ し 、 第 三 者 の 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 、 そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な

い 。

2 審 査 請 求 人 等 は 、 審 査 会 に 対 し 、 審 査 会 に 提 出 さ れ た 意 見 書 又 は 資 料 の 閲 覧 （ 電 磁 的 記 録 に あ っ て は 、 記 録 さ れ た 事 項 を 審 査 会 が 定 め る 方 法 に よ り 表 示

し た も の の 閲 覧 ） を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 審 査 会 は 、 第 三 者 の 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る と 認 め る と き 、 そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る と き

で な け れ ば 、 そ の 閲 覧 を 拒 む こ と が で き な い 。

3 審 査 会 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 送 付 を し 、 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 を さ せ よ う と す る と き は 、 当 該 送 付 又 は 閲 覧 に 係 る 意 見 書 又 は 資 料 を 提 出 し た 審 査

請 求 人 等 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 審 査 会 が 、 そ の 必 要 が な い と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

4 審 査 会 は 、 第 二 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 に つ い て 、 日 時 及 び 場 所 を 指 定 す る こ と が で き る 。

第 五 十 三 条 中 「 第 四 十 二 条 又 は 」 を 「 第 四 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 諮 問 に 応 じ て 審 査 会 が 行 う 調 査 審 議 及 び 」 に 、 「 若 し く は 」 を 「 又 は 」 に 、 「 に よ り 」

を 「 に よ り 意 見 を 述 べ る た め に 」 に 改 め る 。

第 五 十 四 条 中 「 第 四 十 二 条 」 を 「 第 四 十 二 条 第 一 項 」 に 、 「 不 服 申 立 人 」 を 「 審 査 請 求 人 」 に 改 め る 。

第 六 十 一 条 中 「 三 万 円 」 を 「 五 十 万 円 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 条 徳 島 県 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 第 四 号 中 「 不 服 申 立 て 」 を 「 審 査 請 求 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 政 策 創 造 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 一 条 徳 島 県 政 策 創 造 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 の 見 出 し を 「 （ 手 数 料 の 納 付 の 時 期 及 び 方 法 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「 写 し 」 を 「 写 し 等 」 に 改 め 、 「 受 け る 際 、 」 の 下 に 「 規 則 で 定 め る 方 法 に よ り 」 を 加

え る 。
第 四 条 中 「 手 数 料 は 」 を 「 手 数 料 （ 次 項 の 手 数 料 を 除 く 。 ） は 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

2 行 政 不 服 審 査 法 施 行 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 徳 島 県 条 例 第 号 ） 第 三 条 の 規 定 は 、 別 表 の 三 の 項 に 掲 げ る 事 務 に 係 る 手 数 料 に つ い て 準 用 す る 。

別 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

三 次 に 掲 げ る 法 律 の 規 定 に お い て 準 用 す る 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 八 号 ）

第 三 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 書 面 若 し く は 書 類 の 写 し 又 は 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ た 事 項

を 記 載 し た 書 面 の 交 付

1 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 三 番 以 下 の 大 き さ の 用 紙 に 白 黒

で 複 写 し 、 又 は 出 力 し た も の を 交 付 す る 場 合 用 紙

一 枚 に つ き 十 円 （ 両 面 に 複 写 さ れ 、 又 は 出 力 さ れ た
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イ 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 五 十 八 条 第 一 項

ロ 公 職 選 挙 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 号 ） 第 二 百 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 項

ハ 市 町 村 の 合 併 の 特 例 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 五 十 九 号 ） 第 五 条 第 三 十 二 項 に お

い て 準 用 す る 公 職 選 挙 法 第 二 百 十 六 条 第 二 項

用 紙 に あ っ て は 、 二 十 円 ）

2 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 三 番 以 下 の 大 き さ の 用 紙 に カ ラ

ー で 複 写 し 、 又 は 出 力 し た も の を 交 付 す る 場 合 用

紙 一 枚 に つ き 五 十 円 （ 両 面 に 複 写 さ れ 、 又 は 出 力 さ

れ た 用 紙 に あ っ て は 、 百 円 ）

3 1 及 び 2 に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合 実 費 に 相 当 す

る 額

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 八 条 中 徳 島 県 情 報 公 開 条 例 第 三 十 七 条 の 改 正 規 定 及 び 第 九 条 中 徳 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 第 六

十 一 条 の 改 正 規 定 は 、 同 年 五 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

2 行 政 庁 の 処 分 そ の 他 の 行 為 又 は 不 作 為 に つ い て の 不 服 申 立 て で あ っ て こ の 条 例 の 施 行 前 に さ れ た 行 政 庁 の 処 分 そ の 他 の 行 為 又 は こ の 条 例 の 施 行 前 に さ れ た

申 請 に 係 る 行 政 庁 の 不 作 為 に 係 る も の に つ い て は 、 次 項 及 び 附 則 第 四 項 の 規 定 に よ る 場 合 を 除 き 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

3 第 十 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 徳 島 県 政 策 創 造 関 係 手 数 料 条 例 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 後 に さ れ た 地 方 公 共 団 体 の 機 関 の 処 分 そ の 他 の 行 為 に 係 る 異 議 の

申 出 、 審 査 の 申 立 て 又 は 審 決 の 申 請 に つ い て 適 用 し 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に さ れ た 地 方 公 共 団 体 の 機 関 の 処 分 そ の 他 の 行 為 に 係 る 異 議 の 申 出 、 審 査 の 申 立 て 又

は 審 決 の 申 請 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

4 第 十 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 徳 島 県 政 策 創 造 関 係 手 数 料 条 例 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に そ の 期 日 を 告 示 さ れ る 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 員 及 び

長 の 選 挙 に 係 る 不 服 申 立 て に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に そ の 期 日 が 告 示 さ れ た 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 員 及 び 長 の 選 挙 に 係 る 不 服 申 立 て に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。

（ 徳 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

5 徳 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 の う ち 、 第 二 章 第 四 節 中 第 四 十 四 条 の 二 の 次 に 一 条 を 加 え る 改 正 規 定 中 第 四 十 四 条 の 三 第 一 項 に 係 る 部 分 中 「 第 四 十 二 条 第 四 号 」 を 「 第 四 十 二 条 第

第 四 十 一 条 の

二

、 訂 正 決 定 等 若 し く は 利 用 停 止

決 定 等 又 は 開 示 請 求 、 訂 正 請 求

若 し く は 訂 正 決 定 等 又 は 開 示 請

求 若 し く は 訂 正 請 求

第 四 十 一 条 の

二 、 第 四 十 一

、 利
、 訂

「 「
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一 項 第 四 号 」 に 改 め 、 同 項 の 表 に 係 る 部 分 中 若 し く は 利 用 停 止 請 求

第 四 十 二 条 、 訂 正 決 定 等 又 は 利 用 停 止 決 定

等

又 は 訂 正 決 定 等

」
を 条 の 三 及 び 第

四 十 二 条 第 一

項

求

用 停 止 決 定 等 又 は 開 示 請 求

正 請 求 若 し く は 利 用 停 止 請

又 は 開 示 請 求 若 し く は 訂 正 請 求
」

に 改 め る 。

提 案 理 由

行 政 不 服 審 査 法 及 び 行 政 不 服 審 査 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 が 施 行 さ れ る こ と に 伴 い 、 関 係 条 例 に つ い て 所 要 の 整 備 を 行 う 必 要 が あ る 。

こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 の 表 二 十 二 の 項 中 「 若 し く は 一 時 預 か り 事 業 」 を 「 、 一 時 預 か り 事 業 若 し く は 病 児 保 育 事 業 」 に 改 め 、 同 表 二 十 四 の 項 か ら 二 十 六 の 項 ま で 、 三

十 の 項 及 び 三 十 一 の 項 中 「 阿 南 市 」 を 「 小 松 島 市 阿 南 市 」 に 改 め 、 同 表 三 十 五 の 項 4 を 次 の よ う に 改 め る 。

4 法 第 四 十 六 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 定 款 の 変 更 の 届 出 の 受 理

第 二 条 第 二 項 の 表 四 十 四 の 項 中 「 こ の 項 」 の 下 に 「 及 び 次 項 」 を 加 え 、 同 項 1 中 「 同 条 第 三 項 （ 同 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 徳

島 県 農 業 会 議 の 意 見 の 聴 取 、 同 条 第 四 項 」 を 「 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 書 の 受 理 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会 の 意 見 の 受 理 、 同 条 第 七 項 」

に 、 「 及 び 同 条 第 五 項 」 を 「 、 同 条 第 八 項 」 に 、 「 都 道 府 県 と の 協 議 」 を 「 都 道 府 県 等 と の 協 議 及 び 同 条 第 九 項 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会 の 意 見 の 聴 取 」 に 、 「 二

ヘ ク タ ー ル 」 を 「 四 ヘ ク タ ー ル 」 に 改 め 、 同 項 2 中 「 及 び 第 五 項 」 を 「 に お い て 準 用 す る 法 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 書 の 受 理 、 法 第 五 条 第 三 項 に

お い て 準 用 す る 法 第 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会 の 意 見 の 受 理 、 法 第 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 国 又 は 都 道 府 県 等 と の 協 議 及 び 同 条 第 五 項 」 に 、 「 第 四 条

第 三 項 」 を 「 第 四 条 第 九 項 」 に 、 「 徳 島 県 農 業 会 議 」 を 「 農 業 委 員 会 」 に 改 め 、 「 並 び に 法 第 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 国 又 は 都 道 府 県 と の 協 議 」 を 削 り 、 「 二 ヘ

ク タ ー ル 」 を 「 四 ヘ ク タ ー ル 」 に 改 め 、 同 項 4 中 「 徳 島 県 農 業 会 議 又 は 農 業 委 員 会 か ら の 報 告 の 徴 収 」 を 「 農 業 委 員 会 又 は 農 業 委 員 会 ネ ッ ト ワ ー ク 機 構 に 対 す

る 報 告 の 要 求 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の よ う に 加 え る 。

6 法 第 五 十 二 条 の 四 の 規 定 に よ る 違 反 転 用 に 対 す る 措 置 の 要 請 の 受 理 （ 1 及 び 2 に 掲 げ る 事 務 に 係 る も の に 限 る 。 ）

第 二 条 第 二 項 の 表 四 十 四 の 項 中 「 鳴 門 市 阿 南 市 」 を 「 鳴 門 市 」 に 改 め 、 同 表 中 八 十 二 の 項 を 八 十 三 の 項 と し 、 七 十 九 の 項 か ら 八 十 一 の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰

り 下 げ 、 同 表 七 十 八 の 項 中 「 八 十 の 項 」 を 「 八 十 一 の 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 七 十 九 の 項 と し 、 同 表 中 七 十 七 の 項 を 七 十 八 の 項 と し 、 六 十 八 の 項 か ら 七 十 六 の

第 三 十 五 号
徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 五 号 徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 六 十 七 の 項 3 中 「 基 準 」 を 「 規 準 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 六 十 八 の 項 と し 、 同 表 中 六 十 六 の 項 を 六 十 七 の 項 と し 、 六 十 五 の 項 を

六 十 六 の 項 と し 、 六 十 四 の 項 を 六 十 五 の 項 と し 、 同 表 六 十 三 の 項 中 「 六 十 六 の 項 」 を 「 六 十 七 の 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 六 十 四 の 項 と し 、 同 表 中 六 十 二 の 項 を

六 十 三 の 項 と し 、 六 十 一 の 項 を 六 十 二 の 項 と し 、 同 表 六 十 の 項 中 「 六 十 六 の 項 」 を 「 六 十 七 の 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 六 十 一 の 項 と し 、 同 表 中 五 十 九 の 項 を 六

十 の 項 と し 、 五 十 六 の 項 か ら 五 十 八 の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 五 十 五 の 項 22 中 「 第 百 三 十 六 条 」 を 「 第 百 三 十 六 条 第 一 項 」 に 、 「 県 農 業 会 議 」 を 「 農

業 委 員 会 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 五 十 六 の 項 と し 、 同 表 中 五 十 四 の 項 を 五 十 五 の 項 と し 、 四 十 六 の 項 か ら 五 十 三 の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 四 十 五 の 項 1

中 「 及 び 同 条 第 六 項 」 を 「 並 び に 同 条 第 六 項 及 び 第 七 項 」 に 、 「 徳 島 県 農 業 会 議 」 を 「 都 道 府 県 機 構 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 四 十 六 の 項 と し 、 同 表 四 十 四 の 項 の

次 に 次 の よ う に 加 え る 。

四 十 五 法 に 基 づ く 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の （ 二 以 上 の 市 町 村 の 区 域 に わ た る 農 地 に 係 る も の を 除 く 。 ）

1 法 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 農 地 の 転 用 の 許 可 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 書 の 受 理 、 同 条 第

三 項 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会 の 意 見 の 受 理 、 同 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 条 件 の 付 加 、 同 条 第 八 項 の 規 定 に よ

る 国 又 は 都 道 府 県 等 と の 協 議 及 び 同 条 第 九 項 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会 の 意 見 の 聴 取 （ 同 一 の 事 業 の 目 的 に

供 す る た め の 二 ヘ ク タ ー ル を 超 え る 農 地 の 転 用 に 係 る も の を 除 く 。 ）

2 法 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 の 転 用 の た め の 権 利 移 動 の 許 可 、 同 条 第 三 項 に お い て

準 用 す る 法 第 三 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 条 件 の 付 加 、 法 第 五 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 四 条 第 二 項 の 規

定 に よ る 許 可 の 申 請 書 の 受 理 、 法 第 五 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 法 第 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会

の 意 見 の 受 理 、 法 第 五 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 国 又 は 都 道 府 県 等 と の 協 議 及 び 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る

法 第 四 条 第 九 項 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会 の 意 見 の 聴 取 （ 同 一 の 事 業 の 目 的 に 供 す る た め の 二 ヘ ク タ ー ル を

超 え る 農 地 又 は そ の 農 地 と 併 せ て す る 採 草 放 牧 地 の 転 用 の た め の 権 利 移 動 に 係 る も の を 除 く 。 ）

3 法 第 四 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 立 入 調 査 、 測 量 又 は 障 害 物 の 除 去 若 し く は 移 転 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に

よ る 立 入 調 査 等 に 係 る 通 知 又 は 公 示 及 び 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 損 失 の 補 償 （ 1 、 2 及 び 5 に 掲 げ る 事 務

に 係 る も の に 限 る 。 ）

4 法 第 五 十 条 の 規 定 に よ る 農 業 委 員 会 又 は 農 業 委 員 会 ネ ッ ト ワ ー ク 機 構 に 対 す る 報 告 の 要 求 （ 1 か ら 3 ま

で 及 び 5 に 掲 げ る 事 務 に 係 る も の に 限 る 。 ）

5 法 第 五 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 違 反 転 用 に 対 す る 処 分 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 命 令 書 の 交 付 （ 1

及 び 2 に 掲 げ る 事 務 に 係 る も の に 限 る 。 ）

阿 南 市

三校

１０８

平成28年2月議案



6 法 第 五 十 二 条 の 四 の 規 定 に よ る 違 反 転 用 に 対 す る 措 置 の 要 請 の 受 理 （ 1 及 び 2 に 掲 げ る 事 務 に 係 る も の

に 限 る 。 ）

附 則

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に 改 正 後 の 第 二 条 第 二 項 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 務 に 係 る 法 令 若 し く は 条 例 若 し く は 規 則 （ 以 下 「 法 令 等 」

と い う 。 ） の 規 定 に よ り 知 事 が し た 処 分 そ の 他 の 行 為 又 は こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 当 該 事 務 に 係 る 法 令 等 の 規 定 に よ り 知 事 に 対 し て さ れ て い る 申 請 そ の 他 の

行 為 で 、 施 行 日 以 後 に お い て は 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 市 町 村 の 長 が 管 理 し 及 び 執 行 す る こ と と な る 事 務 に 係 る も の は 、 施 行 日 以 後 に お け る 当 該 事 務 に 係 る 法 令

等 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 市 町 村 の 長 の し た 処 分 そ の 他 の 行 為 又 は 当 該 市 町 村 の 長 に 対 し て さ れ た 申 請 そ の 他 の 行 為 と み な す 。

3 農 業 協 同 組 合 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 四 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 都 道 府 県 機 構 の 意 見 の 聴 取 （ 改 正 後 の 第

二 条 第 二 項 の 表 四 十 四 の 項 1 若 し く は 2 又 は 四 十 五 の 項 1 若 し く は 2 の 規 定 に よ り そ れ ぞ れ こ れ ら の 項 の 下 欄 に 掲 げ る 市 町 村 が 処 理 す る こ と と さ れ る 許 可 に

係 る も の に 限 る 。 ） に 係 る 事 務 は 、 当 該 市 町 村 が 処 理 す る こ と と す る 。

提 案 理 由

地 方 自 治 法 の 規 定 に よ る 市 町 村 の 長 と の 協 議 に 基 づ き 、 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 一 部 を 市 町 村 が 処 理 す る こ と と す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案

を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

再校
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平成28年2月議案



◯110初校

平成28年2月議案



徳 島 県 吏 員 恩 給 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 吏 員 恩 給 条 例 （ 昭 和 二 十 三 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 十 三 条 の 二 中 「 こ れ を う け る 」 を 「 、 こ れ を 受 け る 」 に 、 「 終 り 又 は 執 行 を 受 け な く な つ た 」 を 「 終 わ り 、 又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な つ た 」 に 、 「 （ 刑

の 」 を 「 た だ し 、 刑 の 全 部 の 」 に 、 「 受 け た と き は 」 を 「 受 け た と き は 、 」 に 、 「 そ の 言 渡 し を 取 消 さ れ た と き は 取 消 」 を 「 刑 の 一 部 の 執 行 猶 予 の 言 渡 し を 受 け

た と き は 、 そ の 刑 の う ち 執 行 が 猶 予 さ れ な か つ た 部 分 の 期 間 の 執 行 を 終 わ り 、 又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な つ た 月 の 翌 月 以 降 は こ れ を 停 止 し な い 。 こ れ ら の

言 渡 し を 猶 予 の 期 間 中 に 取 り 消 さ れ た と き は 、 取 消 し 」 に 、 「 停 止 す る 。 ） 」 を 「 停 止 す る 。 」 に 改 め る 。

第 四 十 九 条 第 一 項 中 「 終 り 又 は 執 行 を 受 け な く な つ た 」 を 「 終 わ り 、 又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な つ た 」 に 、 「 但 し 刑 の 執 行 猶 予 の 言 渡 を 受 け た と き は 」

を 「 た だ し 、 刑 の 全 部 の 執 行 猶 予 の 言 渡 し を 受 け た と き は 、 」 に 、 「 そ の 言 渡 し を 取 消 さ れ た と き は 取 消 」 を 「 刑 の 一 部 の 執 行 猶 予 の 言 渡 し を 受 け た と き は 、 そ

の 刑 の う ち 執 行 が 猶 予 さ れ な か つ た 部 分 の 期 間 の 執 行 を 終 わ り 、 又 は 執 行 を 受 け る こ と が な く な つ た 月 の 翌 月 以 降 は こ れ を 停 止 し な い 。 こ れ ら の 言 渡 し を 猶 予

の 期 間 中 に 取 り 消 さ れ た と き は 、 取 消 し 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 四 十 九 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

刑 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 六 号
徳 島 県 吏 員 恩 給 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 吏 員 恩 給 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 六 号 徳 島 県 吏 員 恩 給 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

初校
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◯112初校

平成28年2月議案



徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 十 五 の 四 の 項 中 「 千 百 円 」 を 「 二 千 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 十 五 の 五 の 項 中 「 千 六 百 円 」 を 「 二 千 四 百 円 」 に 改 め 、 同 表 の 十 七 の 二 の 項 を 削 り 、 同

表 の 十 八 の 二 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

十 八 の 三 介 護 保 険 法 施 行 規 則 第 百 四 十 条 の 六 十 八 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 主 任 介 護 支 援 専

門 員 研 修 の 実 施

十 八 の 四 介 護 保 険 法 施 行 規 則 第 百 四 十 条 の 六 十 八 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 主 任 介 護 支 援 専

門 員 更 新 研 修 の 実 施

三 万 五 千 円

二 万 三 千 円

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

介 護 保 険 法 施 行 規 則 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 主 任 介 護 支 援 専 門 員 に 係 る 研 修 制 度 が 改 め ら れ た こ と に 伴 い 、 主 任 介 護 支 援 専 門 員 研 修 の 実 施 に 係 る 手 数 料 の 額 を 改

め る と と も に 、 他 県 と の 均 衡 等 を 勘 案 し 、 介 護 支 援 専 門 員 証 の 交 付 に 係 る 手 数 料 の 額 を 改 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 七 号
徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 七 号 徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

初校
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◯114初校

平成28年2月議案



徳 島 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 年 徳 島 県 条 例 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 十 万 分 の 四 十 四 」 を 「 十 万 分 の 四 十 一 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

前 期 高 齢 者 交 付 金 及 び 後 期 高 齢 者 医 療 の 国 庫 負 担 金 の 算 定 等 に 関 す る 政 令 の 規 定 に 基 づ き 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 率 が 改 め ら れ た こ と に 鑑

み 、 こ れ を 標 準 と し て 条 例 で 定 め る 割 合 を 改 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 八 号
徳 島 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 八 号 徳 島 県 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 安 定 化 基 金 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

初校

１１５

平成28年2月議案



◯116初校

平成28年2月議案



徳 島 県 保 健 師 、 助 産 師 、 看 護 師 及 び 准 看 護 師 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 保 健 師 、 助 産 師 、 看 護 師 及 び 准 看 護 師 修 学 資 金 貸 与 条 例 （ 昭 和 三 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 第 一 号 ロ 中 「 第 八 条 第 二 十 七 項 」 を 「 第 八 条 第 二 十 八 項 」 に 改 め 、 同 号 ニ ()2 中 「 同 条 第 二 十 二 項 」 を 「 同 条 第 二 十 三 項 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 域 に お け る 医 療 及 び 介 護 の 総 合 的 な 確 保 を 推 進 す る た め の 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 に よ り 介 護 保 険 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 所 要 の 整 理 を

行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 九 号
徳 島 県 保 健 師 、 助 産 師 、 看 護 師 及 び 准 看 護 師 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 保 健 師 、 助 産 師 、 看 護 師 及 び 准 看 護 師 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 九 号 徳 島 県 保 健 師 、 助 産 師 、 看 護 師 及 び 准 看 護 師 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

初校
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◯118初校

平成28年2月議案



徳 島 県 立 障 が い 者 交 流 プ ラ ザ の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 立 障 が い 者 交 流 プ ラ ザ の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 七 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 二 の そ の 一 の 表 中
「

調 理 実 習 室 一 、 九 五 ○ 円 二 、 五 七 ○ 円 二 、 二 六 ○ 円
」
を

「
会 議 室 一 、 六 四 ○ 円 二 、 一 六 ○ 円

調 理 実 習 室 一 、 九 五 ○ 円 二 、 五 七 ○ 円

一 、 九 五 ○ 円

二 、 二 六 ○ 円
」

に 改 め 、 同 表 の そ の 二 の 表 中 「 児 童 」 及 び 「 生 徒 」 の 下 に 「 及 び こ れ に 準 ず る 者 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

徳 島 県 立 障 が い 者 交 流 プ ラ ザ の 利 用 の 増 進 を 図 る た め 、 新 た に 障 が い 者 交 流 セ ン タ ー の 会 議 室 を 県 民 の 利 用 に 供 す る と と も に 、 学 校 教 育 法 の 一 部 が 改 正 さ れ

た こ と に 鑑 み 、 所 要 の 整 備 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 号

徳 島 県 立 障 が い 者 交 流 プ ラ ザ の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 立 障 が い 者 交 流 プ ラ ザ の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 号 徳 島 県 立 障 が い 者 交 流 プ ラ ザ の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

初校

１１９

平成28年2月議案



◯120初校

平成28年2月議案



徳 島 県 商 工 労 働 観 光 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 商 工 労 働 観 光 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 二 十 八 の 項 中 「 第 三 条 第 一 号 」 を 「 第 二 条 第 一 号 」 に 改 め 、 同 表 の 二 十 九 の 項 中 「 第 三 条 第 二 号 」 を 「 第 二 条 第 二 号 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

職 業 能 力 開 発 促 進 法 施 行 令 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 一 号
徳 島 県 商 工 労 働 観 光 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 商 工 労 働 観 光 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 一 号 徳 島 県 商 工 労 働 観 光 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

初校

１２１

平成28年2月議案



◯122初校

平成28年2月議案



職 業 能 力 開 発 促 進 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

職 業 能 力 開 発 促 進 法 施 行 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 七 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 第 十 五 条 の 六 第 一 項 た だ し 書 」 を 「 第 十 五 条 の 七 第 一 項 た だ し 書 」 に 改 め る 。

第 三 条 中 「 第 十 五 条 の 六 第 三 項 」 を 「 第 十 五 条 の 七 第 三 項 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

職 業 能 力 開 発 促 進 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 二 号
職 業 能 力 開 発 促 進 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

職 業 能 力 開 発 促 進 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 二 号 職 業 能 力 開 発 促 進 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

初校

１２３

平成28年2月議案



◯124初校

平成28年2月議案



徳 島 県 立 大 鳴 門 橋 架 橋 記 念 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 及 び 徳 島 県 立 美 馬 野 外 交 流 の 郷 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 徳 島 県 立 大 鳴 門 橋 架 橋 記 念 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 徳 島 県 立 大 鳴 門 橋 架 橋 記 念 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 備 考 及 び 別 表 第 二 の 備 考 中 「 の 児 童 」 の 下 に 「 及 び こ れ に 準 ず る 者 」 を 、 「 の 生 徒 」 の 下 に 「 並 び に こ れ ら に 準 ず る 者 」 を 加 え る 。

（ 徳 島 県 立 美 馬 野 外 交 流 の 郷 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 徳 島 県 立 美 馬 野 外 交 流 の 郷 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 年 徳 島 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 そ の 一 の 表 及 び そ の 三 の 表 中 「 生 徒 」 の 下 に 「 並 び に こ れ ら に 準 ず る 者 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

学 校 教 育 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 新 た な 学 校 の 種 類 と し て 、 義 務 教 育 学 校 が 設 け ら れ た こ と に 鑑 み 、 関 係 条 例 に つ い て 所 要 の 整 備 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、

第 四 十 三 号
徳 島 県 立 大 鳴 門 橋 架 橋 記 念 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 及 び 徳 島 県 立 美 馬 野 外 交 流 の 郷 の 設 置 及 び 管

理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 立 大 鳴 門 橋 架 橋 記 念 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 及 び 徳 島 県 立 美 馬 野 外 交 流 の 郷 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す

る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 三 号 徳 島 県 立 大 鳴 門 橋 架 橋 記 念 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 及 び 徳 島 県 立 美 馬 野 外 交 流 の 郷 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の

一 部 改 正 に つ い て

初校

１２５

平成28年2月議案



こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校

１２６

平成28年2月議案



徳 島 県 農 林 水 産 業 未 来 創 造 基 金 条 例

（ 設 置 ）

第 一 条 環 太 平 洋 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 協 定 に よ り 生 ず る 影 響 等 に 対 応 し 、 意 欲 あ る 農 林 水 産 業 者 が 未 来 を 志 向 し 、 次 代 に 継 承 で き る 農 林 水 産 業 の 形 成 を 推 進 す る

事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め 、 徳 島 県 農 林 水 産 業 未 来 創 造 基 金 （ 以 下 「 基 金 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

（ 積 立 額 ）

第 二 条 基 金 と し て 積 み 立 て る 額 は 、 予 算 で 定 め る 額 と す る 。

（ 管 理 ）

第 三 条 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 確 実 か つ 有 利 な 方 法 に よ り 保 管 し な け れ ば な ら な い 。

2 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 必 要 に 応 じ 、 確 実 か つ 有 利 な 有 価 証 券 に 代 え る こ と が で き る 。

（ 運 用 益 金 の 処 理 ）

第 四 条 基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 に 計 上 し て 、 こ の 基 金 に 編 入 す る も の と す る 。

（ 繰 替 運 用 ）

第 五 条 知 事 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め て 基 金 に 属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え て 運 用 す る こ と が で

き る 。

（ 処 分 ）

第 六 条 基 金 は 、 第 一 条 に 規 定 す る 事 業 の 財 源 に 充 て る 場 合 に 限 り 、 処 分 す る こ と が で き る 。

第 四 十 四 号
徳 島 県 農 林 水 産 業 未 来 創 造 基 金 条 例 の 制 定 に つ い て

徳 島 県 農 林 水 産 業 未 来 創 造 基 金 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 四 号 徳 島 県 農 林 水 産 業 未 来 創 造 基 金 条 例 の 制 定 に つ い て

初校

１２７

平成28年2月議案



（ 委 任 ）

第 七 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 基 金 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

環 太 平 洋 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 協 定 に よ り 生 ず る 影 響 等 に 対 応 し 、 意 欲 あ る 農 林 水 産 業 者 が 未 来 を 志 向 し 、 次 代 に 継 承 で き る 農 林 水 産 業 の 形 成 を 推 進 す る 事 業 に

要 す る 経 費 に 充 て る た め 、 徳 島 県 農 林 水 産 業 未 来 創 造 基 金 を 設 置 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校

１２８

平成28年2月議案



徳 島 県 農 林 水 産 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 農 林 水 産 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 の 三 十 五 の 項 か ら 四 十 の 項 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

三 十 五 農 産 物 検 査 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ） 第 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 登 録 検 査 機 関 の 登 録

三 十 六 農 産 物 検 査 法 第 十 八 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 登 録 検 査 機 関 の 登 録

の 更 新

三 十 七 農 産 物 検 査 法 第 十 九 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 登 録 検 査 機 関 の 変 更

登 録

三 十 八 か ら 四 十 ま で 削 除

十 五 万 円

一 万 百 円

イ 農 産 物 検 査 を 行 う 農 産 物 の 種 類 の

増 加 に 係 る 変 更 登 録 三 万 円

ロ 登 録 の 区 分 の 増 加 に 係 る 変 更 登 録

十 五 万 円

ハ 農 産 物 検 査 を 行 う 区 域 の 増 加 に 係

る 変 更 登 録 三 万 円

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

第 四 十 五 号
徳 島 県 農 林 水 産 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 農 林 水 産 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 五 号 徳 島 県 農 林 水 産 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

再校

１２９

平成28年2月議案



提 案 理 由

地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 に よ り 農 産 物 検 査 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 農 産 物 検

査 を 行 う 登 録 検 査 機 関 の 登 録 等 に 係 る 手 数 料 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校

１３０

平成28年2月議案



徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 三 十 三 の 二 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

三 十 三 の 二 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 年 法 律 第 八 十 七 号 ） 第 五 条

第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に 基 づ く 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 （ 三 十 三 の 四 の 項 に お い て

「 計 画 」 と い う 。 ） の 認 定 の 申 請 に 対 す る 審 査

1 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 二 条 第 四 項

各 号 に 掲 げ る 措 置 の う ち 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 八 十 一 号 ） 第 三 条 の 二 第 一 項

に 規 定 す る 評 価 方 法 基 準 へ の 適 合 を 要 件 と す る 部 分 に つ

い て 同 法 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 登 録 住 宅 性 能 評 価 機 関

（ 三 十 三 の 五 の 項 に お い て 「 登 録 住 宅 性 能 評 価 機 関 」 と

い う 。 ） が そ の 適 合 を 証 す る 書 類 （ 三 十 三 の 四 の 項 に お

い て 「 適 合 証 」 と い う 。 ） の 添 付 が あ る 場 合 次 に 掲 げ

る 住 宅 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 金 額

イ 新 築 住 宅 （ 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 第

二 条 第 二 項 に 規 定 す る 新 築 住 宅 を い う 。 以 下 こ の 項 及

び 三 十 三 の 四 の 項 に お い て 同 じ 。 ） 申 請 す る 住 宅 に

係 る 建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 下 の

第 四 十 六 号
徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 六 号 徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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と き は 一 万 千 円 、 二 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 五 百 平 方 メ

ー ト ル 以 下 の と き は 一 万 三 千 円 、 五 百 平 方 メ ー ト ル を

超 え 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 三 万 円 、 千 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 四 万 五 千

円 、 二 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 下 の

と き は 十 二 万 七 千 円 、 一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え る と き

は 十 八 万 七 千 円

ロ 既 存 住 宅 （ 新 築 住 宅 以 外 の 住 宅 を い う 。 以 下 こ の 項

及 び 三 十 三 の 四 の 項 に お い て 同 じ 。 ） 申 請 す る 住 宅

に 係 る 建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 下

の と き は 一 万 六 千 円 、 二 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 五 百 平

方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 一 万 九 千 円 、 五 百 平 方 メ ー ト

ル を 超 え 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 三 万 九 千 六 百

円 、 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と

き は 五 万 四 千 円 、 二 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 一 万 平 方 メ

ー ト ル 以 下 の と き は 十 五 万 七 千 円 、 一 万 平 方 メ ー ト ル

を 超 え る と き は 二 十 三 万 七 千 円

2 そ の 他 の 場 合 次 に 掲 げ る 住 宅 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ

れ 次 に 定 め る 金 額

イ 新 築 住 宅 申 請 す る 住 宅 に 係 る 建 築 物 の 床 面 積 の 合

計 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 五 万 六 千 円 、 二 百

平 方 メ ー ト ル を 超 え 五 百 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 七

万 二 千 円 、 五 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 千 平 方 メ ー ト ル 以

下 の と き は 十 六 万 二 千 円 、 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 二 千

平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 二 十 六 万 円 、 二 千 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 八 十 万 円 、
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一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え る と き は 百 二 十 万 円

ロ 既 存 住 宅 申 請 す る 住 宅 に 係 る 建 築 物 の 床 面 積 の 合

計 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 八 万 四 千 円 、 二 百

平 方 メ ー ト ル を 超 え 五 百 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 十

万 九 千 円 、 五 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 千 平 方 メ ー ト ル 以

下 の と き は 二 十 一 万 八 千 円 、 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 二

千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 三 十 五 万 円 、 二 千 平 方 メ

ー ト ル を 超 え 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 百 四 万

円 、 一 万 平 方 メ ー ト ル を 超 え る と き は 百 六 十 万 円

別 表 第 一 の 三 十 三 の 四 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

三 十 三 の 四 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 計 画 の 変

更 の 認 定 の 申 請 （ 同 法 第 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 住 宅 の 譲 受 人 の 決 定 の み に 伴 う 場 合 を 除

く 。 ） に 対 す る 審 査

1 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 六 条 第 一 項

第 一 号 に 掲 げ る 基 準 に 係 る 変 更 を 要 し な い 場 合 次 に 掲

げ る 住 宅 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 金 額

イ 新 築 住 宅 五 千 円

ロ 既 存 住 宅 八 千 円

2 変 更 後 の 計 画 に 係 る 適 合 証 の 添 付 が あ る 場 合 （ 1 に 掲

げ る 場 合 を 除 く 。 ） 当 該 計 画 の 変 更 に 係 る 部 分 の 床 面

積 の 二 分 の 一 （ 床 面 積 が 増 加 す る 部 分 に あ っ て は 、 当 該

増 加 す る 部 分 の 床 面 積 ） を 三 十 三 の 二 の 項 下 欄 1 に 規 定

す る 床 面 積 の 合 計 と み な し て 同 1 に よ り 算 定 し た 額

3 そ の 他 の 場 合 当 該 計 画 の 変 更 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の

二 分 の 一 （ 床 面 積 が 増 加 す る 部 分 に あ っ て は 、 当 該 増 加

す る 部 分 の 床 面 積 ） を 三 十 三 の 二 の 項 下 欄 2 に 規 定 す る

床 面 積 の 合 計 と み な し て 同 2 に よ り 算 定 し た 額
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附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

既 存 住 宅 の 増 築 又 は 改 築 に 係 る 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 の 認 定 基 準 が 定 め ら れ た こ と に 伴 い 、 既 存 住 宅 に 係 る 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 の 認 定 の 申 請 に 対 す る

審 査 等 に 係 る 手 数 料 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 三 十 三 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 三 備 考 第 四 項 中 「 の 生 徒 」 の 下 に 「 及 び こ れ に 準 ず る 者 」 を 加 え る 。

別 表 第 四 中 「 生 徒 」 の 下 に 「 並 び に こ れ ら に 準 ず る 者 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

学 校 教 育 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 新 た な 学 校 の 種 類 と し て 、 義 務 教 育 学 校 が 設 け ら れ た こ と に 鑑 み 、 所 要 の 整 備 を 行 う 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を

提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 七 号
徳 島 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 七 号 徳 島 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 三 項 第 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

三 独 立 行 政 法 人 労 働 者 健 康 安 全 機 構

第 三 条 中 第 三 十 四 号 を 第 三 十 五 号 と し 、 第 十 八 号 か ら 第 三 十 三 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 十 七 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 八 津 波 防 災 地 域 づ く り に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） に よ る 津 波 防 護 施 設 に 関 す る 工 事 の 施 行 又 は 津 波 防 護 施 設 の 管 理 に 係 る 行 為

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 行 為 に 対 す る 規 制 に 係 る 国 の 指 針 が 改 め ら れ た こ と に 鑑 み 、 知 事 等 の 許 可 を 受 け 、 又 は 知 事 等 に 協 議 を す る こ と を 要 し な い 行 為

を 追 加 す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 八 号
徳 島 県 風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 八 号 徳 島 県 風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 建 築 審 査 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 建 築 審 査 会 条 例 （ 昭 和 三 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 基 き 」 を 「 基 づ き 」 に 、 「 組 織 」 を 「 組 織 、 委 員 の 任 期 」 に 改 め る 。

第 六 条 を 第 七 条 と し 、 第 三 条 か ら 第 五 条 ま で を 一 条 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 二 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 委 員 の 任 期 ）

第 三 条 委 員 の 任 期 は 、 二 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。

2 委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。

3 委 員 は 、 任 期 が 満 了 し た 場 合 に お い て は 、 後 任 の 委 員 が 任 命 さ れ る ま で そ の 職 務 を 行 う 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 に よ り 建 築 基 準 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 徳 島 県 建 築

審 査 会 の 委 員 の 任 期 を 条 例 で 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 九 号
徳 島 県 建 築 審 査 会 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 建 築 審 査 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 九 号 徳 島 県 建 築 審 査 会 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

初校

１３９

平成28年2月議案



◯140初校

平成28年2月議案



建 築 基 準 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

建 築 基 準 法 施 行 条 例 （ 昭 和 四 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 九 条 中 「 、 小 学 校 」 を 「 （ 中 等 教 育 学 校 の 前 期 課 程 を 含 む 。 ） 、 小 学 校 、 義 務 教 育 学 校 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

学 校 教 育 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 木 造 の 建 築 物 で 中 学 校 等 の 用 途 に 供 す る も の に 係 る 基 準 を 義 務 教 育 学 校 に 適 用 す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ

の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 五 十 号

建 築 基 準 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

建 築 基 準 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 号 建 築 基 準 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

初校
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徳 島 県 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 学 校 職 員 定 数 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 項 の 表 県 立 学 校 の 職 員 の 項 中 「 二 、 七 九 ○ 人 」 を 「 二 、 八 二 五 人 」 に 改 め 、 同 表 県 費 負 担 教 職 員 の 項 中 「 五 、 一 一 五 人 」 を 「 五 、 ○ 五 ○ 人 」 に 改

め る 。
附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

特 別 支 援 学 校 に お け る 児 童 生 徒 数 の 増 加 並 び に 小 学 校 及 び 中 学 校 に お け る 児 童 生 徒 数 の 減 少 に 伴 う 学 級 数 の 増 減 等 に 鑑 み 、 学 校 職 員 の 定 数 の 適 正 な 管 理 を 図

る た め 、 県 立 学 校 の 職 員 及 び 県 費 負 担 教 職 員 の 定 数 を 改 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 五 十 一 号
徳 島 県 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 一 号 徳 島 県 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 学 校 職 員 給 与 条 例 及 び 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 徳 島 県 学 校 職 員 給 与 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 徳 島 県 学 校 職 員 給 与 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 二 十 四 条 第 六 項 」 を 「 第 二 十 四 条 第 五 項 」 に 改 め る 。

第 四 条 の 見 出 し を 「 （ 給 料 表 及 び 等 級 別 基 準 職 務 表 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 職 務 の 級 に 分 類 す る も の と し 」

を 「 職 務 の 等 級 に 分 類 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 」 に 改 め 、 「 標 準 的 な 」 を 削 り 、 「 人 事 委 員 会 が 徳 島 県 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） と 協

議 し て 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 」 を 「 別 表 第 五 に 定 め る 等 級 別 基 準 職 務 表 に 定 め る と お り と し 、 同 表 に 掲 げ る 職 務 と そ の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 が 同 程 度

の 職 務 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の は 、 そ れ ぞ れ の 職 務 の 等 級 に 分 類 さ れ る も の と す る 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 委 員 会 」 を 「 徳 島 県 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 委

員 会 」 と い う 。 ） 」 に 、 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 、 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め る 。

第 五 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 中 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め 、 同 条 第 六 項 及 び 第 七 項 中 「 （ 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 学 校 職 員 で そ の 職 務

の 級 が 七 級 以 上 で あ る も の 及 び 同 表 以 外 の 各 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 学 校 職 員 で そ の 職 務 の 級 が こ れ に 相 当 す る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 学 校 職 員 に

あ つ て は 、 三 号 俸 ） 」 を 削 り 、 同 条 第 八 項 及 び 第 十 一 項 中 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め る 。

第 十 四 条 の 二 第 一 項 中 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め る 。

第 五 十 二 号
徳 島 県 学 校 職 員 給 与 条 例 及 び 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 の 一

部 改 正 に つ い て

徳 島 県 学 校 職 員 給 与 条 例 及 び 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 二 号 徳 島 県 学 校 職 員 給 与 条 例 及 び 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

再校
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第 十 五 条 第 五 項 中 「 職 務 の 級 が 」 を 「 職 務 の 等 級 が 」 に 、 「 職 務 の 級 等 」 を 「 職 務 の 等 級 等 」 に 改 め る 。

第 十 五 条 の 二 の 四 第 二 項 中 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 中 「職務の級 」 を 「職務の等級 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 及 び 別 表 第 四 を 次 の よ う に 改 め る 。

再校
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別
表
第
三

行
政
職
給
料
表
（
第
四
条
関
係
）

学
校
職
員

の
区
分

職
務
の

等
級

1
級

2
級

3
級

4
級

5
級

6
級

号
俸

給
料
月

円

額
給
料
月

円

額
給
料
月

円

額
給
料
月

円

額
給
料
月

円

額
給
料
月

円

額

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

14
0
，1
00

14
1
，2
00

14
2
，4
00

14
3
，5
00

14
4
，6
00

14
5
，7
00

14
6
，8
00

14
7
，9
00

14
9
，0
00

15
0
，4
00

15
1
，7
00

15
3
，0
00

15
4
，3
00

15
5
，8
00

15
7
，3
00

15
8
，9
00

16
0
，2
00

16
1
，7
00

16
3
，2
00

16
4
，7
00

16
6
，1
00

16
8
，8
00

17
1
，4
00

17
4
，0
00

17
6
，7
00

17
8
，4
00

18
0
，1
00

18
1
，8
00

18
3
，3
00

18
5
，1
00

18
6
，9
00

18
8
，6
00

19
0
，2
00

19
1
，7
00

19
3
，2
00

19
4
，7
00

19
6
，0
00

19
7
，3
00

19
8
，6
00

19
9
，9
00

20
1
，2
00

20
2
，5
00

20
3
，8
00

19
0
，2
00

19
2
，0
00

19
3
，8
00

19
5
，6
00

19
7
，2
00

19
9
，0
00

20
0
，8
00

20
2
，6
00

20
4
，3
00

20
6
，1
00

20
7
，9
00

20
9
，7
00

21
1
，1
00

21
2
，9
00

21
4
，6
00

21
6
，4
00

21
8
，1
00

21
9
，8
00

22
1
，4
00

22
3
，0
00

22
4
，5
00

22
6
，2
00

22
7
，8
00

22
9
，4
00

23
0
，8
00

23
2
，3
00

23
3
，8
00

23
5
，1
00

23
6
，4
00

23
7
，6
00

23
8
，7
00

23
9
，9
00

24
1
，2
00

24
2
，5
00

24
3
，7
00

24
5
，0
00

24
6
，0
00

24
7
，4
00

24
8
，9
00

25
0
，4
00

25
1
，8
00

25
3
，2
00

25
4
，6
00

22
6
，4
00

22
8
，0
00

22
9
，5
00

23
1
，1
00

23
2
，6
00

23
4
，3
00

23
5
，8
00

23
7
，4
00

23
8
，9
00

24
0
，4
00

24
2
，0
00

24
3
，5
00

24
5
，0
00

24
6
，5
00

24
7
，9
00

24
9
，3
00

25
0
，8
00

25
2
，6
00

25
4
，3
00

25
6
，1
00

25
7
，8
00

25
9
，6
00

26
1
，4
00

26
3
，1
00

26
5
，1
00

26
7
，0
00

26
8
，8
00

27
0
，7
00

27
2
，4
00

27
4
，3
00

27
6
，2
00

27
8
，0
00

27
9
，7
00

28
1
，6
00

28
3
，4
00

28
5
，3
00

28
7
，0
00

28
8
，7
00

29
0
，5
00

29
2
，3
00

29
4
，0
00

29
5
，7
00

29
7
，4
00

25
9
，9
00

26
1
，9
00

26
3
，7
00

26
5
，8
00

26
7
，7
00

26
9
，6
00

27
1
，6
00

27
3
，7
00

27
5
，8
00

27
7
，8
00

27
9
，9
00

28
2
，0
00

28
4
，0
00

28
6
，1
00

28
8
，1
00

29
0
，2
00

29
2
，2
00

29
4
，2
00

29
6
，3
00

29
8
，3
00

30
0
，4
00

30
2
，5
00

30
4
，5
00

30
6
，6
00

30
8
，4
00

31
0
，5
00

31
2
，6
00

31
4
，6
00

31
6
，6
00

31
8
，6
00

32
0
，7
00

32
2
，8
00

32
4
，3
00

32
6
，3
00

32
8
，2
00

33
0
，3
00

33
2
，2
00

33
4
，1
00

33
6
，1
00

33
8
，0
00

33
9
，9
00

34
1
，8
00

34
3
，6
00

28
6
，2
00

28
8
，4
00

29
0
，7
00

29
2
，9
00

29
4
，9
00

29
7
，2
00

29
9
，5
00

30
1
，8
00

30
3
，9
00

30
6
，2
00

30
8
，4
00

31
0
，7
00

31
2
，9
00

31
5
，0
00

31
7
，2
00

31
9
，3
00

32
1
，4
00

32
3
，4
00

32
5
，5
00

32
7
，5
00

32
9
，5
00

33
1
，6
00

33
3
，6
00

33
5
，7
00

33
7
，3
00

33
9
，2
00

34
1
，1
00

34
3
，0
00

34
4
，7
00

34
6
，6
00

34
8
，5
00

35
0
，3
00

35
2
，2
00

35
4
，0
00

35
5
，8
00

35
7
，5
00

35
8
，9
00

36
0
，2
00

36
1
，6
00

36
3
，0
00

36
4
，3
00

36
5
，2
00

36
6
，3
00

31
7
，0
00

31
9
，2
00

32
1
，5
00

32
3
，7
00

32
6
，0
00

32
8
，0
00

33
0
，2
00

33
2
，4
00

33
4
，5
00

33
6
，7
00

33
8
，8
00

34
1
，0
00

34
3
，0
00

34
5
，0
00

34
7
，1
00

34
9
，1
00

35
1
，0
00

35
3
，0
00

35
4
，8
00

35
6
，7
00

35
8
，7
00

36
0
，6
00

36
2
，6
00

36
4
，5
00

36
6
，5
00

36
8
，4
00

37
0
，4
00

37
2
，4
00

37
3
，9
00

37
5
，7
00

37
7
，5
00

37
9
，1
00

38
0
，9
00

38
2
，3
00

38
3
，8
00

38
5
，4
00

38
6
，8
00

38
8
，0
00

38
9
，2
00

39
0
，3
00

39
1
，4
00

39
2
，6
00

39
3
，8
00
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再
任
用
学

校
職
員
以

外
の
学
校

職
員

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

20
5
，1
00

20
6
，3
00

20
7
，6
00

20
8
，9
00

21
0
，2
00

21
1
，3
00

21
2
，4
00

21
3
，4
00

21
4
，5
00

21
5
，6
00

21
6
，6
00

21
7
，5
00

21
8
，5
00

21
9
，2
00

22
0
，1
00

22
1
，0
00

22
1
，9
00

22
2
，6
00

22
3
，6
00

22
4
，5
00

22
5
，4
00

22
6
，1
00

22
7
，0
00

22
7
，9
00

22
9
，0
00

22
9
，8
00

23
0
，5
00

23
1
，2
00

23
2
，0
00

23
2
，8
00

23
3
，5
00

23
4
，2
00

23
4
，9
00

23
5
，6
00

23
6
，4
00

23
7
，2
00

23
8
，0
00

23
8
，7
00

23
9
，4
00

24
0
，1
00

24
0
，8
00

24
1
，5
00

24
2
，2
00

24
2
，9
00

24
3
，6
00

24
4
，3
00

24
4
，8
00

24
5
，3
00

25
6
，0
00

25
7
，2
00

25
8
，5
00

25
9
，9
00

26
1
，3
00

26
2
，6
00

26
3
，7
00

26
5
，0
00

26
6
，3
00

26
7
，4
00

26
8
，5
00

26
9
，8
00

27
1
，1
00

27
2
，2
00

27
3
，2
00

27
4
，3
00

27
5
，4
00

27
6
，6
00

27
7
，6
00

27
8
，5
00

27
9
，5
00

28
0
，3
00

28
1
，2
00

28
1
，9
00

28
2
，8
00

28
3
，8
00

28
4
，6
00

28
5
，4
00

28
6
，2
00

28
7
，0
00

28
7
，5
00

28
7
，9
00

28
8
，4
00

28
8
，5
00

28
8
，9
00

28
9
，1
00

28
9
，5
00

28
9
，7
00

28
9
，9
00

29
0
，3
00

29
0
，6
00

29
0
，9
00

29
1
，2
00

29
1
，5
00

29
1
，9
00

29
2
，2
00

29
2
，6
00

29
2
，9
00

29
9
，0
00

30
0
，7
00

30
2
，4
00

30
4
，0
00

30
5
，7
00

30
6
，9
00

30
8
，4
00

30
9
，9
00

31
1
，5
00

31
3
，1
00

31
4
，7
00

31
6
，3
00

31
7
，8
00

31
9
，3
00

32
0
，5
00

32
1
，7
00

32
2
，9
00

32
3
，6
00

32
4
，5
00

32
5
，3
00

32
6
，1
00

32
7
，0
00

32
7
，4
00

32
8
，1
00

32
8
，9
00

32
9
，7
00

33
0
，4
00

33
1
，1
00

33
1
，8
00

33
2
，3
00

33
2
，9
00

33
3
，4
00

33
4
，0
00

33
4
，3
00

33
4
，8
00

33
5
，2
00

33
5
，7
00

33
6
，1
00

33
6
，6
00

33
7
，1
00

33
7
，6
00

33
7
，9
00

33
8
，3
00

33
8
，8
00

33
9
，2
00

33
9
，5
00

33
9
，9
00

34
0
，4
00

34
5
，5
00

34
7
，0
00

34
8
，4
00

34
9
，9
00

35
1
，4
00

35
3
，0
00

35
3
，8
00

35
5
，0
00

35
6
，0
00

35
6
，9
00

35
8
，0
00

35
8
，9
00

36
0
，0
00

36
0
，9
00

36
1
，6
00

36
2
，3
00

36
3
，0
00

36
3
，4
00

36
4
，0
00

36
4
，7
00

36
5
，4
00

36
5
，7
00

36
6
，4
00

36
7
，1
00

36
7
，8
00

36
8
，1
00

36
8
，7
00

36
9
，4
00

37
0
，0
00

37
0
，3
00

37
0
，9
00

37
1
，6
00

37
2
，2
00

37
2
，6
00

37
3
，1
00

37
3
，7
00

37
4
，2
00

37
4
，7
00

37
5
，3
00

37
5
，8
00

37
6
，1
00

37
6
，5
00

37
7
，0
00

37
7
，4
00

37
7
，8
00

37
8
，2
00

37
8
，7
00

37
9
，1
00

36
7
，4
00

36
8
，2
00

36
9
，1
00

37
0
，0
00

37
0
，9
00

37
1
，8
00

37
2
，6
00

37
3
，4
00

37
4
，2
00

37
4
，9
00

37
5
，6
00

37
6
，3
00

37
7
，0
00

37
7
，5
00

37
8
，1
00

37
8
，7
00

37
9
，4
00

37
9
，8
00

38
0
，5
00

38
1
，1
00

38
1
，7
00

38
2
，1
00

38
2
，7
00

38
3
，3
00

38
3
，9
00

38
4
，3
00

38
4
，8
00

38
5
，3
00

38
5
，9
00

38
6
，2
00

38
6
，6
00

38
7
，0
00

38
7
，4
00

38
7
，7
00

38
8
，0
00

38
8
，3
00

38
8
，6
00

38
8
，8
00

38
9
，1
00

38
9
，4
00

38
9
，6
00

38
9
，8
00

39
0
，1
00

39
0
，4
00

39
0
，6
00

39
0
，8
00

39
1
，1
00

39
1
，4
00

39
4
，9
00

39
5
，6
00

39
6
，3
00

39
7
，0
00

39
7
，7
00

39
8
，3
00

39
8
，9
00

39
9
，4
00

39
9
，8
00

40
0
，2
00

40
0
，5
00

40
0
，8
00

40
1
，1
00

40
1
，4
00

40
1
，7
00

40
2
，0
00

40
2
，3
00

40
2
，6
00

40
2
，9
00

40
3
，2
00

40
3
，5
00

40
3
，8
00

40
4
，1
00

40
4
，4
00

40
4
，7
00

40
4
，9
00

40
5
，2
00

40
5
，5
00

40
5
，8
00

40
6
，0
00

40
6
，3
00

40
6
，6
00

40
6
，8
00

40
7
，0
00

40
7
，3
00

40
7
，6
00

40
7
，8
00

40
8
，0
00

40
8
，3
00

40
8
，6
00

40
8
，8
00

40
9
，0
00

初校
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92 93 94 95 96 97 98 99 10
0

10
1
10
2
10
3
10
4

10
5
10
6
10
7
10
8

10
9
11
0
11
1
11
2

11
3
11
4
11
5
11
6

11
7
11
8
11
9
12
0

12
1
12
2
12
3
12
4

12
5

24
5
，8
00

24
6
，1
00

29
3
，3
00

29
3
，4
00

29
3
，6
00

29
4
，0
00

29
4
，4
00

29
4
，6
00

29
4
，9
00

29
5
，3
00

29
5
，7
00

29
5
，9
00

29
6
，2
00

29
6
，6
00

29
6
，9
00

29
7
，1
00

29
7
，4
00

29
7
，8
00

29
8
，1
00

29
8
，3
00

29
8
，7
00

29
9
，1
00

29
9
，4
00

29
9
，5
00

29
9
，8
00

30
0
，1
00

30
0
，5
00

30
0
，7
00

30
0
，9
00

30
1
，2
00

30
1
，5
00

30
1
，9
00

30
2
，1
00

30
2
，4
00

30
2
，7
00

30
3
，0
00

34
0
，8
00

34
1
，0
00

34
1
，4
00

34
1
，9
00

34
2
，3
00

34
2
，4
00

34
2
，9
00

34
3
，3
00

34
3
，6
00

34
3
，9
00

34
4
，3
00

34
4
，7
00

34
5
，1
00

34
5
，6
00

34
6
，0
00

34
6
，4
00

34
6
，8
00

34
7
，3
00

34
7
，7
00

34
8
，0
00

34
8
，3
00

34
8
，8
00

37
9
，5
00

37
9
，8
00

39
1
，6
00

39
1
，8
00

再
任
用
学

校
職
員

18
6
，5
00

21
4
，0
00

25
4
，0
00

27
3
，4
00

28
8
，5
00

31
3
，9
00

備
考

こ
の
表
は
，
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
に
勤
務
す
る
普
通
職
員
に
適
用
す
る
。

初校

１４９

平成28年2月議案



別
表
第
四

医
療
職
給
料
表
（
第
四
条
関
係
）

学
校
職
員

の
区
分

職
務
の

等
級

1
級

2
級

3
級

4
級

5
級

号
俸

給
料
月

円

額
給
料
月

円

額
給
料
月

円

額
給
料
月

円

額
給
料
月

円

額

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

14
5
，0
00

14
6
，4
00

14
7
，8
00

14
9
，2
00

15
0
，4
00

15
2
，2
00

15
3
，9
00

15
5
，6
00

15
7
，3
00

15
9
，0
00

16
0
，7
00

16
2
，5
00

16
4
，0
00

16
5
，9
00

16
7
，9
00

16
9
，8
00

17
1
，7
00

17
3
，6
00

17
5
，4
00

17
7
，3
00

17
9
，2
00

18
0
，7
00

18
2
，2
00

18
3
，7
00

18
5
，3
00

18
6
，8
00

18
8
，3
00

18
9
，7
00

19
1
，2
00

19
2
，5
00

19
3
，8
00

19
5
，1
00

19
6
，5
00

19
7
，9
00

19
9
，3
00

20
0
，7
00

20
1
，8
00

20
3
，1
00

20
4
，4
00

20
5
，7
00

20
6
，9
00

20
8
，1
00

20
9
，3
00

18
2
，9
00

18
4
，5
00

18
6
，1
00

18
7
，7
00

18
9
，2
00

19
0
，8
00

19
2
，4
00

19
3
，9
00

19
5
，5
00

19
7
，2
00

19
8
，8
00

20
0
，5
00

20
2
，1
00

20
3
，7
00

20
5
，3
00

20
6
，9
00

20
8
，4
00

21
0
，0
00

21
1
，7
00

21
3
，4
00

21
4
，7
00

21
6
，2
00

21
7
，6
00

21
9
，1
00

22
0
，5
00

22
1
，9
00

22
3
，2
00

22
4
，5
00

22
5
，9
00

22
7
，3
00

22
8
，8
00

23
0
，2
00

23
1
，6
00

23
2
，9
00

23
4
，0
00

23
5
，3
00

23
6
，7
00

23
8
，0
00

23
9
，2
00

24
0
，5
00

24
1
，8
00

24
3
，1
00

24
4
，3
00

21
8
，2
00

21
9
，8
00

22
1
，4
00

22
3
，0
00

22
4
，4
00

22
6
，0
00

22
7
，5
00

22
9
，1
00

23
0
，4
00

23
1
，9
00

23
3
，3
00

23
4
，6
00

23
6
，3
00

23
7
，7
00

23
8
，9
00

24
0
，3
00

24
1
，5
00

24
2
，7
00

24
3
，9
00

24
5
，2
00

24
6
，6
00

24
7
，6
00

24
8
，7
00

24
9
，8
00

25
1
，0
00

25
2
，5
00

25
3
，9
00

25
5
，4
00

25
6
，9
00

25
8
，6
00

26
0
，3
00

26
2
，0
00

26
3
，5
00

26
5
，3
00

26
7
，0
00

26
8
，8
00

27
0
，3
00

27
2
，0
00

27
3
，7
00

27
5
，4
00

27
7
，1
00

27
8
，7
00

28
0
，4
00

24
4
，4
00

24
5
，8
00

24
7
，0
00

24
8
，4
00

24
9
，6
00

25
0
，8
00

25
2
，0
00

25
3
，3
00

25
4
，6
00

25
5
，6
00

25
6
，7
00

25
7
，7
00

25
9
，0
00

26
0
，6
00

26
2
，2
00

26
3
，7
00

26
5
，3
00

26
7
，1
00

26
8
，9
00

27
0
，8
00

27
2
，6
00

27
4
，4
00

27
6
，2
00

27
8
，0
00

27
9
，8
00

28
1
，7
00

28
3
，6
00

28
5
，4
00

28
7
，4
00

28
9
，3
00

29
1
，1
00

29
3
，0
00

29
4
，8
00

29
6
，5
00

29
8
，3
00

30
0
，1
00

30
1
，6
00

30
3
，3
00

30
5
，0
00

30
6
，6
00

30
8
，4
00

31
0
，1
00

31
1
，7
00

27
7
，1
00

27
9
，1
00

28
1
，3
00

28
3
，5
00

28
5
，7
00

28
7
，8
00

28
9
，9
00

29
2
，1
00

29
4
，1
00

29
6
，3
00

29
8
，4
00

30
0
，6
00

30
2
，8
00

30
4
，8
00

30
6
，9
00

30
8
，9
00

31
1
，1
00

31
3
，1
00

31
5
，2
00

31
7
，3
00

31
9
，2
00

32
1
，2
00

32
3
，1
00

32
5
，1
00

32
7
，1
00

32
9
，0
00

33
1
，0
00

33
3
，0
00

33
4
，6
00

33
6
，4
00

33
8
，1
00

33
9
，9
00

34
1
，6
00

34
3
，4
00

34
5
，3
00

34
7
，1
00

34
8
，9
00

35
0
，6
00

35
2
，2
00

35
3
，9
00

35
5
，1
00

35
6
，2
00

35
7
，4
00

再校

１５０

平成28年2月議案



再
任
用
学

校
職
員
以

外
の
学
校

職
員

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

21
0
，5
00

21
1
，7
00

21
2
，8
00

21
3
，8
00

21
4
，9
00

21
5
，9
00

21
6
，9
00

21
7
，8
00

21
8
，8
00

21
9
，5
00

22
0
，4
00

22
1
，2
00

22
2
，2
00

22
2
，9
00

22
3
，8
00

22
4
，6
00

22
5
，4
00

22
6
，3
00

22
7
，2
00

22
8
，1
00

22
9
，2
00

22
9
，9
00

23
0
，7
00

23
1
，5
00

23
2
，4
00

23
3
，1
00

23
3
，8
00

23
4
，5
00

23
5
，2
00

23
5
，9
00

23
6
，7
00

23
7
，5
00

23
8
，3
00

23
8
，9
00

23
9
，5
00

24
0
，1
00

24
0
，7
00

24
1
，1
00

24
1
，5
00

24
1
，9
00

24
2
，3
00

24
2
，7
00

24
5
，4
00

24
6
，6
00

24
8
，0
00

24
9
，5
00

25
1
，0
00

25
2
，6
00

25
4
，0
00

25
5
，4
00

25
6
，8
00

25
7
，9
00

25
9
，3
00

26
0
，7
00

26
2
，1
00

26
3
，1
00

26
4
，4
00

26
5
，7
00

26
7
，0
00

26
8
，0
00

26
9
，2
00

27
0
，5
00

27
1
，8
00

27
2
，8
00

27
3
，9
00

27
5
，0
00

27
6
，1
00

27
7
，2
00

27
8
，2
00

27
9
，3
00

28
0
，4
00

28
1
，3
00

28
2
，0
00

28
2
，5
00

28
3
，3
00

28
4
，1
00

28
4
，7
00

28
5
，3
00

28
5
，9
00

28
6
，6
00

28
7
，1
00

28
7
，5
00

28
7
，9
00

28
8
，1
00

28
8
，3
00

28
8
，5
00

28
8
，7
00

28
9
，1
00

28
9
，3
00

28
9
，5
00

28
2
，1
00

28
3
，7
00

28
5
，4
00

28
7
，1
00

28
8
，7
00

29
0
，1
00

29
1
，7
00

29
3
，2
00

29
4
，8
00

29
6
，2
00

29
7
，7
00

29
9
，1
00

30
0
，6
00

30
1
，9
00

30
3
，1
00

30
4
，3
00

30
5
，7
00

30
7
，0
00

30
8
，2
00

30
9
，5
00

31
0
，7
00

31
2
，1
00

31
2
，9
00

31
3
，7
00

31
4
，5
00

31
5
，1
00

31
5
，8
00

31
6
，5
00

31
7
，1
00

31
7
，8
00

31
8
，0
00

31
8
，6
00

31
9
，2
00

31
9
，8
00

32
0
，3
00

32
0
，8
00

32
1
，3
00

32
1
，9
00

32
2
，4
00

32
2
，8
00

32
3
，3
00

32
3
，8
00

32
4
，2
00

32
4
，4
00

32
4
，8
00

32
5
，2
00

32
5
，6
00

32
6
，0
00

31
3
，4
00

31
4
，6
00

31
6
，0
00

31
7
，5
00

31
9
，1
00

32
0
，5
00

32
1
，8
00

32
3
，0
00

32
4
，3
00

32
5
，4
00

32
6
，4
00

32
7
，5
00

32
8
，5
00

32
9
，0
00

32
9
，9
00

33
0
，7
00

33
1
，6
00

33
2
，4
00

33
2
，7
00

33
3
，3
00

33
4
，0
00

33
4
，6
00

33
5
，3
00

33
6
，0
00

33
6
，7
00

33
7
，4
00

33
7
，9
00

33
8
，5
00

33
9
，1
00

33
9
，4
00

34
0
，0
00

34
0
，5
00

34
1
，1
00

34
1
，6
00

34
2
，1
00

34
2
，6
00

34
3
，0
00

34
3
，3
00

34
3
，6
00

34
4
，0
00

34
4
，3
00

34
4
，8
00

34
5
，1
00

34
5
，4
00

34
5
，7
00

34
6
，1
00

34
6
，4
00

34
6
，8
00

35
8
，6
00

35
9
，8
00

36
0
，6
00

36
1
，8
00

36
2
，9
00

36
3
，9
00

36
4
，9
00

36
5
，9
00

36
6
，9
00

36
7
，7
00

36
8
，5
00

36
9
，4
00

37
0
，3
00

37
0
，8
00

37
1
，6
00

37
2
，4
00

37
3
，2
00

37
3
，6
00

37
4
，3
00

37
5
，0
00

37
5
，7
00

37
6
，1
00

37
6
，7
00

37
7
，4
00

37
8
，0
00

37
8
，4
00

37
8
，9
00

37
9
，4
00

37
9
，9
00

38
0
，5
00

38
1
，0
00

38
1
，6
00

38
2
，2
00

38
2
，7
00

38
3
，2
00

38
3
，7
00

38
4
，2
00

38
4
，5
00

38
5
，0
00

38
5
，4
00

38
5
，8
00

38
6
，2
00

初校

１５１

平成28年2月議案



92 93 94 95 96 97 98 99 10
0

10
1
10
2
10
3
10
4

10
5
10
6
10
7
10
8

10
9
11
0
11
1
11
2

11
3

28
9
，7
00

29
0
，1
00

29
0
，3
00

29
0
，5
00

29
0
，8
00

29
1
，2
00

29
1
，5
00

29
1
，7
00

29
2
，0
00

29
2
，3
00

29
2
，5
00

29
2
，7
00

29
3
，0
00

29
3
，3
00

32
6
，4
00

32
6
，7
00

32
6
，9
00

32
7
，3
00

32
7
，6
00

32
7
，8
00

32
8
，1
00

32
8
，4
00

32
8
，7
00

32
8
，9
00

32
9
，2
00

32
9
，6
00

32
9
，8
00

32
9
，9
00

33
0
，2
00

33
0
，6
00

33
0
，8
00

33
1
，0
00

33
1
，4
00

33
1
，8
00

33
2
，2
00

33
2
，4
00

34
7
，1
00

34
7
，5
00

34
7
，8
00

34
8
，1
00

34
8
，4
00

34
8
，7
00

34
9
，1
00

34
9
，5
00

34
9
，9
00

35
0
，4
00

35
0
，8
00

35
1
，2
00

35
1
，6
00

35
2
，1
00

再
任
用
学

校
職
員

18
7
，5
00

21
4
，1
00

24
2
，3
00

25
5
，7
00

28
0
，9
00

備
考
こ
の
表
は
，
小
学
校
及
び
中
学
校
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
並
び
に
学
校
給
食
法
第
6
条

に
規
定
す
る
施
設
に
勤
務
す
る
学
校
栄
養
職
員
に
適
用
す
る
。

初校
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別 表 第 四 の 次 に 次 の 一 表 を 加 え る 。

初校

１５３
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別
表
第
五

等
級
別
基
準
職
務
表
（
第
四
条
関
係
）

イ
小
学
校
中
学
校
教
育
職
給
料
表
等
級
別
基
準
職
務
表

職
務
の
等
級

基
準
と
な
る
職
務

1
級

小
学
校
又
は
中
学
校
の
助
教
諭
又
は
養
護
助
教
諭
の
職
務

2
級

小
学
校
又
は
中
学
校
の
教
諭
，
養
護
教
諭
又
は
栄
養
教
諭
の
職
務

特
2
級

小
学
校
又
は
中
学
校
の
主
幹
教
諭
又
は
指
導
教
諭
の
職
務

3
級

小
学
校
又
は
中
学
校
の
副
校
長
又
は
教
頭
の
職
務

4
級

小
学
校
又
は
中
学
校
の
校
長
の
職
務

初校
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ロ
高
等
学
校
等
教
育
職
給
料
表
等
級
別
基
準
職
務
表

職
務
の
等
級

基
準
と
な
る
職
務

1
級

高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
助
教
諭
，
養
護
助
教
諭
，
講
師
，
実
習
助
手
又
は
寄
宿
舎
指
導
員

の
職
務

2
級

高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
教
諭
，
養
護
教
諭
，
栄
養
教
諭
，
実
習
主
任
又
は
主
任
寄
宿
舎
指

導
員
の
職
務

特
2
級

高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
主
幹
教
諭
又
は
指
導
教
諭
の
職
務

3
級

高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
副
校
長
又
は
教
頭
の
職
務

4
級

高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
校
長
の
職
務

初校
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ハ
行
政
職
給
料
表
等
級
別
基
準
職
務
表

職
務
の
等
級

基
準
と
な
る
職
務

1
級

定
型
的
な
業
務
を
行
う
職
務

2
級

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
職
務

3
級

主
任
の
職
務

4
級

1
主
査
の
職
務

2
係
長
又
は
事
務
長
の
職
務

5
級

1
小
学
校
又
は
中
学
校
の
事
務
室
長
の
職
務

2
高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
室
長
補
佐
の
職
務

6
級

1
高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
事
務
課
長
の
職
務

2
高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
事
務
室
長
の
職
務

初校
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ニ
医
療
職
給
料
表
等
級
別
基
準
職
務
表

職
務
の
等
級

基
準
と
な
る
職
務

1
級

定
型
的
な
業
務
を
行
う
職
務

2
級

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
職
務

3
級

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
職
務

4
級

主
任
の
職
務

5
級

1
室
長
補
佐
の
職
務

2
主
査
の
職
務

3
係
長
の
職
務

初校
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（ 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 二 十 四 条 第 六 項 」 を 「 第 二 十 四 条 第 五 項 」 に 改 め る 。

第 三 条 第 一 項 中 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 職 務 の 等 級 へ の 切 替 え ）

2 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前 日 か ら 引 き 続 き 在 職 す る 学 校 職 員 （ 次 項 か ら 附 則 第 五 項 ま で の 規 定 の 適 用 を 受 け る 学 校 職 員 及 び 人 事

委 員 会 規 則 で 定 め る 学 校 職 員 を 除 く 。 ） の 施 行 日 に お け る 職 務 の 等 級 は 、 施 行 日 の 前 日 に お い て そ の 者 が 属 し て い た 職 務 の 級 に 相 当 す る 職 務 の 等 級 と す る 。

（ 等 級 別 基 準 職 務 表 に 掲 げ る 職 務 の 等 級 の 特 例 ）

3 施 行 日 の 前 日 に お け る 職 務 が 附 則 別 表 に 掲 げ ら れ て い る 職 務 （ 当 該 職 務 と そ の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 が 同 程 度 の 職 務 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の を 含

む 。 以 下 「 特 定 職 務 」 と い う 。 ） で あ っ た 学 校 職 員 で あ っ て 同 日 に お い て そ の 者 の 属 し て い た 職 務 の 級 （ 以 下 「 旧 級 」 と い う 。 ） が 同 表 に 掲 げ ら れ て い る 職 務

の 級 で あ っ た も の の 職 務 の 等 級 は 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 徳 島 県 学 校 職 員 給 与 条 例 第 四 条 第 四 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 施 行 日 か ら 当 該 学 校 職 員 が 特 定

職 務 （ 施 行 日 の 前 日 に お け る そ の 者 の 職 務 と 同 表 に 掲 げ る 給 料 表 の 種 類 及 び 職 務 の 等 級 の 区 分 を 同 じ く す る も の に 限 る 。 ） 以 外 の 職 務 に 異 動 等 を す る 日 の 前

日 ま で の 間 、 旧 級 に 対 応 す る 同 表 の 職 務 の 等 級 欄 に 定 め る 職 務 の 等 級 と す る 。

4 施 行 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 学 校 職 員 （ 前 項 に 規 定 す る 学 校 職 員 を 除 く 。 ） に つ い て 、 同 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 学 校 職 員 と の 権 衡 上

必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 学 校 職 員 の 職 務 の 等 級 は 、 人 事 委 員 会 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 同 項 の 規 定 に 準 じ て 、 決 定 す る こ と が で き る 。

5 施 行 日 以 降 に 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た 学 校 職 員 に つ い て 、 任 用 の 事 情 等 を 考 慮 し て 前 二 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 学 校 職 員 と の 権 衡 上 必 要

が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 学 校 職 員 の 職 務 の 等 級 は 、 人 事 委 員 会 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 二 項 の 規 定 に 準 じ て 、 決 定 す る こ と が で き る 。

6 前 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 学 校 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 学 校 職 員 の 職 務 の 等 級 は 、 人 事 委 員 会 規 則 の

定 め る と こ ろ に よ り 、 前 三 項 の 規 定 に 準 じ て 、 決 定 す る こ と が で き る 。

（ 施 行 日 に お け る 号 俸 ）

7 附 則 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ り 施 行 日 に お け る 職 務 の 等 級 を 決 定 さ れ る 学 校 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条 の 四

第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 学 校 職 員 を 除 く 。 ） の 施 行 日 に お け る 号 俸 は 、 施 行 日 の 前 日 に お い て そ の 者 が 受 け て い た 号 俸 と す

三校
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る 。
（ 人 事 委 員 会 へ の 委 任 ）

8 附 則 第 二 項 か ら 前 項 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 。

（ 徳 島 県 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

9 徳 島 県 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 五 条 第 一 項 中 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め る 。

再校
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附
則
別
表
（
附
則
第
三
項
関
係
）

給
料
表
の
種
類

職
務
の
級

職
務
の
等
級

職
務

高
等
学
校
等
教
育
職
給
料
表
1
級

1
級

教
諭
の
職
務

行
政
職
給
料
表

3
級

3
級

主
任
主
事
の
職
務

4
級

4
級

主
任
の
職
務

5
級

5
級

主
査
の
職
務

医
療
職
給
料
表

5
級

5
級

主
任
の
職
務

初校
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提 案 理 由

地 方 公 務 員 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 学 校 職 員 の 職 務 を 給 料 表 の 各 等 級 に 分 類 す る 際 の 基 準 と な る 等 級 別 基 準 職 務 表 を 定 め る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ

が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

再校
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徳 島 県 立 学 校 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 立 学 校 設 置 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 五 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 の そ の 二 の 表 中
「
徳 島 県 立 辻 高 等 学 校 三 好 市 井 川 町

」
及 び
「
徳 島 県 立 三 好 高 等 学 校 三 好 市 池 田 町

」
を

削 る 。
附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

本 県 に お け る 新 た な 時 代 に 対 応 し た 学 校 づ く り 及 び 多 様 な 教 育 の 実 現 を 図 る た め 、 徳 島 県 立 辻 高 等 学 校 及 び 徳 島 県 立 三 好 高 等 学 校 を 徳 島 県 立 池 田 高 等 学 校 に

統 合 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 五 十 三 号
徳 島 県 立 学 校 設 置 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 立 学 校 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 三 号 徳 島 県 立 学 校 設 置 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

再校

１６３

平成28年2月議案
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徳 島 県 立 牟 岐 少 年 自 然 の 家 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 及 び 徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 徳 島 県 立 牟 岐 少 年 自 然 の 家 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 徳 島 県 立 牟 岐 少 年 自 然 の 家 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 中 学 校 」 の 下 に 「 、 義 務 教 育 学 校 、 中 等 教 育 学 校 の 前 期 課 程 」 を 加 え る 。

（ 徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 （ 平 成 二 年 徳 島 県 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 中 「 中 学 校 の 生 徒 」 の 下 に 「 並 び に こ れ ら に 準 ず る 者 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

学 校 教 育 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 新 た な 学 校 の 種 類 と し て 、 義 務 教 育 学 校 が 設 け ら れ た こ と に 鑑 み 、 関 係 条 例 に つ い て 所 要 の 整 備 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、

第 五 十 四 号
徳 島 県 立 牟 岐 少 年 自 然 の 家 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 及 び 徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 の 一

部 改 正 に つ い て

徳 島 県 立 牟 岐 少 年 自 然 の 家 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 及 び 徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 四 号 徳 島 県 立 牟 岐 少 年 自 然 の 家 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 及 び 徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

初校
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こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校

１６６

平成28年2月議案



徳 島 県 地 方 警 察 職 員 定 員 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 地 方 警 察 職 員 定 員 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 項 中
「 七 四 人

一 五 一 人

四 二 六 人

四 三 九 人

四 五 二 人

一 、 五 四 二 人 」
を

「 七 五 人

一 五 二 人

四 二 八 人

四 四 一 人

四 五 三 人

一 、 五 四 九 人 」
に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

警 察 法 施 行 令 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 地 方 警 察 職 員 た る 警 察 官 の 都 道 府 県 警 察 ご と の 定 員 の 基 準 が 改 め ら れ る こ と に 伴 い 、 本 県 警 察 官 の 定 員 を 改 め る 必 要 が あ る 。

こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 五 十 五 号
徳 島 県 地 方 警 察 職 員 定 員 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 地 方 警 察 職 員 定 員 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 五 号 徳 島 県 地 方 警 察 職 員 定 員 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

再校
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徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 の 見 出 し を 「 （ 目 的 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 第 二 十 四 条 第 六 項 」 を 「 第 二 十 四 条 第 五 項 」 に 、 「 基 き 」 を 「 基 づ き 」 に 、 「 外 」 を 「 ほ か 」 に 改 め 、 同

条 第 二 項 を 削 る 。

第 四 条 の 見 出 し を 「 （ 給 料 表 及 び 等 級 別 基 準 職 務 表 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 左 に 」 を 「 次 に 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め 、 同 条 第

三 項 中 「 職 務 の 級 に 分 類 す る も の と し 」 を 「 職 務 の 等 級 に 分 類 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 」 に 改 め 、 「 標 準 的 な 」 を 削 り 、 「 人 事 委 員 会 が 任 命 権 者 と 協

議 し て 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 」 を 「 別 表 第 四 に 定 め る 等 級 別 基 準 職 務 表 に 定 め る と お り と し 、 同 表 に 掲 げ る 職 務 と そ の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 が 同 程 度 の

職 務 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の は 、 そ れ ぞ れ の 職 務 の 等 級 に 分 類 さ れ る も の と す る 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 、 「 職 務 の 級 」 を 「 職

務 の 等 級 」 に 改 め る 。

第 五 条 中 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め る 。

第 八 条 第 一 項 中 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 こ え て は 」 を 「 超 え て は 」 に 改 め る 。

第 九 条 第 一 項 中 「 基 い て 」 を 「 基 づ い て 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め る 。

第 十 八 条 第 二 項 中 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 「 職 務 の 級 が 」 を 「 職 務 の 等 級 が 」 に 、 「 職 務 の 級 等 」 を 「 職 務 の 等 級 等 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 か ら 別 表 第 三 ま で の 規 定 中 「職務の級 」 を 「職務の等級 」 に 改 め る 。

別 表 第 三 の 次 に 次 の 一 表 を 加 え る 。

第 五 十 六 号
徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 六 号 徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

再校
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附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 職 務 の 等 級 へ の 切 替 え ）

2 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前 日 か ら 引 き 続 き 在 職 す る 警 察 職 員 （ 次 項 か ら 附 則 第 五 項 ま で の 規 定 の 適 用 を 受 け る 警 察 職 員 及 び 人 事

委 員 会 規 則 で 定 め る 警 察 職 員 を 除 く 。 ） の 施 行 日 に お け る 職 務 の 等 級 は 、 施 行 日 の 前 日 に お い て そ の 者 が 属 し て い た 職 務 の 級 に 相 当 す る 職 務 の 等 級 と す る 。

（ 等 級 別 基 準 職 務 表 に 掲 げ る 職 務 の 等 級 の 特 例 ）

3 施 行 日 の 前 日 に お け る 職 務 が 附 則 別 表 に 掲 げ ら れ て い る 職 務 （ 当 該 職 務 と そ の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 が 同 程 度 の 職 務 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の を 含

む 。 以 下 「 特 定 職 務 」 と い う 。 ） で あ っ た 警 察 職 員 で あ っ て 同 日 に お い て そ の 者 の 属 し て い た 職 務 の 級 （ 以 下 「 旧 級 」 と い う 。 ） が 同 表 に 掲 げ ら れ て い る 職 務

の 級 で あ っ た も の の 職 務 の 等 級 は 、 改 正 後 の 第 四 条 第 四 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 施 行 日 か ら 当 該 警 察 職 員 が 特 定 職 務 （ 施 行 日 の 前 日 に お け る そ の 者 の 職 務 と

同 表 に 掲 げ る 給 料 表 の 種 類 及 び 職 務 の 等 級 の 区 分 を 同 じ く す る も の に 限 る 。 ） 以 外 の 職 務 に 異 動 等 を す る 日 の 前 日 ま で の 間 、 旧 級 に 対 応 す る 同 表 の 職 務 の 等

級 欄 に 定 め る 職 務 の 等 級 と す る 。

4 施 行 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 警 察 職 員 （ 前 項 に 規 定 す る 警 察 職 員 を 除 く 。 ） に つ い て 、 同 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 警 察 職 員 と の 権 衡 上

必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 警 察 職 員 の 職 務 の 等 級 は 、 人 事 委 員 会 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 同 項 の 規 定 に 準 じ て 、 決 定 す る こ と が で き る 。

5 施 行 日 以 降 に 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た 警 察 職 員 に つ い て 、 任 用 の 事 情 等 を 考 慮 し て 前 二 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 警 察 職 員 と の 権 衡 上 必 要

が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 警 察 職 員 の 職 務 の 等 級 は 、 人 事 委 員 会 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 二 項 の 規 定 に 準 じ て 、 決 定 す る こ と が で き る 。

6 前 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 警 察 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 警 察 職 員 の 職 務 の 等 級 は 、 人 事 委 員 会 規 則 の

定 め る と こ ろ に よ り 、 前 三 項 の 規 定 に 準 じ て 、 決 定 す る こ と が で き る 。

（ 施 行 日 に お け る 号 俸 ）

7 附 則 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ り 施 行 日 に お け る 職 務 の 等 級 を 決 定 さ れ る 警 察 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条 の 四

第 一 項 又 は 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 警 察 職 員 を 除 く 。 ） の 施 行 日 に お け る 号 俸 は 、 施 行 日 の 前 日 に お い て そ の 者 が 受 け て い た 号 俸 と す

る 。
（ 人 事 委 員 会 へ の 委 任 ）

8 附 則 第 二 項 か ら 前 項 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 。
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提 案 理 由

地 方 公 務 員 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 警 察 職 員 の 職 務 を 給 料 表 の 各 等 級 に 分 類 す る 際 の 基 準 と な る 等 級 別 基 準 職 務 表 を 定 め る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ

が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

再校
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風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 及 び 徳 島 県 迷 惑 行 為 防 止 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 、 第 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 十 五 条 （ 法 」 を 「 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 十 三 条 第 一 項 た だ し 書 、 同 条 第

二 項 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 十 五 条 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 及 び 」 に 、 「 、 第 二 十 二 条 第 五 号 」 を 「 （ 法 第 三 十 一 条 の 二 十

三 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二 十 二 条 第 二 項 」 に 、 「 、 第 四 項 （ 同 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 」 を 「 及 び 第 四 項 （ こ れ ら 」 に 、 「 ） 及 び 」 を 「 ） 並

び に 」 に 、 「 並 び に 第 三 十 三 条 第 四 項 」 を 「 、 第 三 十 三 条 第 四 項 並 び に 第 三 十 八 条 の 四 第 一 項 」 に 改 め る 。

第 三 条 第 一 項 第 三 号 中 「 第 二 条 第 一 項 第 七 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 四 号 」 に 、 「 次 号 に 規 定 す る 営 業 」 を 「 ま あ じ や ん 屋 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 第 二 条

第 一 項 第 七 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 四 号 」 に 、 「 同 項 第 八 号 」 を 「 同 項 第 五 号 」 に 改 め る 。

第 四 条 の 見 出 し を 「 （ 風 俗 営 業 の 営 業 時 間 の 特 例 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 を 削 り 、 同 条 第 一 項 中 「 第 十 三 条 第 一 項 」 を 「 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 」 に 、 「 同 項 」

を 「 同 項 第 一 号 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 次 条 」 を 「 次 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 二 項 と し 、 同 条 に 第 一 項 と し て 次 の 一 項 を 加 え る 。

法 第 十 三 条 第 一 項 た だ し 書 の 条 例 で 定 め る 時 は 、 午 前 一 時 と す る 。

第 四 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

3 接 待 飲 食 等 営 業 、 法 第 二 条 第 一 項 第 四 号 の 営 業 （ ま あ じ や ん 屋 に 限 る 。 ） 及 び 同 項 第 五 号 の 営 業 に つ き 、 法 第 十 三 条 第 一 項 第 二 号 の 午 前 零 時 以 後 に お い

第 五 十 七 号
風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 及 び 徳 島 県 迷 惑 行 為 防 止 条 例 の 一 部 改 正 に

つ い て

風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 及 び 徳 島 県 迷 惑 行 為 防 止 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 七 号 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 及 び 徳 島 県 迷 惑 行 為 防 止 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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て 風 俗 営 業 を 営 む こ と が 許 容 さ れ る 特 別 な 事 情 の あ る 地 域 と し て 条 例 で 定 め る 地 域 は 、 別 表 に 掲 げ る 地 域 と す る 。

第 四 条 の 二 を 削 る 。

第 四 条 の 三 中 「 第 二 条 第 一 項 第 七 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 四 号 」 に 、 「 前 条 に 規 定 す る 営 業 」 を 「 ま あ じ や ん 屋 」 に 、 「 日 出 時 か ら 」 を 「 午 前 六 時 後 」 に 、

「 午 前 零 時 」 を 「 午 前 零 時 前 」 に 、 「 第 四 条 第 一 項 各 号 」 を 「 前 条 第 二 項 各 号 」 に 、 「 ） ま で 」 を 「 ま で ） 」 に 改 め 、 同 条 を 第 四 条 の 二 と す る 。

第 五 条 第 一 項 の 表 中

昼 間

�
� 日 出 時 か ら

日 没 時 ま で �
�

夜 間

�
� 日 没 時 か ら 翌 日

の 午 前 零 時 ま で �
�

深 夜

�
� 午 前 零 時 か ら

日 出 時 ま で �
�

「

」
を 昼 間 夜 間 深

「

夜
」
に 改 め 、 同 表 二 の 項 中 「 （ 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 商 業 地 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 同 表 に 備 考 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

備 考
一 「 昼 間 」 と は 、 午 前 六 時 後 午 後 六 時 前 の 時 間 を い う 。

二 「 夜 間 」 と は 、 午 後 六 時 か ら 翌 日 の 午 前 零 時 前 の 時 間 を い う 。

三 「 深 夜 」 と は 、 午 前 零 時 か ら 午 前 六 時 ま で の 時 間 を い う 。 以 下 同 じ 。

四 「 商 業 地 域 」 と は 、 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 商 業 地 域 を い う 。 以 下 同 じ 。

第 六 条 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

四 客 の 求 め な い 飲 食 物 を 提 供 し な い こ と 。

五 営 業 中 に お い て 、 営 業 所 の 出 入 口 、 客 室 等 に 施 錠 を し 、 又 は さ せ な い こ と 。

第 七 条 第 一 号 中 「 第 二 条 第 一 項 第 七 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 四 号 」 に 改 め 、 「 を 営 む 者 」 を 削 り 、 同 号 ハ 中 「 と ば く 類 似 行 為 」 を 「 賭 博 類 似 行 為 」 に 改 め 、

同 条 第 二 号 中 「 第 二 条 第 一 項 第 八 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 五 号 」 に 改 め 、 「 を 営 む 者 」 を 削 り 、 同 号 ロ を 削 り 、 同 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

ロ 前 号 ハ に 掲 げ る 事 項

ハ 午 後 六 時 か ら 午 後 八 時 前 の 時 間 に お い て 十 六 歳 未 満 の 者 を 営 業 所 に 客 と し て 立 ち 入 ら せ る と き は 、 保 護 者 （ 徳 島 県 青 少 年 健 全 育 成 条 例 （ 昭 和 四 十 年

徳 島 県 条 例 第 三 十 一 号 ） 第 五 条 第 二 号 に 規 定 す る 保 護 者 を い う 。 ） の 同 伴 を 求 め る こ と 。

ニ 午 後 八 時 か ら 午 後 十 時 前 の 時 間 に お い て 十 六 歳 未 満 の 者 を 営 業 所 に 客 と し て 立 ち 入 ら せ な い こ と 。

第 八 条 を 次 の よ う に 改 め る 。
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第 八 条 削 除

第 十 一 条 第 一 項 中 「 午 前 零 時 」 を 「 深 夜 」 に 、 「 ） か ら 日 出 時 ま で の 時 間 」 を 「 か ら 午 前 六 時 ま で の 時 間 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 午 前 零 時 か ら 日 出 時 ま

で の 時 間 」 を 「 深 夜 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 の 二 中 「 午 前 零 時 か ら 日 出 時 ま で の 時 間 」 を 「 深 夜 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 の 六 の 次 に 次 の 四 条 を 加 え る 。

（ 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 に 係 る 営 業 所 設 置 許 容 地 域 の 指 定 ）

第 十 一 条 の 七 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 法 第 四 条 第 二 項 第 二 号 の 条 例 で 定 め る 地 域 は 、 別 表 に 掲 げ る 地 域 と す る 。

（ 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 営 業 時 間 の 制 限 ）

第 十 一 条 の 八 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 は 、 県 内 全 域 に お い て 、 午 前 五 時 か ら 午 前 六 時 ま で の 時 間 に お い て は 、 こ れ を 営 ん で は な ら な い 。

（ 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 に 係 る 騒 音 及 び 振 動 の 規 制 数 値 ）

第 十 一 条 の 九 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 法 第 十 五 条 の 条 例 で 定 め る 騒 音 に 係 る 数 値 は 、 第 五 条 第 一 項 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 地 域 ご と に 、 そ れ ぞ

れ 同 表 の 下 欄 に 定 め る 深 夜 に 係 る 数 値 と す る 。

2 法 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 法 第 十 五 条 の 条 例 で 定 め る 振 動 に 係 る 数 値 は 、 五 十 五 デ シ ベ ル と す る 。

（ 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 の 遵 守 事 項 ）

第 十 一 条 の 十 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 守 ら な け れ ば な ら な い 。

一 第 六 条 第 二 号 か ら 第 五 号 ま で に 掲 げ る 事 項

二 営 業 所 で 、 賭 博 類 似 行 為 そ の 他 著 し く 射 幸 心 を そ そ る お そ れ の あ る 行 為 を し 、 又 は さ せ な い こ と 。

第 十 三 条 中 「 第 二 条 第 十 一 項 第 三 号 」 を 「 第 二 条 第 十 三 項 第 四 号 」 に 改 め 、 「 （ 午 前 零 時 か ら 日 出 時 ま で の 時 間 を い う 。 ） 」 を 削 り 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加

え る 。
（ 風 俗 環 境 保 全 協 議 会 を 置 く 地 域 ）

第 十 四 条 法 第 三 十 八 条 の 四 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 地 域 は 、 別 表 に 掲 げ る 地 域 と す る 。

別 表 中 「 第 四 条 の 二 」 を 「 第 四 条 」 に 、 「 第 十 条 」 を 「 第 十 条 、 第 十 一 条 の 七 、 第 十 四 条 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 迷 惑 行 為 防 止 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 徳 島 県 迷 惑 行 為 防 止 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 五 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 一 条 中 「 第 二 条 第 一 項 第 七 号 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 四 号 」 に 、 「 附 近 」 を 「 付 近 」 に 、 「 付 き ま と つ て 」 を 「 つ き ま と つ て 」 に 改 め る 。
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附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 六 月 二 十 三 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 に 係 る 許 可 制 度 が 新 設 さ れ た こ と 等 に 伴 い 、 関 係 条 例 に つ い て 所

要 の 改 正 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 八 の 二 の 項 の 3 中 「 又 は 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 百 十 九 号 ） 附 則 第 三 条 第 二

項 の 規 定 に よ り 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 二 十 七 条 第 一 項 、 第 三 十 一 条 の 二 第 一 項 、 第 三 十 一 条 の 七 第 一 項 、 第 三 十 一 条 の 十 二 第 一

項 若 し く は 第 三 十 一 条 の 十 七 第 一 項 の 届 出 書 を 提 出 し た も の と み な さ れ る 者 」 を 削 り 、 同 表 の 八 の 四 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

八 の 五 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十 一 条 の 二 十 二 の 規 定 に 基 づ く 特

定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 の 申 請 に 対 す る 審 査

次 に 掲 げ る 当 該 審 査 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定

め る 金 額 （ 当 該 申 請 を 行 う 者 が 県 内 に お い て 同 時 に

他 の 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る

法 律 第 三 十 一 条 の 二 十 二 の 規 定 に 基 づ く 許 可 の 申 請

を 行 う 場 合 に お け る 当 該 他 の 同 条 の 規 定 に 基 づ く 許

可 の 申 請 に 係 る 審 査 に あ っ て は 、 そ れ ぞ れ 当 該 金 額

か ら 八 千 円 を 減 じ た 金 額 ）

1 三 月 以 内 の 期 間 を 限 っ て 営 む 風 俗 営 業 等 の 規 制

及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十 一 条 の 二

十 二 の 規 定 に 基 づ く 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 の

申 請 に 係 る 審 査 一 万 四 千 円 （ 同 法 第 三 十 一 条 の

第 五 十 八 号
徳 島 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 八 号 徳 島 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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八 の 六 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る

同 法 第 五 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ く 許 可 証 の 再 交 付

八 の 七 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る

同 法 第 九 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ く 許 可 証 の 書 換 え

八 の 八 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る

同 法 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 相 続 に 係 る 承 認 の 申 請 に 対 す る 審 査

八 の 九 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る

同 法 第 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 た る 法 人 の 合 併 に 係 る 承 認 の 申 請 に

対 す る 審 査

二 十 三 に お い て 準 用 す る 同 法 第 四 条 第 三 項 の 規 定

が 適 用 さ れ る 営 業 所 に つ き 当 該 申 請 を 行 う 場 合 に

お け る 当 該 申 請 に 係 る 審 査 に あ っ て は 、 二 万 八 百

円 ）

2 そ の 他 の 審 査 二 万 四 千 円 （ 風 俗 営 業 等 の 規 制

及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十 一 条 の 二

十 三 に お い て 準 用 す る 同 法 第 四 条 第 三 項 の 規 定 が

適 用 さ れ る 営 業 所 に つ き 同 法 第 三 十 一 条 の 二 十 二

の 規 定 に 基 づ く 許 可 の 申 請 を 行 う 場 合 に お け る 当

該 申 請 に 係 る 審 査 に あ っ て は 、 三 万 八 百 円 ）

千 百 円

千 四 百 円

八 千 六 百 円 （ 当 該 申 請 を 行 う 者 が 県 内 に お い て 同 時

に 他 の 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す

る 法 律 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 同 法 第

七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 承 認 の 申 請 を 行 う 場 合 に

お け る 当 該 他 の 同 項 の 規 定 に 基 づ く 承 認 の 申 請 に 係

る 審 査 に あ っ て は 、 三 千 八 百 円 ）

一 万 千 円 （ 当 該 申 請 を 行 う 者 が 県 内 に お い て 同 時 に

他 の 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る

法 律 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 同 法 第 七

条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 承 認 の 申 請 を 行 う 場 合

に お け る 当 該 他 の 同 項 の 規 定 に 基 づ く 承 認 の 申 請 に

係 る 審 査 に あ っ て は 、 三 千 三 百 円 ）

再校

１８２

平成28年2月議案



八 の 十 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る

同 法 第 七 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 た る 法 人 の 分 割 に 係 る 承 認 の 申 請 に

対 す る 審 査

八 の 十 一 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 九 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 営 業 所 の 構 造 又 は 設 備 の 変 更 の 承 認 の 申 請 に 対 す る 審 査

八 の 十 二 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 十 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 特 例 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 者 の 認 定 の 申 請 に 対 す る 審 査

八 の 十 三 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 十 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に 基 づ く 認 定 証 の 再 交 付

八 の 十 四 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す

る 同 法 第 二 十 四 条 第 六 項 の 規 定 に 基 づ く 営 業 所 の 管 理 者 に 対 す る 講 習

一 万 千 円 （ 当 該 申 請 を 行 う 者 が 県 内 に お い て 同 時 に

他 の 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る

法 律 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 同 法 第 七

条 の 三 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 承 認 の 申 請 を 行 う 場 合

に お け る 当 該 他 の 同 項 の 規 定 に 基 づ く 承 認 の 申 請 に

係 る 審 査 に あ っ て は 、 三 千 三 百 円 ）

九 千 九 百 円

一 万 三 千 円 （ 当 該 申 請 を 行 う 者 が 県 内 に お い て 同 時

に 他 の 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す

る 法 律 第 三 十 一 条 の 二 十 三 に お い て 準 用 す る 同 法 第

十 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 認 定 の 申 請 を 行 う 場

合 に お け る 当 該 他 の 同 項 の 規 定 に 基 づ く 認 定 の 申 請

に 係 る 審 査 に あ っ て は 、 一 万 円 ）

千 百 円

講 習 一 時 間 に つ き 六 百 五 十 円

別 表 第 一 の 十 三 の 項 中 「 第 七 条 」 を 「 第 八 条 」 に 改 め 、 同 表 の 五 十 二 の 項 及 び 五 十 三 の 項 を 削 り 、 同 表 の 五 十 三 の 二 の 項 中 「 道 路 交 通 法 」 の 下 に 「 （ 昭 和 三

十 五 年 法 律 第 百 五 号 ） 」 を 加 え 、 同 項 を 同 表 の 五 十 二 の 項 と し 、 同 表 中 五 十 三 の 三 の 項 を 五 十 三 の 項 と し 、 五 十 三 の 四 の 項 を 五 十 三 の 二 の 項 と し 、 五 十 三 の 五

の 項 か ら 五 十 三 の 八 の 項 ま で を 二 項 ず つ 繰 り 上 げ る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 六 月 二 十 三 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

一 別 表 第 一 の 八 の 二 の 項 の 改 正 規 定 公 布 の 日

二 次 項 の 規 定 平 成 二 十 八 年 三 月 二 十 三 日
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三 別 表 第 一 の 改 正 規 定 （ 第 一 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 、 同 表 の 八 の 四 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 改 正 規 定 及 び 同 表 の 十 三 の 項 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 平 成 二

十 八 年 四 月 一 日

2 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 四 十 五 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 同 法 第 二 条 の

規 定 に よ る 改 正 後 の 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 二 十 二 号 ） 第 三 十 一 条 の 二 十 二 の 許 可 の 申 請 を 行 う 者 は 、 改

正 後 の 別 表 第 一 の 八 の 五 の 項 の 規 定 の 例 に よ り 、 手 数 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

提 案 理 由

風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 許 可 の 申 請 に 対 す る 審 査 等 に 係 る 手 数 料 を 定 め

る と と も に 、 利 用 状 況 等 に 鑑 み て パ ー キ ン グ ・ メ ー タ ー 等 を 廃 止 す る こ と に 伴 い 、 そ の 作 動 等 に 係 る 手 数 料 を 廃 止 す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を

提 出 す る 理 由 で あ る 。
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企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 中 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 等 級 別 基 準 職 務 表 が 定 め ら れ る こ と に 鑑 み 、 所 要 の 改 正 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理

由 で あ る 。

第 五 十 九 号
企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 九 号 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 条 第 二 項 第 一 号 中 「 第 六 十 三 条 第 二 項 第 四 号 」 を 「 第 六 十 三 条 第 二 項 第 五 号 」 に 、 「 第 六 十 四 条 第 二 項 第 四 号 」 を 「 第 六 十 四 条 第 二 項 第 五 号 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

持 続 可 能 な 医 療 保 険 制 度 を 構 築 す る た め の 国 民 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に よ り 健 康 保 険 法 及 び 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 の 一 部 が 改 正 さ れ

た こ と に 伴 い 、 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 六 十 号

徳 島 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 六 十 号 徳 島 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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病 院 事 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

病 院 事 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 並 び に 第 四 条 中 「 職 務 の 級 」 を 「 職 務 の 等 級 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 等 級 別 基 準 職 務 表 が 定 め ら れ る こ と に 鑑 み 、 所 要 の 改 正 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理

由 で あ る 。

第 六 十 一 号
病 院 事 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

病 院 事 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 二 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 六 十 一 号 病 院 事 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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提案理由

国営那賀川総合農地防災事業費に対する受益市負担金について，土地改良法第90条第10項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する

理由である。

第62号

国営那賀川総合農地防災事業費に対する受益市負担金について

国営那賀川総合農地防災事業費の一部を次のとおり受益市に負担させるものとする。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

事 業 の 名 称 負 担 市 負 担 金

国営那賀川総合農地防災事業 阿南市 分水施設（接続水路）に係る
事業費に15／100を乗じて得た
額

第62号 国営那賀川総合農地防災事業費に対する受益市負担金について
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提案理由

平成27年度県単独砂防事業費等に対する受益市町村負担金について，事業費の変更等に伴い追加する必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第63号

平成27年度県単独砂防事業費等に対する受益市町村負担金の追加について

平成27年10月13日議決を経た県単独砂防事業費等に対する受益市町村負担金について次のとおり追加する。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

事 業 の 名 称 負担市町村 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

県 単 独 砂 防 事 業 等 吉 野 川 市 県単独砂防事業 1，700，000 425，000 25／100 事業費を増額又は減額
した場合は，事業費に対
する負担金の割合に応
じ，知事は負担金を増額
又は減額することができ
る。

神 山 町 県単独砂防事業 1，700，000 425，000 25／100

那 賀 町 県単独砂防事業 2，550，000 637，500 25／100

円 円

第63号 平成27年度県単独砂防事業費等に対する受益市町村負担金の追加について

再校

１９３

平成28年2月議案



◯194初校

平成28年2月議案





◯196再校

平成28年2月議案







1 契 約 の 目 的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

2 契 約 の 始 期 平成28年4月1日

3 契 約 金 額 12，342，857円を上限とする額

4 費 用 の 支 払 方 法 契約の定めるところによる。

5 契 約 の 相 手 方 徳島市中徳島町1丁目27番地の2

野々木 靖 人（弁護士）

提案理由

包括外部監査契約について，地方自治法第252条の36第1項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第66号

包括外部監査契約について

地方自治法第252条の36第1項の規定により，次のとおり包括外部監査契約を締結する。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第66号 包括外部監査契約について

再校

１９９

平成28年2月議案



◯200再校

平成28年2月議案



関西広域連合規約の一部を改正する規約

関西広域連合規約（平成22年12月1日総行市第250号総務大臣許可）の一部を次のように改正する。

第4条第1項第1号を次のように改める。

()1 広域（2以上の構成府県の区域にまたがる区域をいう。以下同じ。）にわたる次に掲げる計画の策定及び実施に関する事務

ア 防災，観光，文化及びスポーツの振興，産業の振興，医療の確保，環境の保全等に関する計画

イ まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）第9条第1項に規定する計画

ウ 広域連合の区域内における地域の振興に関する計画（第6条に規定する広域計画を除く。）

第4条第2項中「同項第1号」を「同項第1号ア」に改める。

別表企画調整費の部中「第4条第1項第9号」を「第4条第1項第1号イ及びウ並びに第9号」に改め，同表事業費の部第4条第1項第1号に規定する事務

に係る経費の項中「第4条第1項第1号」を「第4条第1項第1号ア」に改める。

附 則

この規約は，総務大臣の許可のあった日から施行する。

第67号

関西広域連合規約の一部変更に関する協議について

関西広域連合規約の一部を次のとおり変更することについて関係地方公共団体と協議する。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第67号 関西広域連合規約の一部変更に関する協議について

再校

２０１

平成28年2月議案



提案理由

地方自治法第291条の3第1項の規定により，関西広域連合の規約の一部を変更するに当たり，同法第291条の11の規定により議決を経る必要がある。これ

が，この案件を提出する理由である。

再校

２０２

平成28年2月議案



売 電 料 金 の 額 日野谷発電所，坂州発電所，川口発電所及び勝浦発電所の予定供給電力の売電料金，平成28年度及び平成29年度各2，771，948，000円

に消費税等相当を加算した額

売 電 の 期 間 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの2年間

売電料金の徴収の方法 次の表の支払区分の基本料金と電力量料金の合計額に消費税等相当額を加算した各月の売電料金を翌月の20日までに支払を受ける。

提案理由

県営電気事業の売電料金等について，徳島県議会の議決すべき事件を定める条例の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由であ

る。

第68号

県営電気事業の売電料金等について

県営電気事業に係る売電料金の額，売電の期間及び売電料金の徴収の方法を次のように定める。

平 成28年 2 月18日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

平 成 28 年 度 及 び 平 成 29 年 度 支 払 区 分

月 別 基 本 料 金 電 力 量 料 金

4月から翌年2月まで 1月につき 184，798，000円 各月の実績供給電力量1キロワット時につき1円

70銭を乗じた額翌 年 3 月 184，800，000円

第68号 県営電気事業の売電料金等について

三校

２０３

平成28年2月議案



◯204再校

平成28年2月議案





◯206再校

平成28年2月議案



損害賠償の額の決定及び和解について

交通事故に関し，県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し，和解する。

報告第2号

損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第180条第1項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条第2項の規定により報告する。

平 成28年 2 月18日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 事故発生年月日 事 故 発 生 場 所 専決処分年月日

那賀郡那賀町所在 1法人 44，769 平成27年1月21日 那賀郡那賀町地内 平成28年1月28日

徳島市在住 1名 27，300 平成27年4月3日 徳島市地内 平成28年1月28日

阿南市在住 1名 242，297 平成27年4月10日 徳島市地内 平成28年1月28日

徳島市在住 1名 134，500 平成27年6月8日 徳島市地内 平成28年1月28日

東京都港区所在 1法人 42，034 平成27年6月25日 徳島市地内 平成28年1月28日

板野郡藍住町在住 1名 25，462 平成27年8月18日 板野郡藍住町地内 平成28年1月28日

徳島市在住 1名 168，092 平成27年8月31日 徳島市地内 平成28年1月28日

円

報告第2号 損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

三校

２０７

平成28年2月議案



板野郡松茂町在住 1名 10，500 平成27年10月9日 板野郡松茂町地内 平成28年1月28日

徳島市所在 1法人 486，000 平成27年10月20日 徳島市地内 平成28年1月28日

名西郡石井町在住 1名 311，391 平成27年5月16日 徳島市地内 平成28年1月29日

板野郡北島町所在 1法人 32，400 平成27年8月29日 板野郡北島町地内 平成28年1月29日

徳島市在住 1名 26，449 平成27年9月22日 徳島市地内 平成28年1月29日

徳島市所在 1法人 450，180 平成27年10月28日 徳島市地内 平成28年1月29日

徳島市所在 1法人 110，478 平成27年11月18日 徳島市地内 平成28年1月29日

徳島市所在 1法人 40，464 平成27年12月31日 海部郡海陽町地内 平成28年1月29日

四校

２０８

平成28年2月議案



損害賠償の額の決定及び和解について

道路事故に関し，県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し，和解する。

報告第3号

損害賠償（道路事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第180条第1項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条第2項の規定により報告する。

平 成28年 2 月18日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 事故発生年月日 事 故 発 生 場 所 専決処分年月日

鳴門市在住 1名 17，000 平成26年5月29日 鳴門市地内
（県道鳴門徳島自転車道線） 平成28年1月19日

板野郡北島町在住 1名 271，000 平成27年4月7日 板野郡藍住町地内
（県道徳島環状線） 平成28年1月19日

香川県さぬき市在住 1名 1，098，000 平成27年7月19日 美馬市地内
（国道492号） 平成28年1月19日

板野郡藍住町在住 1名 96，000 平成27年9月8日 徳島市地内
（県道徳島環状線） 平成28年1月19日

三好郡東みよし町在住 1名 125，000 平成27年10月20日 三好市地内
（県道腕山宮石線） 平成28年1月19日

美馬市在住 1名 126，000 平成27年11月2日 三好市地内
（県道鳴門池田線） 平成28年1月19日

阿南市在住 1名 199，000 平成27年11月5日 那賀郡那賀町地内
（国道193号） 平成28年1月19日

円

報告第3号 損害賠償（道路事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

三校

２０９

平成28年2月議案



阿南市在住 1名 50，000 平成27年11月17日 阿南市地内
（県道阿南小松島線） 平成28年1月19日

再校

２１０

平成28年2月議案



平成28年2月議案



初校

平成28年2月議案
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